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      第１ 会議録署名議員の指名 

      第２ 一般質問 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（津村俊二） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は１８人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に送付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本日、説明員として出席通知のあった者の職、氏名は、タブレットに掲載の文書

のとおりであります。 

 （日程第１） 

○議長（津村俊二） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第９番、永島知香議員、第１０

番、遠藤総一郎議員を指名いたします。 

 （日程第２） 

○議長（津村俊二） 日程第２、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 発言順位は、昨日に引き続き、一般質問一覧表のとおりであります。 

 順次発言を許します。 

 なお、質問に当たっては、簡潔明瞭にされるよう希望します。 

 それでは、通告第６号、第５番、益川教智議員。 

○５番（益川教智議員） 改めまして、皆さん、おはようございます。第５番、清明会、

益川教智です。さきの市議会議員選挙におきまして、改めて市民のご負託をいただき、こ

の場に立たせていただくこととなりました。その責任に応えるべく、しっかりと議論を通

して市政の発展に尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、まず１点目、本市の広聴・広報、そしてシティプロモーションについてお伺

いいたします。 
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 行政における広聴とは、住民の意見を広く受け付け、運営に反映させる取り組みであり

ます。これは市民から生の意見を聞くことにより、より実態に即した地域課題の把握や市

民参加による協働のまちづくりの推進、また、行政に対する信頼感の向上など市政運営に

とって非常に重要であります。 

 また、広報とは、行政の取り組みなどを住民に周知することであり、行政運営の透明性

や市民の理解促進、また、緊急時における危機管理など、市政運営にこれもまた不可欠な

取り組みであると言えます。 

 さらには、近年はシティプロモーションとして積極的なまちの魅力を発信することの重

要性が指摘されており、本市においても、ユーチューブに公式チャンネルを開設するなど

取り組みを進めているところだと推察いたします。これらは相互に密接に関連しており、

今後のまちづくりにおいて、また、若者、若い世代に選ばれるまちづくりとしては、より

一層重視される取り組みであると考えます。 

 そこでお尋ねいたします。 

 まず、１点目、本市では広聴制度の１つとして、野洲市ドコでもトーク（以下、ドコで

もトーク）という取り組みが今年度より進められています。これまでも、元気な野洲まち

づくりトークというものがあったと思いますが、それが廃止され、本取り組みが開始され

ました。これらの違い、また、意図についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 議員の皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、益川議員からの本市の広聴・広報・シティプロモーションについてのご質問、

まず、１点目、野洲市ドコでもトークについて、元気な野洲まちづくりトークとの違い、

意図についてのご質問についてお答えをさせていただきます。 

 従来の広聴制度、元気な野洲まちづくりトークは、制度としてはありましたが、開催実

績が乏しく、形骸化している状況でした。この１つの要因は、団体からの申請によっての

み開催されるということが挙げられます。 

 そこで、これまでの反省を生かし、新しく開始したドコでもトークは申請方式に加え、

各課からの団体推薦や広報秘書課から団体に懇談を申入れする形式を追加した点が大きな

違いです。 

 この見直しは、私の施政方針として重要視する傾聴と対話の実践ともいうべきものであ
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り、市長である私が直接市民と対話する機会を積極的に増やし、市民からの声をまちづく

りに生かすことを目的に今年度から開始したものであります。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 市民からの意見を広く聞くということで、これは市長の公約に

もあったかと思います。それをまさに実践されているところであろうかと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。ドコでもトークの実施回数、また、参加人数について

お伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） 議員の皆さん、おはようございます。 

 それでは、益川議員の２点目のご質問につきまして、お答えをさせていただきます。 

 １２月１日現在でございますけれども、現在におきましては、実施回数につきましては

１０回、参加人数につきましては１４０名の方が参加いただいているというような状況で

ございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 回数１０回、１４０名ということで、多くの方との対話がなさ

れてきたというところであろうかと思います。 

 ちょっと関連して質問させていただきますが、１答目で、これまで元気な野洲まちづく

りトークが形骸化していたということで、今回改めてということでありましたが、可能で

あれば答えられたらで結構なんですが、これまでの元気な野洲のまちづくりトークの近年

の実施回数などが分かれば教えていただけますか。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、益川議員の再質問について、お答えをさせてい

ただきます。 

 近々の３か年で申し上げさせていただきたいというふうに思います。令和４年度は１回

でございます。令和５年度も１回でございます。令和６年度につきましては、２回でござ

います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 今お答えいただきまして、まさに今回こうやって新たな取り組
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みとしてなされたことで、市民との対話が充実しているということなんだろうと思います。 

 そのような、ドコでもトークの実施に対する所感について市長にお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、３点目のご質問についてお答えさせていただきます。 

 これまでに１０回、ドコでもトークを実施させていただきましたが、これにつきまして

は、単なる要望ではなく、まちづくりに向けました建設的な意見交換をということで、こ

れを前提として行ったものでありまして、従来からご意見をいただいているような課題だ

けでなく、若者を地域にとどめるための意見、あるいはまちに活気とにぎわいをもたらす

イベントなど、前向きで建設的な幅広いテーマについてお声をいただいたということでご

ざいまして、私としましても、非常に有意義な懇談の場になっているというふうに認識を

しております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 建設的な意見交換ができたということで、次の質問に入ります

けれども、それらの意見をどのような形で市政運営に反映させているのかということにつ

いてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、４点目のご質問について、市政運営への反映をどのよう

にということのご質問についてお答えさせていただきます。 

 このドコでもトークによりまして懇談した内容、これにつきましては、庁内の部長会議

を通じまして議事の概要を共有させていただいております。 

 さらに、ドコでもトークの中で特に重要な部分について、これは私が判断する部分なん

ですが、重要だと考えました部分につきましては、各部の総合計画のヒアリング、これは

毎年行っておりますけども、この際に情報共有させていただきまして、課題の解決、また

改善に向けて、私のほうから直接指示を出しているということでございます。 

 ただ、中長期的な野洲市のまちづくりに対するご意見も多く含まれておりますことから、

すぐに実行できる内容ばかりではございません。市民の声やニーズを市政に反映させるた

めに、もう少し踏み込んだ仕組みづくりの検討が必要だと考えております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 庁内でそれぞれ共有されているということで、そのような形で

市政運営に反映しているということでありました。 
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 庁内の共有ということはそれで結構だと思いますが、ドコでもトークでいただいた意見

について、その場でもお答えすることができる問題と、今おっしゃったように中長期的な

形で、その場ではお答えできないという課題があろうかと思います。 

 それぞれ各団体であったり市民さんのところに出向いて、意見をいただいて、それを相

手に返す。こちらで検証・検討した結果、こうなりましたよというところが、相手が見え

れば、より一層市民さんも協働してまちづくりに参加しているんだなということが実感で

きるかと思いますし、そのような点に関しても、今後一層の取り組みが必要かと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再質問についてお答えいたします。 

 例えば、要望という形で頂戴いたしましたら、それに対する回答という形が成り立つと

思います。 

 一般的には行政懇談会でありますとか、あるいは自治会から要望、あるいは市長への手

紙ということは、頂いたものに対して返答をするというような流れになっておりますけど

も、現実このドコでもトークは、どちらかといえば要望に対して回答ではなくて、共に課

題を共有しよう、あるいはお互いアイデアを出し合うというスタンスでしておりますので、

その出てきた意見に対する返しというようなところまで行けていないのは確かであります。 

 ただ、物によっては、ぜひ行政の中で検討してほしいという意見がないことはありませ

んので、それをどういう形で返すのかというものは、ちょっと今後検討したいなというふ

うに思っております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 事業を進めるに当たって、事業を進めています、それについて

市民さんはどう思われますか。こちら庁内で検討します。こうなりました。このサイクル

がうまく回っていけば、しっかりと市民さんも参加できるようなまちづくりというものが

できると思います。 

 それに向けた取り組みということを推進、これから検討いただきたいんですが、その点

についてもう一度だけ、ご回答をお願いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再々質問にお答えします。 

 先ほど、政策調整部長から回答がありましたけども、１０回、今回させていただきまし
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た１４０人の方に参加いただきましたけども、これはなかなか１０回やりましたものに対

して、また返そうとすると１０回やらないといけないというのもありますので、非常にや

り取りはしたいんですけど難しいということがあると思いますので、ちょっとそれはどう

するのか。例えば、また、自治連合会の役員会で、こういう議論に対してはこういうこと

を検討していますであるとかいう形で、できるだけ効率的にやらないとなかなか回りませ

んので、その辺の工夫は少し考えたいというふうに思います。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） ちょっと言葉足らずだったら恐縮なんですが、直接返せばいい

わけではなく、何らかの形で、市のほうで、こういうご意見をいただいたことに対しては

こうやってやりますということで明らかにされたら、そこで回っていくのかなということ

で、ご検討いただければと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 広報の１つとして、ホームページにおいて市政情報の提供がされています。その中には

記者会見の項目があり、毎月の定例記者会見が掲載されています。この点について、今年

度より掲載内容が変更されています。これまで記載されていた記者との意見交換というも

のが削除されておりますが、この点についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、益川議員５点目のご質問につきまして、お答え

のほうさせていただきます。 

 定例記者会見につきましては、あくまで新聞記者様に、野洲市の市政情報等を記事にし

てもらうことを目的にしているものでございまして、内容につきましては、市議会議員の

全員協議会の案件から、特に重要と思われるものをピックアップしているものでございま

す。 

 このような趣旨を踏まえた上で、業務の合理化を図り、これまで定例記者会見の概要作

成に費やしていた時間を今年度から動画作成に充てるなど、限られた人員で新しい取り組

みを進めさせていただいているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 限られた人員でされているということは重々理解しております

し、今年から櫻本市長のもとにおいてはユーチューブの公式チャンネル等も開設されてお
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りますので、そこの負担というものが一定あろうかと思います。 

 しかしながら、特にマスメディアというものは、社会の公器、そして木鐸として、堅く

言うと私たちの知る権利を保障するものだと認識しておりますし、記者さんは日々の取材

活動の中でいろいろな情報を収集し、それを定例記者会見という形で、そこで市長にぶつ

けて意見交換をしていくというものであって、それを市民に広く公開するということは、

これは、私たちそれぞれ議員は市民の負託をいただいて、ここで質問させていただいてお

りますけれども、また違った観点から、貴重な意見というものがあろうかと思います。 

 私自身、さきの任期中においても、また、この１年においても、ずっとあの記者会見を

見させていただいています。その中には、有用な意見、確かに参考になるなという意見も

多くあったと認識しています。 

 ということから、やはりこの記者会見というもの、記者さんとの意見交換というものは、

ホームページ上に掲載しておくべきであると考えるんですが、改めてお考えをお伺いしま

す。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） 益川議員の再質問につきまして、お答えをさせていただき

ます。 

 先ほども申し上げたとおり、記者会見の内容についてのホームページ掲載につきまして

は、本市としましては、市政情報等を記事にしてもらうということが第１の目的させてい

ただいているところでございます。 

 それぞれの意見交換等を益川議員のほうは見ていただいているとは思うんですけれども、

議案の内容について、その質問等というような形になってございます。これは、全員協議

会のほうでもご説明させていただいた内容についてのことになってくるわけでございます。

そういった意味からしますと、我々としましては、情報の提供という場をこの記者会見と

いう形で提供させていただいているわけでございますけれども、先ほど申し上げた限られ

た人員の中でやっているところもございます。 

 そして、新たに情報提供というところにおきましては、ユーチューブのほうを新たにさ

せていただきながら、違った形で市民の皆様のほうに情報提供していくというような形で

の取り組みを進めさせていただいているというところでございます。 

 したがいまして、当初の記事、記者会見でのホームページ掲載については、一定の目的

は達せられているものというふうには認識をしているところでございますので、それに加
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えて、ユーチューブで新たな情報を発信していくというような形で考えているところでご

ざいます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 新たな取り組みをユーチューブ上でするということで、市政の

透明性の観点から言っても、やはり情報公開というものを、今までこれまでしっかりと記

者会見の内容、他市ではなかなか行われていなかったその記者会見の意見交換というもの

を明らかにするというので、この野洲市の市政の透明性というのはあったと。そこで担保

されていた部分もあったかと思うんですが、それがなくなるということで、どの程度、そ

の透明性というところを新たな取り組みで保障できるのか、担保できるのかなというとこ

ろは見ていきたいなと思います。 

 ちょっと次の質問等とも関連するので次の質問に移らせていただきますが、シティプロ

モーションとして、冒頭述べましたようにユーチューブに公式チャンネルを開設して各種

コンテンツを配信しておられますが、この内容、また、視聴数に対する所感をお伺いいた

します。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、６点目のご質問にお答えします。 

 市公式ユーチューブチャンネルにつきましては、県内１３市で野洲市だけが開設できて

いませんでした。広報紙、ホームページ、ＬＩＮＥ配信に続いて、本市の情報提供の新た

なツールとして基盤整備できたことはよかったと思っております。何よりも動画は文字や

写真だけでは伝えられない内容を伝えられますし、タグづけされました関連のキーワード

から偶然ヒットしたことで、野洲市を知ってもらうということもあり得ます。 

 まず、市民の方に野洲市を身近に感じてもらうところから始めまして、今後、市外、県

外の方にも本市を知ってもらい、野洲市に行ってみたい、野洲市役所で働きたいと思って

もらえるようなことができればよいと考えております。 

 また、視聴数、チャンネル登録者数についてお聞きいただいておりますが、私は現段階

ではここに評価基準を置いておりませんでして、今回、これまでなかった市の公式ユーチ

ューブチャンネルを、ゼロ予算ながら早急に早速開設するなど、今の野洲市にはこのよう

に新しいことにまずチャレンジするということに価値を見いだしているというところでご

ざいます。 
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○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 地方自治体のユーチューブチャンネルは、どこもなかなか難し

いなというところを、見ているとありますが、その中で、また本市としても後ればせなが

ら取り組んでおられると思います。 

 コンテンツを見ていると比較的柔らかいといいますか、アクティビティーなどを紹介す

るものが多いように思います。このコンテンツの内容につきまして、先ほどの質問、記者

会見のところとちょっと関連するんですけれども、例えば、この市政の動きを知っていた

だくために、記者会見のやり取りなどを撮影し、動画として投稿するということに関して

はいかがお考えかお尋ねいたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、アクティビティー、非常にこの行政のユーチューブに限らず、非常に多くの方に

少しでも見ていただこうとすると、まず取っつきやすい部分が必要だと思っておりまして、

最初からかなり野洲市の総合計画とかそういうことをしてしまうと、当然見ていただけな

いので、できるだけ見やすくしようということで、あえてそういう形で柔らかくスタート

させたというものが狙いでありました。 

 これについて、今後、記者会見なんかを公表するかということになりますけども、湖南

４市を見ていましても、そういった動きはございませんでして、記者会見の結果を公表す

るということもありませんし、できるだけもう少し堅いことではなくて、引き続き野洲市

の魅力であったりとか、そういったものを優先的に配信していきたいなというふうに思っ

ております。 

 また、この記者会見の内容を見たいというような多数のお声があれば、検討に値すると

は思うんですけども、今のところそんなようなことはほとんどお声としてお聞きしており

ませんし、また、そこのやり取りが最終的には記事になっていると思っておりますので、

一定、そこは記事を見ていただくことで、そこでのやり取りの結果というものがしっかり

と整理されて、市民の方に伝わっていくんじゃないか、このように整理をさせていただい

ております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 結果だけが出てくるものと、その過程でどういうことがあった

のか、どういうやり取りがなされた上でその結果が出てくるのかということは、もうこれ
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は全く別物だと思います。結果だけ出ればいいのかという点と、他市がやっていないから

うちもやっていない。先ほど市政の透明性の観点から、これは私は必要であろうと思って

いますということを申し上げましたが、その観点からいうと、他市がやっていないからこ

っちもやらないでいいのかどうかというところがあるかと思いますので、その点はご検討

いただければと思います。 

 では、次に移ります。ユーチューブも含めて本市の魅力の発信方法については、より改

善の余地があろうかと思いますが、今後の展望についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、７点目のご質問につきまして、お答えをさせて

いただきます。発信方法の今後の展望につきましては、広報紙、ホームページ、ＬＩＮＥ、

ユーチューブに加えまして、インスタグラム、Ｘなども視野にあるところではございます

が、何せ始めまして１年もたっていないということから、まずは今あります発信ツールで

の内容の充実を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 今後、様々なご意見をいただきながら、改善改良に取り組んでもまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 走らせながら考えるということであろうかと思います。今後、

そのコンテンツの充実等も含めて戦略的にシティプロモーションを進めていくに当たって

は、やはり外部の人材であったり活力であったり、そういう民間などの人材の活用という

ものが必要なのではないかなと思いますが、その点はいかがお考えでしょうか。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） 益川議員の再質問につきまして、お答えをさせていただき

ます。 

 シティプロモーションをされている市町さん等々、いろいろと見ていますと、外部の人

材を登用されてシティプロモーションに力を入れていらっしゃる市町さんも多くございま

す。そういった意味からしますと、一定、そういった外部の視点をもちまして、シティプ

ロモーション、情報発信等も含めましてしていくということにつきましては、有効かなと

いうふうには考えているところではございます。 

 今後、そういったいろんな意味で、皆さんの市民のほうに届くような形で、充実したプ
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ロモーション、情報発信等をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 始めたところで、市役所内にもシティプロモーションのノウハ

ウというものの蓄積がないように思います。そういう意味でも、やはり外部人材というも

のは有用であると考えます。 

 今ほどお答えいただきましたが、具体的に言いますと、例えば地域おこし協力隊なども

あります。これは３年を任期として、移住していただいて、それぞれ地域おこしに活動い

ただく、活躍いただくという制度で、これには一定問題もあるかと思っていますけれども、

若い世代に来ていただくということで、まちの全体の活力にもつながるということも期待

されますし、こういう制度を当然ご存じだと思いますが、それがまず１点あるということ

と、外部専門家、地域力創造アドバイザーという制度があるようです。これも地域独自の

魅力や価値の向上に取り組むということで、その地域力を高めようとする市町村がその制

度を活用できるということで、これも市の外部への魅力発信というもので、総務省の制度

において認められているものでありますが、このような制度を積極的に活用するというこ

とはお考えでしょうか。というか、ぜひ積極的に活用をお考えいただきたいと思いますが、

いかがお考えですか。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） 益川議員の再々質問につきまして、お答えをさせていただ

きます。 

 国のほうにおきまして、今ご紹介いただきました地域おこし協力隊員など、人材を地域

のほうへということで、シティプロモーションも含めていろいろな制度がございます。先

ほど申し上げたとおり、こういった制度を活用していくということも１つの方法かなとい

うふうに思っているところでございますので、他市町の状況等を鑑みながら、より充実し

たシティプロモーションになるように、検討してまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 自治体の魅力発信は、なかなか難しいというのは理解はしてお

りますが、できるだけ頑張ってやっていただきたいと、力を入れていただきたいなという
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思いを込めてこの質問を終わらせていただきたいと思います。 

 では、次の質問に移ります。野洲駅南口周辺整備についてお伺いいたします。 

 野洲駅南口周辺用地につきましては、これまで民間による開発が断念され、市が取得し

た後、市民病院整備や民間売却によるマンション・ビジネスホテル整備が検討されていま

したが、最終的な決定には至らず、昨年度の市長選において、駅前パークモール構想を公

約として掲げた櫻本市長が当選し、現在に至っております。 

 駅南口については本市の玄関口でありまして、この広大な用地の再開発は、今後数十年

にわたり本市の発展に大きな影響を及ぼす事業であることから、十分な議論・検討が必要

だと認識しております。 

 一方、これまでほぼ手つかずにされてきたことから、速やかな整備を求める声も多くあ

ると認識しておりますが、それらを両立させて進めていく必要があり、大変重要な難しい

事業であると思っています。 

 そこでお尋ねいたします。対象となる約２万６，０００平米の土地は、５つのブロック

に分けられた形でＡＣブロックを駅前にぎわいゾーン、ＢＤＥブロックを活性化ゾーンと

して整備が検討されています。この点について、各ブロック、ゾーンが相互に密接に関連

することによる相乗効果を発生させ、にぎわい創出や利便性の向上を図る必要があると考

えますが、認識をお伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、２つ目のご質問の、野洲駅南口周辺整備についてでござ

いまして、各ブロック、ゾーンが相互に密接に関連することによる、相乗効果を発生させ

る必要があるがというようなご質問でございます。 

 各ブロックを個別に整備していては整合や相乗効果が薄くなると思われます。そのため、

議員のおっしゃるとおり、にぎわいを生み出し、駅前を最大限活用するためには、各ブロ

ックの相乗効果を発生させることは必須だと考えています。 

 駅前市有地全体でのコンセプトや活用方針を定める構想見直し、及びそれに基づいた事

業計画を策定する中で、各ブロックの関連性を意識して、エリア全体で最大の整備効果が

生まれるよう検討を進めていきたいと考えています。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 昨日の東郷議員の質問では、そのまちづくり、市全体の相互に

関連させるということが必要だよということをおっしゃっていましたが、それも当然です
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し、今回こうやって駅前づくりに関しても同様に、そのように相互に関連させてシナジー

を生み出すということが必要だということをご認識いただいた上で、進められているもの

と確認ができました。 

 １点、この中の個別のゾーン、ブロックの話になりますが、Ａブロックで社会実験を５

月に実施し、以降、民間からの申し込みを受け付けるということでありました。この民間

からの申し込みに当たっては、主体的に民間がやるということで、これは受付に当たって

要綱作成等が必要かと思いますが、そのあたり、周知も含めてスケジュール、どのような

時期に何を要綱策定されるのか、周知するのかということ、今決まっている範囲で、お答

えできる範囲でお願いします。 

○議長（津村俊二） 小池政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（小池秀明） 益川議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 現在、社会実験について債務負担行為、提案させていただいておりますが、これをお認

めいただいた段階で要綱の作成、今、検討を進めておりますので、早急に進めてまいりた

いと考えております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 多くの、昨日の東郷議員とのやり取りの中でも、民間からも手

が挙がっているということを言っていただいていましたので、できる限り速やかに要綱を

作成し、受け付けていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。Ｄブロックです。現在、幼稚園と文化ホール、小劇場が立地して

おりますが、これは人の流れを生み出す核として、今回、設定されています。現在、文化

ホールを大改修する案、そして、２、エンターテイメントアリーナを建設する案、そして

３つ目、企業オフィス誘致によるビル建設及び小劇場の再整備する案の３つが提示されて

おります。 

 今後、市民にも周知の上、意見を聞き、事業を進めることになると思いますが、改めま

して、この３案に至った経緯とお考えをお示しください。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、２つ目のご質問のＤブロック、人流を生み出す核として、

３案に至った経緯と考えということでございます。 

 １点目のご質問でもお答えしました相乗効果を考えましたときに、Ｄブロックが設定さ

れました人の流れを生み出す場の実現、まずは文化ホールの既存機能面からの検討と、そ
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れから駅前に新たな人流創出が生み出せる手法として、人流創出の面での検討、この２点

の視点から検討させていただいた結果、既存施設面の改修以外にも他の手法の検討も必要

と至ったところであります。 

 既存機能面からの検討では、文化ホールの改修をはじめ民間代替施設など、人流創出面

では他にも様々な可能性を考え、精査した結果として３案をお示ししたものであります。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） ありがとうございます。新たな人流の創出、新たなにぎわいの

創出という意味においては、この文化ホールの大改修ではなかなか生まれにくいのかなと

思います。よって、そこから考えると、このエンターテイメントアリーナを建設する案、

また企業オフィス誘致なのか、その２択になってこようかと思います。 

 これらは一応、３案によって生み出される人流の性質というものはそれぞれ異なるよう

に思うんですけれども、その点、ご認識をお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、再質問についてお答えさせていただきます。 

 おっしゃるとおりそれぞれ３つの案がございますけども、それぞれ人流の性質というも

のは違ってくると思っておりますので、それを踏まえた上での相乗効果、これを考えてい

く必要があると思っております。 

 まず、一つひとつ簡単にご説明いたしますと、まず文化ホール。これは既存の施設であ

りますけども、おっしゃるとおり改修後も、仮にこれを改修したとしても、大きく流れが

増えるとか変わるということはないというふうには認識をしておりますけども、ただ、性

質としましては、一定、市民の利用などが想定される商業施設を含みます民間施設・公共

施設が、この大規模改修に伴って出てくるのではないかというふうに考えております。 

 次に、エンターテイメントアリーナの整備ということで考えますと、アリーナ利用者の

近隣施設への利用促進というものが当然考えられますので、飲食機能、それからホテル機

能、こういったものが想定されるというふうに思っております。 

 最後、企業オフィス誘致でありますけども、これですと、平日の従業員の流れが生まれ

るということでありますので、平日の飲食の需要、会議スペース、また出張者からの需要

の多いホテル誘致などが想定されるというふうに考えております。 

 いずれにしましても、これらの案を検討するに際しましては、Ａブロックの市民広場か

らＤブロックのコア機能まで、エリア全体で最大限の整備効果が高められるように、こう
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いった人流の性質も踏まえながら検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 今、それぞれの人流の性質をご説明いただきました。文化ホー

ルやアリーナなどは比較的、これは先日の特別委員会においても荒川議員よりご指摘され

ていましたが、比較的文化ホールやアリーナは週末の利用が多く、オフィスビルは平日利

用が多いのかなと、私もそのように認識しております。 

 そのように考えますと、この核、人流を生み出す核となる施設によって、関連する施設、

シナジーを生み出すために、相乗効果を生み出すために、関連する施設をどのようにして

いくのかということがやはり変わってくるというか、変わってこなければいけないように

思います。 

 今後、迅速に駅前の開発を進めていくためにも、まず、この核となる施設を何にするの

かということを決定する必要があろうかと思いますが、ご認識をお伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおりだと思っておりまして、早急に駅前の構想を固めて、市民のほうにそ

の核を、ちょっと言いづらいですけど、その３案をベースにしっかりと議論をしていかな

ければならないと思っております。 

 ただ、この核だけの議論をしても駄目でありまして、一定想定されるものというものも、

想定ではありますけども、例えば１案の文化ホールの改修であるならば、Ｂブロックはど

うなるのかというものも一定想定としてお示しする必要があると思っております。ただ、

ここは想定でありますので、市民の意見によってはここが変わる可能性ありますけども、

いずれにしましても、まず核を軸に据えまして、それに付随する想定されるというものも

お示ししながら、早急に市民の皆様とのご意見、また議会のほうにもご意見をいただきな

がら、絞り込みをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） アリーナも含めまして、この駅前の再開発に係るこの３案に関

しては、いまだにまだ知らないという市民の方も多くおられます。興味関心を持っておら

れる方も当然おられますが、まだまだ周知が図られていないように思います。 

 今後、市民を巻き込んで駅前づくりを進めていく必要がありますし、それは市長も含め、

執行部のほうからも周知いただく必要がありますし、議会は、私たちも協力しながら、ど
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ういう考えがいいのかを市民の意見を聞きながら進めたいと思っております。 

 そのことも含めまして、その中の１つでありますこのアリーナ構想。これは市長が追い

求めたい、市民とともに追い求めたい追いかけたい夢であるということを言われましたが、

成功すれば、非常に本市の未来が大きく広がる可能性があると思っております。 

 一方で、実際に成功するのか、また、既存施設はどうなるのかというご不安が一定ある

のだと、そういう不安の声があるんだろうと思います。 

 今、幼稚園に関しては、幼稚園のニーズが低いので、縮小するなり、縮小するもしくは

移転する等の検討が必要だろうと思いますけれども、それで一定、対応ができるのかなと

思います。 

 残りがコミセンであったり文化ホール、文化の機能、人が集まるコミセンであったりそ

の文化の機能をどうするのかということを、ご不安に思っておられる方がやはりいるのか

なと思いますが、今後、その構想を進めるに当たって、それらの不安をやはり払拭した形

で進めていただきたいと思いますが、ご認識をお伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、再質問にお答えいたします。 

 おっしゃるとおりでありまして、この３案の核だけを突っ走っても、他にも課題も多く

ありますので、これはやはりセットで考えていく必要があると思っておりますし、また、

そういった課題がクリアできないと、その案自体が成り立たないと思っておりますので、

当然、そこもクリアする形でお示しをしていきたいというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 冒頭に述べましたように、この駅前をどうするかということに

ついては、やはり十分な議論が必要であるとともに、やはり迅速に整備いただきたいとい

う市民の声も多く聞いています。 

 議論については、これまで野洲駅南口の整備構想が策定されており、そこでは市民の意

見が集約された形での構想が出来上がったものだと認識しています。そこから、前市長の

もとで改めて駅前に何を求めるのかということ、これを市のほうで集約いただいてという

ところまでは、そちらのほうに行っていると思いますので、今回この１年間、市長が市民

の皆さんとともに懇談して駅前のまちづくりも含めて、どのようなものがいいのかという

ことをじかに聞きながら進めてきた。そこまでは、大変重要なことをしておられたかと思

います。 
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 今後、迅速に進めるに当たって、この市長の駅前のパークモール構想というのは公約で

ありますので、しっかりと果たしていただく必要があります。このスケジュール感でしっ

かりと任期中に果たすことができるのか、そこをちょっと疑問に思っております。 

 例えば、社会実験も１年かけるのか２年かけるのか。あと、構想・計画策定においても、

構想は今年度中できるだけ早く、計画においてもできるだけ速やかに迅速に進めていただ

きたいと思いますが、その点についていかがお考えかお尋ねいたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、再質問にお答えします。 

 おっしゃるとおりだと思っておりまして、議論は大事でありますけども、いつまでも時

間をかけていては駄目だと思っております。基本的には私の任期の間に、しっかりと自分

の公約の部分に向けて、着実に進めているというようなことを市民の皆さんに実感してい

ただけるような、結果が求められているというふうに思っております。 

 一方で、例えば施設の整備につきましても、民間主導であったりとか、施設の改修とか

いうことになってくると、設計であったり工事、一定、物理的にかかる期間はこれはもう

しようがないと思うんですけども、しかしながら、この私の任期、残り３年ではあります

が、その中で進められる最大のことはしていきたいというふうに思っております。 

 特にＡブロックのパークモールにつきましては、これは一丁目一番地でもありますし、

特に大きな建物を建てるわけではありませんので、ここにつきましては特にこだわって、

進捗を早めて、目に見える形でお示しできるような、そんなスケジュールでできるように、

事務方にももうかなり無理を言いながら進めさせていただいているというような状況であ

ります。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 駅前、特にＡＢブロックの整備については、さきの市長選挙で

大きな争点となりました。３人候補がいて、駅前は売却せずに市民のために使うんだ、市

民のために利活用するんだという声が、それ以外の声よりも倍ほどの票を取っていたかと

私は認識しています。その点を踏まえた上でしっかりとスピード感を持って、市民との約

束を果たしていただきますようにお願いして、次の質問に移ります。 

 ３点目、部活動の地域展開についてです。 

 ２０２３年より、国の方針により、部活動の地域移行展開が進められております。そも

そも部活動の地域展開とは、これまで教員が中心となって担っていた部活動の指導や運営
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を、地域の団体、クラブや指導者が担う形へと移行することであります。 

 地域展開が推進される理由として、教員の長時間勤務が深刻化する中、部活動がその大

きな要因の１つとなっており、その負担を軽減・解消することや、少子化による単独校で

の存続が難しいことなどがその理由として上げられております。 

 これまでは改革推進期間として準備が進められてきましたが、来年度より、改革の実行

期間として予定されており、本市においても今年度よりコーディネーターが配置されるな

ど、地域展開に向けた動きが進められております。 

 この点に関しては、同じ会派の岩井議員も半年ほど前にご質問しておられたかと思いま

すが、そこからさらに進んだ形でご質問させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 部活動地域展開コーディネーターの人数、役割についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） では、益川議員の３点目、部活動の地域展開についての１つ目

の質問にお答えさせていただきます。 

 野洲市におきます部活動地域展開コーディネーターは２名配置いたしております。野洲

市内での部活動に関わる現状把握や実証事業の検討を行い、市教育委員会や関係機関及び

中学校や各種団体等と協議を重ね、今後の部活動の地域展開に向けての取り組みを進めて

いるところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） ありがとうございます。一定、役割についてご説明いただきま

したが、もう少し具体的に何かどのようなことを行ってきたのかということがあれば、お

願いできますか。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 益川議員の再質問にお答えさせていただきます。 

 まず、学校との関係というところですが、学校長への聞き取りであったり、あるいは顧

問の先生方との面談等していただいております。 

 また、その他の関係機関といたしまして、総合型地域スポーツクラブでの聞き取り、あ

るいは、県スポーツ協会・市スポーツ協会との懇談等を進めさせていただいているような

状況でございます。 
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 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） コーディネーターということで、中間、間を担うような役割を

していただいているんだと思います。 

 今後、さらにその役割というのは重要になってこようかと思いますので、引き続きご尽

力いただければと思います。 

 現在の部活動指導員の配置数についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） ２点目の質問にお答えします。 

 部活動指導員は現在５名配置がございまして、中主中学校に１名、野洲中学校に３名、

野洲北中学校１名。 

 以上でございます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） そもそも部活動指導員というのは、外部指導員と違って、学校

の教員がいなくても単独で指導ができたり引率ができたりということが可能になっている

と思います。ただ、それはそれぞれの学校で判断してくださいということでもありますの

で、本市においては今言ったように、単独で指導・引率がなされているのかお伺いいたし

ます。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 再質問にお答えいたします。 

 議員お見込みのとおり、単独での引率を可能としております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） ごめんなさい、質問があれでした。 

 運用において実際に、その部活動指導員の方は、例えば休日、試合があったりしますよ

ね。そういうところに顧問の先生や教員がつくことなく、部活動指導員のみで引率に行っ

ておられるのかお伺いします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 再々質問にお答えさせていただきます。 

 議員お見込みのとおりでございます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 
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○５番（益川教智議員） ありがとうございます。この部活動指導員に関しては予算がつ

いておりますので、その役割がしっかりと目的のとおり果たされているということが今確

認されたかと思います。 

 では、現在５名の配置数となっておりますが、この配置数は現在十分だと認識をしてお

られるのか、今後、より一層の拡大、配置数の増員が必要だと認識しておられるのかお伺

いします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 部活動指導員につきましては現在５名でございますが、今後、

地域展開をさせていただくに当たりましては、増員する必要があると考えてございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） ということは、現在はまだ不足であると認識しているというこ

とであろうかと思います。 

 今後、増員に当たっては、課題は何であるとお考えかお聞かせください。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 現在の課題でございますが、部活動指導につきましては、いわ

ゆる学校教育の関係者が知人だったりということで、周知の範囲が狭くなっている状況も

ございます。 

 今後につきましては、市内の各種団体等にもご協力いただいて、できるだけその人数確

保に努めてまいる必要があるかと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） この部活動指導員については、その実施要項の中で研修の受講

というものが定められているかと思います。 

 この研修は具体的にどのように実施されているのか、お伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 部活動指導員の研修でございますが、申し訳ございません、細

かな資料を持ち合わせておりません。 

 ただ、学校の中で、そういった研修等については、されていらっしゃるものと考えてご

ざいます。 
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 お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 先日、総合教育会議の中の議事録を読んでいますと、部活動指

導員ご自身も一定、認めておられるところでした。指導に専念してしまって、ちょっと熱

くなってしまったりというような記載があったかと思います。そのような点に関しても、

やはりしっかりと検証いただき、適切な指導を行っていただくようにお願いしたく思いま

す。 

 それでは、次の質問です。現在の外部指導員の人数についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 現在の部活動指導員以外の外部指導員に関しましては各中学校

長が配置をしておりまして、野洲市全体で１３名、野洲中学校に３名、野洲北中学校に１

０名でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 中主中学校には今おられないんですか。すみません、初めてこ

れは知りました。 

 では、次の質問に移ります。 

 部活動の改革推進期間と定められていた２０２３年度より現在までの、外部指導員の人

数の推移についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） では、４点目の質問にお答えします。 

 ２０２３年度の外部指導員が１６名、２０２４年度は、部活動指導員と外部指導員合わ

せまして１７名、２０２５年度は、部活動指導員と外部指導員合わせまして１８名でござ

います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 部活動指導員を除いた形でご説明いただけますか。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） では、お答えさせていただきます。 

 ２０２３年が先ほど申しましたように１６名、２０２４年は１３名、２０２５年では、
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同じく１３名となっております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 外部指導員も、それぞれ都合がつくところで指導に行っている

ということで、一定教員の負担軽減にはつながっているのかなということはありますが、

これまでの取り組みでは今の数字だけを聞いていますと、なかなか指導の担い手となる外

部の指導員が十分に確保されてこなかったように認識しているんですが、その点いかがお

考えですか。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 議員ご指摘のように、人数のお話をさせていただきますと、確

かに横ばいではございますので、これからも外部指導員の確保については進めていく必要

があると考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 先ほどの質問と関連しまして、部活動指導員の確保について、

周知の範囲が限られていたということでありますが、この外部指導員の方たちも、部活動

指導員となり得ると思うんです。そのあたりは外部指導員の方にアプローチをしているの

か、していないのか、お伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 

○教育部長（田中明美） 先ほども少しお話をさせていただきましたように、学校長が推

薦していただいて、部活動指導員については教育委員会で委嘱するという方式を取ってお

ります。その外部指導員から部活動指導員になっていただくに当たり、いろいろお声かけ

もしているような現状はあるそうなんですが、ただ、先ほど議員ご指摘のように、顧問不

在の中での単独引率であったり、そういった負担が大きいと感じられる方もいらっしゃる

というお話も聞いております。外部指導員が部活動指導員として有償で担っていただける

ようであれば、予算の範囲内ではありますが、委嘱させていただくことは可能かと思いま

すので、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 予算の範囲内でということがありましたが、その予算の課題と

いうものもあるというご認識でよろしいでしょうか。 

○議長（津村俊二） 田中教育部長。 
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○教育部長（田中明美） 予算と申し上げましたのは、確かに課題として捉えております。 

 この部活動の地域展開自体は、今まで教員であったりの熱意とかボランティア精神で支

えてきていただいた部分も大変多かろうと思います。それを地域の皆さん方で支えていた

だくように、地域展開という形で進めていくに当たっては、やはり何らかの報酬なり費用

面は必要になってくると国のほうも言っていますし、私どももそのように認識いたしてお

ります。 

 お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） これまで現在の部活動について、確認させていただきました。 

 では、今後、地域クラブが設立され、部活動に代わる受皿としてその活動の主体となる

ことが予定されています。設立に当たってはどのような流れになるのか、お答えをお願い

します。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） それでは、益川議員の５点目の質問についてお答えをいたします。 

 野洲市の取り組みとして、まずは部活動体制の見直しを進めていきます。野洲市内で１

つの拠点校方式の導入や活動時間の短縮、部活動指導員の増員等を計画しております。さ

らに、教育委員会と市長部局の文化スポーツ振興課を中心に、運営協議会を立ち上げる予

定をしております。また、野洲市が認定する地域クラブについては、運営協議会での協議

により決定することになります。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） その認定クラブというものについてなんですが、部活動、文化

部も運動部も含めて様々な部活動があるかと思います。これらは一斉に進めていくのか、

それとも順次、可能なところからクラブ化していくのか、その点についてお伺いいたしま

す。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 今の再質問についてお答えをさせていただきます。 

 可能な限りできるのであるならば、そこについては進めていきたいと思いますが、今回、

子どもたちにとってもといいますか、本当に部活動の大きな変革になることでもあります

ので、スポーツの面だけではなくて、もちろん文化の面も含めた中での改革ということに
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なりますので、より慎重にしながら進めていきたいということを思っております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） すいません。聞き方がちょっと悪かったです。 

 例えば、サッカー部であったり野球部であったり、文化だったらブラスバンド部であっ

たりそれぞれがあるかと思います。それらを一斉に地域クラブ化をするのか、地域クラブ

の中に入っていただくのか、それとも、準備ができたところから五月雨式に行っていくの

かということについて、もう一度ご回答お願いします。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 今のまた質問についてお答えさせていただきますが、先ほどちょ

っと申しましたけれども、五月雨という言い方がいいのか分からないんですけれども、準

備ができるというところからについては、もう随時進めていきたいなというふうにして思

っています。 

 全体的に一斉にということもあるんですけれども、ちょっとまだまだ今、途に就いたば

かりという状況でもありますので、そこを拙速にするのはどうかなというのもありますの

で、これからちょっと順序立てて、運営協議会の中でいろんな議論をしながら進めていき

たいというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） では、次の質問に移ります。 

 地域クラブにおける指導体制というものはどのようになるでしょうか。概要を教えてく

ださい。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） では、６点目のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 野洲市が認定をする地域クラブの指導体制の基準は、運営協議会の協議により定めるこ

とになります。現状で申し上げました。 

 以上でございます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 現状においてはそのようだということが言われましたが、では、

想定される指導体制というものはどのようなものがあるでしょうか。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 今もちょっと申しましたけれども、これからについては運営協議
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会というふうな中で、具体的なことも協議していこうと思っていますけれども、例えばそ

の指導体制の基準としましては、例えば２人以上の指導者、それから、事故等トラブルが

出てくると思いますので、そういったことに対応できる者も含めて３人以上の指導者とい

うものを１つの基準にしたいというふうに思っています。 

 また、運営協議会の中で具体的なことは話はしていくんですけれども、その主体となっ

ていく教育委員会の学務課と随時連絡をするとか、あるいは部活動をする中において、認

定の地域クラブの活動と、それから学校の開放というのもやっておりますので、その活動

については、学校開放までの時間でするとかいうふうなことを一定基準にしながら、進め

ていきたいなというふうに思っています。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 学校運営協議会によってそれぞれ決定されていくということで

ありますが、私の聞き逃しでしたら申し訳ないんですけれども、その学校運営協議会や部

活動の運営協議会にはどのような方々が参画されて進めていくのか、お答えをお願いいた

します。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 現在、その運営協議会の中において運営をしていくというふうな

方々なんですけども、これはまず学務課、文化スポーツ振興課、それから中学校の校長の

代表、あるいはスポーツ協会の代表等々、それぞれ活動いただいているようなところを受

皿にしながら考えていきたいなというふうに思っています。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） その運営に当たって、運営協議会の中で、その運営目線の主体

者、主体になる方がおられるかと思うんですけれども、実際に部活動する、クラブ活動に

なるのかな、地域クラブ活動する子どもたちの目線というものは絶対に必要だと思うんで

すけれども、そのような目線はどのような形で取り込む予定なのか、分かる範囲で教えて

ください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 子どもたちについては、それ以前の中に、例えば小学生に対して、

将来的にといいますか中学校に入ったらどういうふうな活動をしたいかというようなこと

はアンケートとしても求めますので、そういうところでもって、どういったことをこちら

のほうで準備をしなければならないのかというニーズを確認させてもらいます。 
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 それから、今も申しましたけども、運営協議会の中においては、その運営協議会をする

前に準備会というのをさせていただきます。そこには、市長も含めまして、私、それから

学務課、文化スポーツ振興課の面々にも集まっていただいて、その運営協議会というもの

をどのような形で進めていくのかというふうなことを議論させてもらいます。その中に、

例えば、やっぱり保護者の代表も必要だなというふうなことであるならば、その方々も入

れながら、走っていけれたらなというふうにも思っています。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 本当にまさにこれから進められていこうとしているところであ

ろうかと思いますので、当事者である子どもたちの意見もしっかりと聞き入れていただき

ながら、進めていただきたいと思います。 

 では、そのような指導体制の確保に向けて、課題を認識しておられるのであればお願い

いたします。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） それでは、７点目のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 野洲市が認定する地域クラブの指導体制の確保には、大きな課題が２点ございます。 

 １点目は、財源の確保です。認定地域クラブの指導員には、学校の教職員及び各種団体

の指導員等を想定しており、その方々への報酬費等に関わる財源をどのように整備してい

くかが大きな課題です。 

 ２点目は、指導員確保の問題です。持続可能な活動とするために、多くの方々にご協力

をお願いしたいというふうに考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 指導者の数の確保については、やはりこれまでも改革推進期間

の中で、外部指導員や部活指導員を確保しようとしてこられたと思いますけれども、まだ

まだ不足しているということであろうかと思います。今後、より一層のやはり周知が必要

かと思いますが、それは次の問い、最後の問いに関連しますので、そちらで改めてお伺い

します。 

 指導者の数の確保ということをおっしゃいましたが、同時にその質の確保というところ

も重要だと思います。これまで、教員が職務、業務ではありませんが、部活動として子ど

もたちの指導に当たってこられました。教員が顧問としてやっておられるということで、
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保護者の方も一定、安心して預けておられたかと思います。 

 ですが、それが地域クラブ化することによって、例えば今、教員の方のことを説明しま

したけれども、教員ですら盗撮であったり様々な性加害を子どもたちにしているというニ

ュースが報道されています。それが地域クラブに移行したときに、そこをどうやって子ど

もたちを守っていくのか、安心に部活動をやれる環境をつくっていくのか、そこの取り組

みは絶対に必要だと思いますが、認識をお伺いします。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 実は今、益川議員のほうがおっしゃっていただいたこと、僕これ

はこれからの地域展開の中において、最大の課題であるというふうに思っています。大変

申し訳ないんですけども、いろいろと教員におきましても問題がございまして、その辺の

ところについて、私自身はやっぱり部活動指導するとか、あるいは外部指導者も含めてで

すけれども、その辺のところはしっかりとやっていただけるというふうな認識はあるんで

すけれども、だから、そしたら、そういうふうなことでもって確保するのに、どなたでも

結構ですよというふうなことを、もちろんそうなのではあるんですけれども、一定やっぱ

りその辺のところについては、しっかりとした認識をお持ちの方というふうなことになろ

うかと思いますので、よりその指導員を確保するということにおいては、なかなか難しい

問題だというふうには認識しております。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 外部指導員について、今現在の外部指導員については、特に研

修なども受けておりませんし、それぞれのところでボランティアで活動していただいてる、

善意のもとで活動していただいているということであります。 

 今後、その地域クラブ化することによって、指導員のところで最初のところでフィルタ

ーをかけるのであれば、なかなか今度は量の確保が難しくなるし、量を確保しようとする

と、今度は質に関してという、ここのバランスが非常に難しい課題であろうかと思います。

その点はしっかりと留意しながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 次の質問に移ります。 

 ある調査によりますと、運動部にかかる年間の費用が約５万円、一方でスポーツクラブ

にかかる費用が約１６万円ということでありました。今後、部活動の地域展開による家庭

への経済的負担については、どのように認識しているかお伺いします。 
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○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） では、８点目のご質問についてお答えをいたします。 

 現在の部活動と比較したときに、一定の負担増はやむを得ないと考えますが、国の動向

も注意をしつつ、運営協議会での協議において検討していきたいというふうに思っており

ます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） ありがとうございます。国の示した方針によりますと、ご存じ

かと思いますが、受益者負担と公的負担のバランスを見ながらということであります。そ

の公的負担に関しては、国、県、そして市区町村でそれぞれ支え合うことが必要だねとい

うことが言われていますが、今回、地域移行、地域展開によって、メリットとしては地域

の方々と学校がつながる機会がある。地域の中に活力が生まれる。また、専門的な指導が

受けられるということ。うまくいけばということでありますが、なんですけれども、その

一方で、これまで部活動として、低廉な教員のボランティア精神のもとにおいてなされて

いたその指導、担保されていた部活動というものが、経済的負担がかかることによって子

どもたちが部活動を受けられないということになっては、これはもう本末転倒であると思

います。 

 この点に関しまして、これは財政のことですので市長にお伺いいたしますが、やはり若

い世代というのは子育て世帯も含まれると思いますが、この部活動が地域クラブ展開する

ことによって、今申したような懸念がないように、しっかりとした財政的な支援、予算配

分をしていただきたいと思いますけれども、その点、いかがお考えでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） この部活動の地域展開についてのご質問であります。 

 これに限らず、国の施策によってかなり地方は振り回されております。給食の無償化も

しかりですが、国の政策に伴う変動でありますので、まずはしっかりと国のほうで、地方

でもその方針に基づいて動けるような財源の担保、これは求めていきたいと思っています。

その上でとはいうものの、不完全になるというものは一定やむを得ないと思っております

ので、まず、何よりも、昨日の東郷議員のご質問にもございましたが、子どもたちが健や

かに、大人の理由によってやりたいことができないということがないように、最大限の配

慮をしていきたいというふうに思っているところであります。これは大きな方針でありま

す。 
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○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 子どもたちがしっかりとした部活動を受けられるように、体制

をつくっていただきたいと思います。それに関して８月終わり頃に京都市の松井市長が文

化庁に、財政支援、よりその財政支援を拡充してくださいということで、文化庁に要望さ

れたということがありました。報道されていました。 

 それこそ、こういうことこそ湖南４市、足をそろえて、国のほうに要望いただければと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 湖南４市の首長ともこの部活動の地域展開について議論をちょっと

まだしたことがございませんので、一定その辺、話をしながら、意見がまとまるようでし

たらそういうことも含めて検討したいというふうに思います。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 部活動の地域展開については、保護者においてこの認知度が４

割弱という調査結果があります。当事者である子どもたちはもちろん、部活動の受皿とな

る地域に対するより一層の周知が不可欠だと思いますが、いかがですか。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） それでは、９点目のご質問についてお答えをいたします。 

 市内の公立学校の管理職への周知を進めることができています。今後、実証事業を計画

しており、各校への説明、ホームページ掲載や動画配信等を行い、子どもたちや教職員及

び保護者の方、地域の方々への周知を進めていきたいと考えております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 益川議員。 

○５番（益川教智議員） 周知については、この前、部活動サッカーの子どもたち２０人

に聞いたところ、この部活動の地域移行展開について知っているのが５名でした。益川調

べなのであれですけれども、当事者である子どもたちがそれぐらいだということをご参考

までにご紹介させていただきます。 

 より一層の周知ということで、この外部指導員であったり部活動指導員であったり地域

移行・地域展開、より周知が必要だと思います。地域で支えるということについて、もう

一度最後にお考えをお伺いして、終わりたいと思います。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 
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○教育長（北脇泰久） 今ほど答弁させていただきましたけれども、この１２月から冬休

みの中にかけて、ホームページの掲載や動画配信等を考えております。特に、小学校６年

生あるいは中学校１年生になってきますので、各校のそれぞれの子どもたちはタブレット

も持っておりますので、そういったところでもってその動画を視聴するとかいうふうなこ

とも含めて周知をしていきたい。 

 そして、その後には市全体的に、先ほどちょっとありましたけども、ユーチューブあた

りで地域の方々にもそういう状況を知ってもらおうというふうなことで、配信を予定して

おります。 

○議長（津村俊二） 暫時休憩します。再開を午前１０時３５分とします。 

            （午前１０時１６分 休憩） 

            （午前１０時３５分 再開） 

○議長（津村俊二） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、通告第７号、第１６番、奥山文市郎議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 第１６番、創政会、奥山文市郎でございます。今回の一般

質問、２項目させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず、第１問目でございます。市街化調整区域での住宅等の開発につきまして、質問さ

せていただきます。 

 本市におきましては、現在、市街化率が１３％台であり、湖南４市の中ではかなり低い

水準であります。これは、本市の人口が５万人から伸び悩んでいる主因であることは明白

な事実であります。立地、自然環境、交通利便性などの優位性のあるポテンシャルがあり

ながらも、市の活性化を妨げている一因でもあります。野洲市に住みたくても適当な土地

がない。また、仮に優良な住宅地があっても、需要と供給のアンバランスから土地が高止

まりしているから買えないといった現状があると、多くの不動産業者からも聞き及んでお

ります。 

 一方、市街化を抑制すべき市街化調整区域、特に白地農地におきましては、耕作者の高

齢化や水利等の問題で耕作継続が困難になり、場合によっては耕作放棄田、また耕作放棄

畑となっているケースも市内では多く散見されます。その場合には雑草や雑木の繁茂によ

り地域美化や環境を損ね、空き家対策とともに地域の大きな課題となっています。このス

ライドでは、こうした未利用畑については、防草シートを張ったり、雑木が生い茂ってい

る畑、田んぼもあります。左側のこのような、隣が県道でして、本当にここが開発できた
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らという土地所有者からの要望も私はたくさん聞いております。 

 その土地所有者が望んでおられるのは、耕作以外の用途、つまり、住宅開発等が可能と

なるような付加価値を生む土地にすることであります。しかしながら、その道は法的に非

常に厳しく制限されており、ごく限られたケースしか実現できていないのが現状であると

思います。土地所有者が亡くなって、その次の代の相続者が権利を保有することになった

場合では、もっと深刻な状況になることは容易に想像することができます。 

 そこで、この市街化調整区域での開発につきましては、昨日の石川議員も質問があった

ように、新聞折り込みに何度も櫻本市長の住居取得の疑義に関する新聞記事が入ったこと

もあってか、多くの市民から私宛てに個人的な農地転用や開発の相談や、市長の疑義に関

する問い合わせがたくさんありました。開発許可につきましては、個別案件で事務処理が

通常かとは思いますが、今回、ルールや基準等を再確認させていただく意味合いも込めて、

次のとおり、何点か質問をさせていただきます。 

 まず、１点目でありますが、市街化調整区域内の白地農地において、住宅等の開発が可

能な場合は、農家等の土地所有者本人の住宅、あるいはその土地所有者の分家住宅である

と認識しておりますが、これでいいかお尋ねします。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） それでは、奥山議員の１問目のご質問についてお答えをさ

せていただきます。 

 市街化調整区域における住宅が可能な場合のパターンでございますけれども、大きくは

２つございまして、まず、１点目ですけれども、農業者が居住するための住宅でございま

す。農家住宅ですけれども、こちらにつきましては都市計画法の適用除外となりますので、

開発許可は不要でございます。 

 また、市街化調整区域において、農家住宅以外の開発可能な住宅の規定がございます。

これにつきましては、都市計画法第３４条の立地基準に該当するものになります。一般的

な住宅の立地基準といたしましては、第３４条の第１１号及び第１２号に規定をされてお

り、該当する住宅の開発や建築が可能になるものでございます。 

 第３４条の第１１号につきましては、野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関

する条例におきまして、区域を指定しております。その区域内でありましたら、属人的な

要件に関係なく、他に住宅を所有しておられず、住宅が必要な人でありましたら、自己居

住用の住宅の開発や建築などが可能になるものでございます。 
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 次に、第３４条の第１２号につきましては、４つの用途の住宅の立地基準を市が定めて

いるものでございます。 

 １つ目は、世帯の分家に伴います自己用住宅、２つ目は、借家からの転居に伴う自己用

住宅、３つ目は、収容移転に伴う自己用住宅、４つ目は、既存宅地における自己用住宅で

ございます。このうち４つ目の既存宅地における自己用住宅につきましては、先ほど申し

ました第１１号の立地基準と同様に、属人的な要件なしに、住宅が必要な人でありました

ら、住宅の建築などが可能な立地基準となっているものでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。ただいまのご答弁で、都計法第３

４条第１１号で、地区指定があれば、立地基準として属人主義ということで建てられると

いうことですけども、これは野洲市内のどこの集落でも建てられるものか。それとも、地

区指定、具体的にどういった地区が指定されているのかを再質問させていただきます。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 再質問にお答えをさせていただきます。 

 条例の規定によりまして、指定区域を定めておるものでございます。現在、指定をさせ

ていただいておるエリアでございますけれども、第１１号の指定エリア１１区域ございま

す。北比江と小比江、これで１つのエリアになりますけれども、乙窪、比留田、木部、虫

生、八夫、五条、安治、堤、井口、六条の１１エリアでございます。いずれも旧中主町の

エリアでございまして、旧町の際に指定をされたものを野洲市においても引継ぎをさせて

いただいているというものでございます。これが第１１号のエリアでございます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） そうしましたら、旧中主町の区域の集落については、今、

規定する第１１号の地区指定の集落であると。ほとんどの旧野洲町の集落については、こ

の該当がないから、この第３４条第１１号の規定による住居を建てられないという認識で

いいのでしょうか。お答えください。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） おっしゃるとおりでございまして、その他の要件としまし

ては第１２号の規定がございますので、その第１２号の規定に基づいて、これも第１２号

の（４）、４つ目の規定でございますけれども、既存宅地における自己用住宅というもの
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につきましては、属人的な要件なしに住宅が必要な人でありましたら、建築が可能な立地

基準というふうな規定をお使いいただいておる状況でございます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） それでは、次の質問に参ります。 

 法的に規定する農家等の分家についてですが、これは土地の所有者本人から何親等まで

が権利を有するものか。 

 また、同居か別居は関係ないものかお尋ねします。最初の質問しましたが、これも第３

４条第１２号の４つの用途での部分なのか、開発許可は要らない農家住宅、その部分も併

せて、我々は分家という概念がもう一つどこら辺の範疇なのか分からないので、詳しくご

説明ください。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 先ほどご答弁申し上げました２点の区分でございますけれ

ども、まず、１点目の農業者の方の分家、農家分家についてでございますけれども、こち

らにつきましては、農業者の基準に該当するかどうかでございます。農業者の基準に該当

する方でありましたら農家住宅が可能となりますので、都市計画法の適用除外として建築

等は可能なものでございます。この基準につきましては、農業委員会等でご確認いただけ

るものでございます。 

 また、先ほど申し上げました第１２号の１つ目の基準で、世帯の分家に伴います自己用

住宅でございますけれども、いわゆる農家住宅以外の分家住宅でございます。この要件に

つきましては、申請者は申請地周辺の市街化調整区域に１０年以上居住している者で、現

に居住している住宅を所有している者に限るという方と、同居または同居していた３親等

以内の親族である者に限るというふうに規定をしているものでございます。 

 もう少し簡単に申し上げますと、市街化調整区域で実家などの持家にお住まいの親の方、

これは１親等になりますけれども、祖父母は２親等、おじ・おばが３親等になりますので、

それらの方と、いずれかと一緒に暮らしていたことがある人でございます。もう少しかみ

砕いて言いますと、親から見れば子ども、子でありますし、祖父母から見ますと孫、お

じ・おばから見ますとおいやめいという形になります。 

 これらの方が一緒に暮らしていたことがあるという方については、実家の近くに新しく

家を建てることができるという基準でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 
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○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。 

 次の質問ですけども、仮に、現有の開発の権利を有する方が適切に開発申請を行い、市

の許可を得て住居を建てた場合、市としては、その後の現地確認、さらにはその後の住居

改変や権利移動、及び住居の賃貸等は行われていないかを確認することはないのか教えて

ください。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） ３点目のご質問にお答えをさせていただきます。開発許可

につきましては、開発許可後に土地の造成工事が行われまして、許可の内容に適合してい

るかどうかを確認するための完了検査を行っておるところでございます。 

 住宅が建築された後の現地確認を含めまして、その後に、どなたが居住しているかとい

う居住実態確認でありますとか、土地建物の権利関係の移動等の調査などは行っていない

ものでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 部長の答弁では、完了検査の後の実態調査等はしていない

ということかと思います。私が調べましたが、ＣｈａｔＧＰＴで、この都市計画法の趣旨

については、「国民は」とか「事業者は」基本的に法を守るといった日本固有の性善説を

基本としていると。しかし、中には性悪説という部分も取り込んで厳しい許可もされてい

るという項目がありました。 

 例えば、善意であれ悪意であれ、私が持っている白地農地を開発申請して家を建てて、

そして、それから第三者に転売、売却するといったことを市は承知というか、できない状

況にあるという認識でいいんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 申し上げましたとおり、居住実態の確認でありますとか、

権利関係の調査を行っておりませんので、実態としては把握し得ないということでござい

ます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 把握していないという状況ですけれども、仮に市民等から

通報等がありまして、そういう開発部局等に、問題があってこうした問題が発覚した場合、
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開発申請者とか、その二次的に住まれた転売者へのペナルティーとか行政指導等は、想定

しているのかどうか、お答えください。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） これは違反指導の観点でお答えをさせていただくことにな

るんですけれども、基本的に我々、取り組みをさせていただいておりますのが、集落の方

でありますとか自治会などから、周辺に迷惑がかかっている案件があって、この案件がお

隣の方にどういった状況であるのかというようなことも含めて通報いただいておる案件も

ございます。そうした場合についてはパトロールに行きまして、中身の確認をさせていた

だいて、場合によっては当該実施者の方に指導するというような違反指導の要綱がござい

ますので、それに従って対応しているというものでございますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、権利移動等を調べておりませんので、それを積極的に市が行っているとい

うようなことではございません。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 状況は分かりまして、フォローはやっていないという認識

をさせていただきました。 

 次の質問ですけれども、開発申請権利者が住居を建て、その後、何らかの理由により居

住困難となり、その家屋が空き家となった場合、その農家等の関係者以外の第三者がその

土地と建物を買収して居住することは可能ですか。 

 また、空き家となってからどれくらいの経過年数があれば居住できるのか、教えてくだ

さい。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） ４点目のご質問にお答えをさせていただきます。 

 分家住宅などの、属人性を伴います住宅の空き家である前提でお答えをさせていただき

たいと思います。 

 １点目のご質問の際にご説明申し上げました都市計画法第３４条第１１号・第１２号

（１）（２）（３）の立地基準の要件を満たす人でありましたら、許可取得の経過年数に関

係なく、用途変更の許可を新たに取得し、居住いただくことができるものでございます。 

 また、分家住宅などの立地基準の要件を満たさない人が、属人性を必要としない立地基

準の要件で用途変更しようとすると、当該住宅が建築されましてから１０年を経過すれば、
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これもまた、先ほど申し上げました第３４条の第１２号の（４）既存宅地における自己用

住宅の立地基準により、用途変更が可能になるものでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 再質問させていただきます。 

 ちょっと私もこの法については素人ですから、また、開発基準の専門家のプロの方に教

えてほしいんですけれども、単純に、今、都計法第３４条の第１１号、例外的に許可でき

る建築基準をうたっていると思うんですけども、１０年以上という概念が、私的には、開

発住居を建てる人が家を建てて、こういった時世ですから空き家になっていって、そした

らその第三者、全然関係ない市外からの方でもそのおうちに住めるといったのが、今の部

長がおっしゃった開発基準かと思うんですけども、そうでなくて、その既存集落に住んで

いれば、調整区域のところに家が建てられるのか、そこら辺の線引きというか、もう少し

ちょっと詳しくおっしゃってください。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 市街化調整区域の建築につきましては、個々具体の状況に

よりまして様々な事例がございますので、市がお答えする際、お電話でのお答えはなかな

かしづらい部分がございますので、まずは窓口に来ていただいて開発担当者と相談をさせ

ていただいて、その答えを聞いていただくというような手続を踏んでいただいております

ので、今先ほど来、申し上げておりますのが、条例の規定なりの基準の規定のみをご説明

させていただいておりますので、その基準に合致するかどうかというのが基準になるとい

うことでお答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） それでもう１回お尋ねしたいんですけども、その都計法第

３４条第１１項の中で、１０年以上云々もあるんですけども、既存集落区域といった項目

がありまして、これは先ほど初問でお答えくださいました、区域指定されているのはほぼ

もう旧の中主区域であるという認識をさせていただきました。 

 それで、そういった細かいケース・バイ・ケースの開発は許可は担当だと思うんですけ

ども、担当部の判断で許可を出されると思うんですけども、そのときの最終決裁権者は部

長ですか、お尋ねします。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 
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○都市建設部長（布施篤志） 決裁権者の関係ですけれども、開発許可に関しましては、

全て部長のほうで事務決裁権限をいただいておりますので、部長権限で許可をさせていた

だいているというものでございます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 次の質問に参ります。 

 スライドをお願いします。最近、太陽光発電するための農地を求むといった、この新聞

チラシが出ておりました。これは市街化調整区域においても設置が可能ですか。 

 また、その場合の農地法上及び都市計画法上の手続はどうなるのか教えてください。 

○議長（津村俊二） 西野農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（西野 智） それでは、奥山議員の５点目のご質問にお答えいた

します。 

 まず、初めに、私のほうから農地法に関するご質問についてお答えさせていただきます。 

 大規模太陽光発電設備の設置につきましては、市街化調整区域の農地であっても、関係

法令に基づき、必要な要件を満たす場合には設置することが可能となります。農地で実施

する場合には、まず、農地区分により当該農地の転用の可否を確認することが前提となり、

その上で、農地法に基づく所要の手続が必要となります。農地法第４条は、自ら農地を他

の用途へ転用する場合、また、同法の第５条につきましては、所有権移転や賃貸借と併せ

て他の用途へ転用する場合を対象としております。先ほどのスライドの写真でございます。

野立て太陽光発電につきましても、農地を農地以外の用途に転用するものでございますの

で、同様に、農地法第４条または、同法第５条の手続が必要となります。 

 また、先ほど見せていただきましたチラシでございます。チラシの掲載されているもの

につきましては、営農型太陽光発電というふうに見受けられます。先ほどのスライドの写

真とはタイプが異なるものでございます。営農型太陽光発電でございますが、これは営農

を継続しながら発電を行う事業であり、農地に簡易な構造で、かつ容易に撤去できる支柱

を設置し、農業機械などが効率的に利用できるよう、必要な作業空間を確保した位置に太

陽光発電設備を設置するものでございます。 

 手続につきましては、耕作が行えない部分、いわゆる支柱などの設置箇所につきまして

は、農地法第４条または同法第５条の一時転用許可を受けていただく必要がございます。

一時転用期間でございますが、３年以内でございますが、認定農業者など担い手が営農を

行う場合、また、遊休農地を活用する場合、また、農地区分の第２種農地、第３種農地で
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あります白地農地を活用する場合、このいずれかに該当する際には、１０年以内まで可能

となっております。 

 また、適切な営農を継続されることが前提であり、農作物の品質に著しい劣化が生じな

いこと、また、平均的な反収と比較して、おおむね２割以上の減収がないことなどの基準

がございます。 

 太陽光発電設備の設置に当たりましては、農業委員会の総会におきまして審査され、農

地転用許可を得ていただく必要がございます。転用に際しては、農作物の生産や周辺農地

への営農の影響、太陽光発電設備の確実性などを個別に審査いたします。必要な要件が整

っている場合には、事業を進めていただくことは可能となります。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 引き続きまして、都市建設部のほうからお答えをさせてい

ただきます。 

 太陽光発電に必要な発電設備などにつきましては、一般的な建築基準法の建築物に当た

らないことから、都市計画法第２９条の開発許可は不要となります。市街化調整区域を含

め、市街化区域においても都市計画法の手続は必要ないというものでございます。 

 なお、盛土などを行っていただく場合、造成工事を伴う場合ですけれども、太陽光発電

事業の整備を行う場合につきましては、野洲市開発行為等に関する指導要綱に基づく協議

をお願いしておるものでございます。 

 また、一定規模以上の太陽光発電設備を設置する場合につきましては、景観法に基づく

本市の景観条例によりまして、届出をいただく必要があるというものでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。整理すると、農地法上は転用許可

が要る。そして、都計法上には不要ということと理解いたしました。 

 それで、このチラシに書いてあります営農型太陽光発電なんですけども、これについて

は耕作地、耕作をしつつ、かつ、上に太陽光発電を設置するすごく合理的な方法での発電

なんですけども、もし把握していらっしゃいましたら、市内で何件あったのか教えてくだ

さい。 

○議長（津村俊二） 西野農業委員会事務局長。 
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○農業委員会事務局長（西野 智） 再質問にお答えいたします。 

 営農型太陽光発電でございます。市内には今、２件、営農型太陽発電で実施されている

ところがございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） それでは、今の営農型太陽光発電のことも含めまして次の

質問なんですけども、市として、空き地や農地などに大規模ソーラーとか、こういった営

農型太陽光発電の設置、そして、蓄電ステーションといった有効利用のチラシがあるんで

すけれども、こういった設置をすることは、市としては推奨しているのか。それと、ある

いは課題があると認識しているのか教えてください。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、奥山議員の６点目のご質問のほうにお答えさせ

ていただきます。 

 市のほうでは、環境基本計画の中で、カーボンニュートラル等の観点から、太陽光発電

をはじめとする再生可能エネルギーの推進は必要とこのように明記しているところでござ

います。 

 一方で、大規模ソーラーの設置につきましては、生態系の保全、また景観、住環境への

配慮等に加えまして、設置事業者等による周辺住民への説明及び周知が適切に行われてい

るかを慎重に検討した上で、事業者にて判断をされるべきと考えておりまして、設置の推

奨のほうは積極には行っていないというのが現状でございます。 

 参考となりますが、大規模ソーラー、いわゆるメガソーラーというものは、１メガワッ

ト以上の出力を持つ太陽光発電システムの呼称となってございます。設置については、大

体平均約２ヘクタールの敷地が必要と、このようにされているところでございます。 

 以上、ご答弁とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。市としては、環境面では再生可能

エネルギーとして有効ですけれども、様々な課題もあって、積極的には推奨していないと

いう認識でいいかと思います。 

 今回この質問をさせていただきましたけれども、本市には、厳格な調整区域での建築制

限があるということで、先ほど布施部長からもおっしゃいましたが、それについては、正
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しい、適正なる、規律あるまちづくりにしていただいているということについては、深く

感謝申し上げます。 

 しかし、人口を増やさない限り、市の活性化とか、安定的な財政運営は厳しい現実がこ

れからあると思います。 

 例えば、調整区域での白地農地で、３，０００平米以上あれば地区計画制度といった制

度が適用されますが、これも接道条件とか、調整池等々で大変ハードルが高い。これは私

も現に、現在、直面しております。しかるに、こうしたこれにかからないような小規模の

農地とか土地につきましては、柔軟に規制緩和をしてくださいまして、一定の秩序のもと

に、人口も増え、そして土地も有効利用でき、そして美化環境もよくなる。いわゆる三方

よしの開発行政をお願いしたいと。 

 加えまして、やはり市民にとって、正直者がばかを見ないような開発行政も併せてお願

いいたしまして、この質問を終わらせていただきます。 

 ２点目の質問に参りたいと思います。 

 理工系人材育成を目指した学校教育について質問させていただきます。 

 私が所属している会派は、本年７月に東京都にある都立産業技術高等専門学校、これは

私の友人が講師をしている学校ですけども、このところに視察に参りました。その高専で

は、卒後に就職された企業の即戦力となるような教育の実践指導をされており、令和１０

年に本市に開校される予定である滋賀高専の地元市としても、その取り組みは大いに参考

になりました。 

 我が国は、今日まで国民のたゆまぬ努力によって、ものづくり大国として戦後からの高

度成長期を支え、その技術は他国からも尊敬のまなざしで見られていました。現在の繁栄

があるのも、資源がない国がいかにして教育に力を入れ、工業社会で役立つ人材育成に、

先人から国の総力を挙げて努力されてこられたたまものではないかと思います。 

 昨今の人口減少、少子化により労働力不足となっても、今後、我が国が科学産業の技術

立国として成長し続けるためには、ＩＴや半導体、生成ＡＩ、ロボット、さらには他国の

技術ではまねができないような独自の技術に磨きをかけていくことは、大切であると思い

ます。 

 このスライドにありますとおり、文部科学省の方針にも、理工系人材育成が重要である

とうたわれております。このような高度なものづくり技術の基礎などを養うところの高等

実践教育を実施される滋賀高専が本市に開校されることは本当に喜ばしいことであり、未
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来に向かっての明るい教育展望が開けそうな気がします。さらには本市にある多くのＩＴ

や半導体等の先進企業とコラボすれば大きな相乗効果が生まれ、市の活性化にもつながる

ものと考えています。 

 そこで、高専進学志向のベースとなる理工系人材育成に関して、本市の教育の現状や取

り組みなどについて、何点か質問させていただきます。 

 まず、１問目ですが、現在の本市の小学校及び中学校での理科教育の実態について、具

体例があれば教えてください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） それでは、奥山議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 小学校においては、高学年を中心に一部教科担任制を実施し、今年度は全ての学校で理

科を専科指導教員が担当しています。これまでの学級担任と比較して、実験準備がしやす

く、より体験的でより深い学びにつながっていると思います。 

 中学校においては、従前より教科担任制ですので、理科教員が専門的な指導をしていま

す。先ほど、議員のほうも、文部科学省のホームページ、資料を提示いただきましたが、

今年はその中で、科学に興味を持った生徒の有志が、科学の甲子園ジュニア滋賀県大会に

出場し、優勝しました。今月、姫路で行われる全国大会に出場します。 

 なお、理科の授業時数は学習指導要領で小学校３年生の９０時間から中学校３年の１４

０時間まで学年ごとに定められており、その時間を標準として各校でカリキュラムを作成

し、実施しています。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。小学校、中学校共に理科教育に積

極的に取り組んでおられるということ。その中でも、中学校では科学の甲子園で優勝され

て、全国大会に行かれると。すごくめでたい、力を入れていらっしゃることかと、本当に

感謝いたしております。 

 再質問なんですけども、今の生成ＡＩが脚光を浴びまして、私も日々、ＣｈａｔＧＰＴ

を使って、これがなければ日常生活も送れないような状況ですけれども、学校現場でのこ

のＡＩ教育、ＡＩ活用といった分野の何かされているのか。ありましたら教えてください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） それでは、今の再質問についてお答えをします。 
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 学校の教員がＡＩを使いまして文書作成とか、あるいは教材準備等の仕事はできるとい

う環境にあります。それを活用もしております。 

 市でも夏休みに市の教育委員会が主催をしてＡＩ研修を行い、そして、活用の推進をさ

せていただいております。 

 子どもたちに対しても、ＡＩドリルというものがございます。この環境を最大限に生か

しながら、活用しているということでもあります。例えば、問題に対して間違えた問題が

あったときに、それを補強するための問題をＡＩが考えてくれます。その問題をすること

において、提示されたことができて、それも教員にも分かるようにというふうな仕組みが

タブレットの中にありますので、これを家にも例えば持ち帰って、先生からの指示によっ

てその学習をするとか、あるいは先生の指示だけではなくて、自分で勉強するとかいうふ

うなこともできるというふうになっております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） 今、教育長の答弁では、ＡＩに関しても、このお子さんた

ちにそれを活用しているような、具体的に取り組んでいらっしゃるということですけども、

私の持論につきましては、やはり子ども時代においては、極論を言えば、ＡＩがあれば、

ある意味先生も要らないかなという部分はあるんですけども、やはり学校教育では、ＡＩ

というのは功と罪があって、罪の部分については、やはり自分で調べる、分からんことは。

すぐにダイレクトにＡＩに聞くんじゃなくて、まずは、学校図書館司書もいらっしゃいま

すし、自分の力でネットなり本を読んで、聞いて、自分なりの答えを出して、そして、そ

れとＡＩも活用しながら、正しいこと。その中間にいらっしゃるのが学校の先生だと思う

んですけれども、そういう使い分けについて、学校現場のほうで正しくお子さんたちにご

指導されているのか、もし、分かりましたら教えてください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 今、奥山議員がおっしゃったところはそのとおりだというふうに

思いますので、使ったらいいというものではないということで、功と罪があるということ

ではあるんですけれども、どちらかといいますと、今の子どもたちも、私たちもそうかも

わかりませんけども、すぐに答えを求めたがるという傾向があるかなと思います。だから、

そこのところに、一旦は自分で考えて、そのことについて、例えばＡＩはどうなのかなと

いうふうなことを確認する作業であるとかいうふうなことは、普段の授業の中でも、そう
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いうふうなことで、何か分からなかったら国語辞書で調べるとか、あるいは図書館へ行っ

て調べるとかいうふうなことを、普段の授業の中でも活用するような機会を設けるという

ことも１つ大きいかなというふうに思います。 

 ただ、先ほどもちょっと言わせていただきましたが、ＡＩの活用というのにおいても、

教員によってもかなり活用状況に個人差があるということでもありますので、学校として

そのＡＩというものをどういうふうな形で利用するのかというようなことは、やはり共通

認識をしておかなければならないというふうに思います。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） そしたら、次の質問に行きます。 

 中学校段階において具体的な将来の職業選択につながるような授業とか、進路指導など

は行っていらっしゃいますか。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） では、２点目のご質問についてお答えをします。 

 野洲市内の学校では、キャリア教育を進めています。 

 例えば、小学校低学年ではお手伝いをしたり、係活動をしたりして働くことの大切さを

学ぶとともに、身の回りの人の役割に気づいたり、感謝したりします。 

 小学校中学年では、社会科と関連して地域の様々な職業について調べたり、見学をした

りします。 

 小学校高学年では、具体的に本物の職業人に出会い、仕事に対する思いややりがいを聞

き、将来の夢を広げるドリームプロジェクトをしたりしています。 

 中学校では、職場体験で実際にその職業を体験したり、企業訪問をしていろいろな分野

の話を聞いたりしています。こうした一連の学習によって職業に対するイメージを持ち、

将来の生き方や職業選択のための力をつけたりしています。 

 進路指導では、このような学習で得た自分の思いや希望を基に、将来の職業選択を見据

えてどのような選択肢があるか、保護者も参加して３者懇談の形で進めています。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。中学校では、積極的に将来の職業

選択につながるような取り組みをされている。特に高専に、地元の中学校から地元の高専

に進学する場合については、もう中学校段階で、保護者も含めて、もう職業選択をしてい
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かなくてはならないということですので、そういった本市特有のコースもできたというと

ころで、より積極的にこの部分については注力して取り組みしていただきたいと思います。 

 次の質問ですけれども、市内にあるＩＴや半導体企業等への工場見学や、学校への学習

講師派遣などを実施し、生徒がその分野に興味を持ったり、就業イメージを抱かせるよう

な事業展開はされていないか、教えてください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） それでは、３点目のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 工場見学や出前授業は、それぞれの教科のカリキュラムの中で導入や発展などの位置づ

けで実施をしています。 

 市内小学校では、学年の学習内容に応じて、市内外の工場へ直接出向くことがあります。

また、市内や県内の企業が学校に来て学習する出前授業も実施しています。 

 市内中学校では、２年生で職場体験を実施し、一部の生徒ですが、工場に関連した体験

をしています。 

 また、北野小学校では、京セラの役員の方に学校運営協議会の委員になっていただき、

地域の企業も巻き込んだ学校づくりを進めています。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。様々なカリキュラムとか出前授業、

市外の工場にもいらっしゃっている。 

 特に私が今、教育長の答弁で思ったんですけども、ややもすると、私らの世界もそうな

んですけども、先生方も公務員という思考があるんですけれども、そうした京セラさんの

ような民間企業で働いていらっしゃる方の考え方とちょっと違うんです。そういう方たち

にも教育現場に入っていただいて、こういった考え方もあるよと、そういうことは非常に

重要かと思いますので、継続して取り組んでいただきたいと思います。 

 最後の質問ですけれども、令和１０年開校の県立高専に向け、本市の中学校から１人で

も多くの生徒が地元進学できるような、理工系教育に特化した特徴ある取り組みや、進路

指導の強化等は考えていないか、お答えください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） ４点目のご質問についてお答えをさせていただきます。 

 人が豊かで幸せを感じる人生を送るためには、人生の岐路でよりよい選択をしていくこ

とが大切です。中でも進路の選択は非常に重要なものです。 
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 子どもたちの興味は様々であり、ものづくりが好きで、近くに高等専門学校ができるこ

とに期待を寄せている子どももいるでしょう。人前で話したり歌ったりすることが好きな

子どももいるでしょう。スポーツを極めるために、クラブチームで頑張っている子どもも

いるでしょう。文学が好きで本をたくさん読みあさっている子どももいるでしょう。 

 義務教育段階では、子ども一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、その上で、興味や関

心に合わせた選択ができる能力をつけていかなければなりません。 

 現在、市内の小中学校では学習指導要領に準拠したカリキュラムを編成し、子どもたち

の基礎的能力を養う教育を行っています。何かに特化する場合は、教育特区の指定を受け

るなどして特別なカリキュラムを編成することになります。そこまでの取り組みはありま

せんが、各校の教育課程の中身にはそれぞれの特色があります。 

 例えば、県立高専ができる学区の北野小学校では、向かいの京セラとの連携を深めた取

り組みをしています。人工関節やソーラーパネル、振り子などの最先端の技術を理科の授

業の延長として出前授業で学んでいます。 

 また、村田製作所のロボットを使った出前授業は、随分前から多くの小学校で毎年実施

しています。 

 さらに、高等専門学校開設準備室では、今年から県内全ての小学校で出前授業を実施さ

れていますが、地元野洲市だけは特別に、昨年度から６年生を対象に授業をしていただき

ました。 

 これからもこのような取り組みを継続し、子どもたちの興味や適性に合った進路指導に

つなげていきたいと思います。各校の特色ある教育課程の推進によって、県立高等専門学

校も多くの子どもたちの選択肢の１つとなるよう取り組んでいきたいと思います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございます。今の力強い教育長の言葉では、小

学校、中学校の段階で生きる力をつけるために様々な選択肢があるよと。その中でも、高

専を見据えて、北野小学校とか等で、そういうロボットとか、そういう子どもたちが触れ

る機会をつくっていただく。それについては本当に感謝しますので、継続してお取り組み、

お願いしたいと思います。 

 そして１問だけ、スライド、再質問させていただきたいと思います。 

 この文部科学省が作ったスライドの中で、ＰＩＳＡ学力テストの下に、日本の教員は、
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主体的な学びを引き出す自信が低いというところで、批判的思考、勉強ができると自信を

持たせる、関心を示さない生徒に動機づけ、学習の価値を見いだす手助けがという項目で、

日本については、参加国平均の４分の１ぐらいしかないんです。 

 これについてどういうことに教育の世界がなっているかという疑問があって、加えまし

て、私が最近読んだ本で、「崩壊する日本の公教育」といった本があって、教育長は読ま

れたかどうか分かりませんけれども、その中でもやはり、学校現場で先生の置かれている

働き方改革等についてすごく厳しい状況で、交渉と実動部隊が別やというところで、従来

あった指導体制がちょっと崩壊しているといったことも書かれてあったんですけども、子

どもの成長についてはやはり先生は重要ですので、そこら辺、こういった数値が出ている、

分析も含めて、もし、教育長の知見があれば教えてください。 

○議長（津村俊二） 北脇教育長。 

○教育長（北脇泰久） 今、奥山議員のほうからお尋ねいただいたことでございますけど

も、もうあくまでも私見ということにはなってしまうかもわかりませんが、国のほうでも、

文部科学省のほうの学習指導要領というのがありまして、その中には、主体的で対話的で

深い学びというのがございます。 

 随分前より、小学校においても、主体的な学びを意識したというふうな授業は展開をさ

れてきたというふうには思います。また、中学校においても、ひょっとするとやっぱりこ

の受験というその制度が、それが大きな弊害になって、どっちかといいますと、それを勝

ち抜くためにテストで点数を取ることに力が入っていたのかもわかりません。そういった

とこら辺は、社会全体で変えていかなければならないというふうには思いますが、もう一

つは先生なんですけども、今なかなか先生の成り手が少なくなったとかいうふうなことで

もって、大量に今現在、若い先生方も増えている。これもひょっとすると一因なのかなと

いう思いもしています。 

 この日本とそれから他の国々との数字の乖離というのを見させていただくと、その根本

たるところは、やはり大きくは日本人の価値観あたりのところが影響しているのかなとい

う思いもしています。 

 なかなか、お尋ねいただいたところにぴたっと来るということはないんですけれども、

今言わせてもらったようなところがひょっとすると大きなことなのかなとも思いますし、

先日来も子どもたち、小学校６年生、中学３年生で学力・学習状況調査というものがある

んですが、その中に子どもたちにいくつか学習状況調査ということで、質問する項目があ
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ります。その質問した項目に対して、「強くそう思う」とかいうふうな肯定するような答

えというのが、割と返ってくるのが少ないです。「どちらかというとそう思う」とか、「ど

ちらかというとそう思わない」とかいうふうなことで、あまりその子どもたちにとっては、

そういう面では発表する機会であるとか、それから話し合う機会とかいうふうなものが、

あまりないのかなということも思っていますし、現にその調査結果からもそんな話し合う

機会がなかったとか、発表する機会がなかったとかいうふうなことが出ていました。これ

は何かと言うたら、結局、自分の考えを出すという機会がなかったということかなと思い

ますので、先ほどちょっとお尋ねをいただいたこととも併せまして、やはりこれからにつ

いては、すぐに答えを出すのではなくて、しっかりと子どもたちに考えさせる、言うたら

時間をしっかり与えるということも、そしてまた、隣の人とか、あるいは班の中で話合い

をするとか、それを最終的に自分たちの班の思いであるというようなことで発表するとか

いうふうなことを、体験的にもこれは増やしていくというふうな授業を展開する必要はあ

るのかなというふうにして思っています。 

 そのことだけで、すぐに主体的にといいますか、そういったことに先生らも引き出すよ

うなことにはならないのかもわかりませんが、一方でそういう中で、やはりしっかりと自

信をつけるということが大事かなというふうにも思わせていただきました。 

 あくまでも私見でございますけども、そういう思いを持っています。 

○議長（津村俊二） 奥山議員。 

○１６番（奥山文市郎議員） ありがとうございました。今、教育長の申されたことにつ

いては、この本の中にも書いていましたので、今後、共に情報交換をしながら、よりよい

教育の発展を目指して進めてまいりたいと思います。 

 最近、今年のノーベル賞の科学と医学の部門で、日本人２人の方が受賞されました。こ

うした基礎科学も含めて、学校教育でしっかりと理工系教育をはじめとした子どもの生き

る力をちゃんと育ててやってほしいと思います。我が国の成長と、そして、子どもの未来

のためにも、本市の公教育をしっかりとしてくださいまして、この野洲市が若い人に選ば

れる教育のまち、そして高専があって、それを核として反映するまち、そういったベース

をやはり学校現場でつくっていただきたいと思います。 

 私の冒頭申し上げました東京の高専の友人も、滋賀県、特に野洲市についてはすごくい

いところだと。それはやはり交通の利便性もいいし、水もいいし、環境もいいし、際限も

ない。工場とか企業には一番のもってこいの適地であるということもおっしゃっていまし
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たし、そういうポテンシャルがあるので、そういったことで多分、企業も優良企業もある

と思いますし、近郊に京阪神があって、通える高専として立地したと思うんですけども、

そういうことを十分に生かしながら、この野洲のまちづくり、教育の向上についてつなげ

ていきたいと思いますので、どうかまた、よろしくお願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（津村俊二） 次に、通告第８号、第１４番、田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） では、第１４番、未来共創、田中陽介です。それでは、これ

から一般質問を始めさせていただきます。 

 まず、初めに、次年度予算を見据え、財政とまちづくりを問うということで、質問をさ

せていただきます。 

 財政のために政治をするわけではないというのは、櫻本市長がよく口にされる言葉で、

まさにそのとおりであると私も思います。しかしながら、行政の現場、それから市民団体

との間で交わされる対話、そして、この議会においても、この財政難とか、財政が厳しい、

行財政改革といった言葉が頻繁に飛び交います。この財政難というのは一体何を示して、

この行財政改革はどこへ向かうのか。これらを明らかにすることが、これからの野洲のま

ちづくりのあり方や対話を建設的なものにすることにつながると思いますので、これを問

うていきたいと思います。 

 そこで、令和７年度の中期財政見通しや、地方財政ダッシュボード等の様々なデータと

今後のまちづくりを踏まえ、これからの櫻本市政のまちづくりと、それに伴う健全な行財

政運営を健全というのは一体何なのかということを、お話ししていきたいなというふうに

思っております。 

 まず、１つ目に、財政を語るときによく取り上げられるのが財政調整基金という言葉で

す。これは議会でも度々出てきますが、地方公共団体が様々な用途に使える、もしくは緊

急時に使うために備えている貯金のようなものでありますが、これを中期財政見通しにお

いては基準額を１５億円、目標額を２０億円ということで設定しております。前議会の決

算を踏まえると２０億を超える額に到達するものでありますが、これは一定、目標を達成

して健全状態になったということが言えるのかをお伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、田中議員からの、次世代予算を見据え、財政とまちづく

りを問う。 
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 １つ目のご質問で、財政調整基金の目標を達成したと言えるかどうかというご質問につ

いてお答えをさせていただきます。 

 令和６年度決算におきまして、財政調整基金の基金残高は２３億円を超えており、また、

本定例会における令和７年１２月補正予算提案後の基金残高は２３億５，０００万円以上

となっております。令和７年３月作成の中期財政見通しにおきましては、財政調整基金の

安定保有規模想定額を２０億円程度とお示ししております。また、行財政改革効果目標と

して、令和８年度末、基金残高を１５億円以上保有することを同じ表内でお示しをしてお

ります。 

 現時点で、この令和８年度末の行財政改革効果目標の１５億円は、一定達成する見込み

だということでございます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ２３億円を超えて目標値は達成したと、ある意味言えるとは

思うんですけど、先ほどちょっと最後、付け加えた部分を再質問しますが、これで財政健

全化ができたというふうにお考えでしょうか、お伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再質問にお答えいたします。 

 この財政健全化の定義、非常に難しいところではありますが、私が行財政改革の担当さ

せていただいたときにも何度かご説明いたしましたが、目標の１５億円というもの、この

数字の持つ、数字自体の持つ意味はあまりないということも説明させていただきました。

その当時、ご説明させていただいておりますのは、この基金を維持すると。そこにポイン

トがございまして、できるだけこの収入の範囲内で支出をやっていこうと。こういった心

がけ、財政運営の大きな方針、これに基づいて進めていこうということで、この基金をで

きるだけ触らない、残すという形で財政運営をすることが財政の基本ですということを当

時申し上げて、目標値の数字を、当時、行革プランをつくるその直前の決算が、たしか１

５億円だったと思います。これを維持するような財政運営をしましょうということで数字

をつくらせていただいたということになっております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 数字ではないということで、しっかり備えておくということ

で、これによるいろんな影響というのは、次の質問からまた話していけたらと思います。 

 次に行きます。財政調整基金は緊急性の使用という基本で、先ほど櫻本市長もおっしゃ
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ったように、これをできるだけ取り崩さずに、取り崩したとしても決算の際に剰余金を戻

すことで、一定その額をキープしていけるような状態というのが理想なのかなというふう

に私も思います。 

 ただ、このものは、令和７年の中期財政見通しでは令和９年、１０年、１１年に基金を

取り崩す。かなりの額を取り崩すことが想定されているが、これはどういう想定かを伺い

ます。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、田中議員の２点目のご質問につきまして、お答

えのほうさせていただきます。 

 財政調整基金につきましては、年度間の財源の不均衡を調整するための基金でございま

して、緊急的な財政出動や、あるいは臨時的な事業への取り組みなどに活用できる自由度

の高い基金でございますので、中期財政見通しにおきましては、各年度の収支額を算出い

たしまして、公共施設等整備基金などを充当した後に、それでも不足する場合に財政調整

基金を取り崩す想定とさせていただいているところでございます。 

 なお、令和９年、１０年、１１年におきましては、歳入では、普通交付税を抑制資産と

している点があったこと、そして、歳出におきましては、全ての経費が増嵩としていく点

と、それと、投資的経費におきまして、大きなもので申し上げますと、野洲川ＭＩＺＢＥ

ステーションの整備事業や、あるいは北野小学校の大規模改修工事を見込んでおりまして、

差引きで不足が生じる試算となっていることから、財政調整基金を取り崩す見通しとした

ものでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今、説明ありましたように、令和９、１０、１１で減ってい

るのはＭＩＺＢＥステーションへの恐らく６億、真水でいうと６億ちょっとですかね。７

億弱の投資であったり、小学校、中学校等の増改修ということなんですけれども、これで、

こういうことに対して財政調整基金が結局、この見通しでは１１年度には１３億まで減っ

ていくというのは、これはあり方として認められるというか、目標として立てているのに、

これは納得できている目標なんでしょうか、市長。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 
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 当時、令和２年度決算ベースで行革の検討を私させていただきました。令和３年度のこ

とです。このときと今の現状は全然違っておりまして、全ての物品費が高騰する。事業費

も建設費も高騰すると。また、人勧等によりまして、人件費も大きく急増しているという

状況で、かなり前提も異なっております。 

 そういった意味で、通常のその当時考えていた行革の動きでは、とても追いつかないだ

けの支出が出ているという、扶助費の増嵩もそうですけども、いう実態もあります。ある

意味、大分前提も変わっておりますので、なかなかこの１５億円なり財調を崩さないとい

う運営が難しいというもの、これはもう一定認めざるを得ないというふうに思っておりま

す。 

 行革の取り組みは引き続き続けますけども、ただ数字としては、どうしてももう固定的

に要るもの、人件費の話はしましたけども、ここはもう行革云々言っていられませんので、

きちっと人件費は支払わなければならないというところもありますし、扶助費の増嵩もそ

うであります。ここは、納得できるできないにかかわらず、どうしても支出せざるを得な

いというところ、これでこういう影響になっているのではないかなと思っています。 

 また、このＭＩＺＢＥステーションあるいは北野小学校の大規模改修、これも行革の動

きで停滞させるわけにはいきませんので、ここも一定切り詰めながらではあるんですけど

も、進めさせていただいております。それらをどうしても必要な部分を支出した結果、こ

うならざるを得ないというところで、私としては、もうこれはやむを得ないのかなという

ふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） この点において、私は少し疑問を持つところがありまして、

例えばＭＩＺＢＥステーションにしても、学校にしてもそうなんですけれども、これは債

権をはることができると思うんです。財政調整基金を取り崩すというのは、かなりの額を

一括で払うということが前提になっているのかなというのが、頭金だけではないと思うん

です。そこの考え方というのは、どういうふうに考えておられるか教えてください。これ

は財政でもいいです。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、田中議員の再質問についてお答えをさせていた

だきます。 

 まず、お答えをさせていただいたとおり、投資的経費において大きなものという形でＭ
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ＩＺＢＥステーション等々言わせていただいたんですけれども、その前段としまして、先

ほど市長のほうが申し上げたとおり、全ての経費が増嵩しているというところもございま

す。そういったところで、財政調整基金の取り崩しというところについては、影響があっ

たというところでございます。 

 先ほどのご質問の中からしますと、もちろん施設の整備については、公共施設等整備基

金を活用する、あるいは、地方債を活用していくというような形を踏まえつつ、その中で、

財政調整基金の取り崩しというような形にはなってくるというようなところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） そこの考え方なんですけれども、例えばＭＩＺＢＥステーシ

ョン、今回、６億、７億弱程度の見込みが債務負担行為で出てきておりますけれども、こ

れもＭＩＺＢＥがこれから恐らく二、三十年、市民の皆さんと一緒に使っていく施設であ

るならば、やはりこれは使用者負担といいますか、使う人たちが負担していくという、こ

れは僕は議会に入らせてもらってから、原則として皆さんに教えていただいたことなんで

すけれども、やっぱり使う人が払っていく。今もらったもので、今あるもので、今までの

人たちのものを使って、次のものをつくるというよりかは、次、使っていく人たちが負担

をしていくというのが本来の行政の施設とか整備の原則だと私は思うんですけれども、と

なると、もちろん将来負担比率は上がるんですけれども、そこは根本的なその本質的な部

分では、将来は負担する人が負担していくという原則だと思うんですが、その考え方、野

洲市の財政支出においてどういうふうに考えられているのかお伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、お答えいたします。 

 それゆえに、地方債を発行いたしまして、後年度負担も含めて、世代間の公平を図って

いるというものでありますけども、ただ、地方債も制度的に全額充当はできないものがほ

とんどでありまして、例えば７５％充当、あるいは９０％充当というものがあります。こ

れは国からの補助金、県からの支出金も除いた上での額での話になりますけども、この部

分でどうしても充て切れない部分は一般財源で負担ということでありまして、今回の財政

調整基金が減っているのも、そこはあくまで一般財源の負担の部分で減っているというこ

とでありまして、これはちょっとどうしようもない部分であります。これも各その年度年

度で同じことが起こっていますので、そういう意味では公平なのかなというふうに、トー
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タルで見て公平なのかというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 分かりました。では、基本的には起債がはれて、充当率の限

界までは起債をはって、将来で負担していくという原則で動くということでよろしいです

か。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えします。 

 まさに今おっしゃってくださったとおりで、今の世代で後年度全部負担は難しいのでと

いうこともありますし、また、基金の限りもありますので、地方債というような制度をし

っかりと使わせていただいて運用していくということは間違いございません。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） なぜ、これを言うかというと、やっぱり使っていく人が責任

を持って議論に参加しないと、今あるお金でできるから建てちゃったらいいやというよう

な考え方では、後年度にもう本当に資産にならないというか、お荷物が残ってしまうと非

常に困ると。みんなが使って価値があると思えるものであればつくってもいいし、価値が

ないものをわざわざつくっちゃいけないという観点から今言っているということをお願い

します。 

 また、３点目。公共施設の整備が必要と今いろいろある中で、公共施設等整備基金はず

っと積み立てられたままで減っていないということなんですけれども、これが一体どうい

うことなのか教えてください。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、３点目のご質問につきまして、お答えをさせて

いただきます。 

 公共施設等整備基金の積立てにつきましては、後年度の施設改修の備えとして積立ての

ほうをさせていただいているところでございます。 

 これも具体的な１例を挙げますと、令和１２年度から着手予定をさせていただいており

ます現クリーンセンターの基幹改良事業と、それと学校施設の長寿命化として取り組む予

定の中主中学校の大規模改修工事の財源として充当をさせていただく想定をしているとこ

ろでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 
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○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） では、この基金も１２年までは順調にたまっているけれども、

１１年、１２年にはクリーンセンターの頭金とか中主中学校の頭金で減りますよという想

定で今動いていますということですね。分かりました。 

 それでは、次に行きます。 

 ４点目ですけれども、今年度の予算要望の段階では、約２８０億円の要求がありました。

実際に、初年度のスタートは２６０億程度の予算でスタートしております。この要求のう

ち、いわゆる投資的経費に当たるものと、義務費とか扶助費とかの経常経費に当たるもの

の額をそれぞれ伺います。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、田中議員の４点目のご質問につきまして、お答

えをさせていただきます。 

 令和７年度当初予算要求につきましては約２８０億円でございましたけれども、投資的

経費につきましては、普通建設事業の工事などを示すものといたしまして、要求額で見て

みますと約３２億円で、それを除く部分を経常経費といいますと、約２４８億円となると

ころでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） これは要求時ですけれども、実際に２６０億の中で、この割

合を教えてください。割合というか額、実際の予算の中の投資的経費と経常経費の額を教

えてください。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） 再質問にお答えをさせていただきます。 

 それぞれ削減した割合額ということでよろしいでしょうか。そうしましたら、まず投資

的経費につきましては１１．２億円になろうかと思います。経常的経費、先ほどご質問等

の定義で言います経常的経費で言いますと、８．７億円というような形になるわけでござ

います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今お答えいただいたように、各担当課が経常経費、要は削れ
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ないこれは経費ですよと言って出してきたもののうち、要は８．７億円を削っているとい

うのが現状ということです。そうしたことをいろいろ積み重ねて、財政調整基金とかいろ

んな基金を積んできたということになるわけですけれども、この考え方なんですが、この

カットが、本当に必要なものを精査して、要らないものをカットしてスリム化していく中

で生まれてきたものなのか、それとも、担当課ないし市民が身を切って、血を流しながら

痛みを感じながら、これはお金を生み出してきたものなのかということは、どのように認

識されているのかお伺いします。 

○議長（津村俊二） 井狩政策調整部長。 

○政策調整部長（井狩昭彦） それでは、再質問についてお答えをさせていただきます。 

 財政のほうを預かっております私、政策調整部といたしましては、今の査定も含めまし

て、全体のところを確認させていただいた中からしますと、事業運営に必要な費用として

は、予算措置のほうはさせていただいているところというふうには認識をさせていただい

ているところでございます。 

 今の経常経費につきましては、それぞれ大きいもの等々を、例えば、ふるさと納税の経

費に係る部分も一部削減をさせていただいたり、あるいは、民生費に係る扶助費であった

り、会計年度任用職員の部分であったり、当該７年度におきます予算としては、まだ確定

といいますか、計画的には不十分であるというところにつきまして、削減のほうを査定の

ほうさせていただいたというところでございまして、冒頭に申し上げた、一定の事業運営

に必要な費用については、予算計上はさせていただいているというふうには思っていると

ころでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） であれば、今おっしゃっていることがそうであれば、非常に

スリムで効率的な組織になっているということなんですけれども、実際、我々も議員とし

ていろんな担当課の職員さんとかとお話しさせていただいていたら、結局出てくるのは、

経費を削られたからできていない、必要なお金が回ってきていないということが言われま

す。これがやっぱり現場から出てきている。 

 実際に、例えば教育の分野においても、我々、ＰＴＡとかもやっていますと、やっぱり

例えば子どもたちの本当に必要な物も買えないような状況ですと。これが、要は学校とか

教育部局、それぞれの部局内の優先順位のつけ方が間違っているのか、それとも財政がも
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う無茶を敷いているのかというのが、そこのコミュニケーションが本当に取れていれば、

そういう言葉は出てこないのかなというふうに思っています。 

 そのあたりをどのように調整していくのかという部分が、次の質問なんです。中期財政

見通しにおいては、経常的な視点で業務や施設の現状把握と課題整理を的確に行い、市民

のため、まちのために必要な事業として改善やスクラップ・アンド・ビルドを念頭に、と

あるが、これはいつどこで、誰がどのように進めていくんですかということなんですが、

お伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、５つ目のご質問であります。 

 改善再構築はいつ、どこで、誰が、どのように進めていくのかというところでございま

すが、これにつきまして、基本的な考え方をお話しさせていただきたいと思います。 

 まず、経営的な視点で改善再構築をすることにつきましては、各課の職員一人ひとりか

ら、担当課での組織的積み上げや取り組みが基本になるというふうに考えております。そ

ういった観点でいきますと、例えば、いつということにつきましては、常日頃の業務にお

いてということになりますし、また、どこでということでは、各現場でということになり

ます。また、誰がということにつきましては、職員一人ひとりがということになります。

どのように進めていくのかということにつきましては、日常業務の中での気づき、改良、

改善を図っていくことが基本になってくるというふうに考えております。 

 そして、総合的にマネジメントしていくということに関しましては、政策調整部が中心

となりまして進捗の確認、それから軌道修正を原課に投げかけ、行財政改革の取り組み等、

着実に進めていくものというふうに考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） おっしゃるとおりというか、それができれば多分こうなって

いないだろうというような感じはありまして、担当課の皆さんも、すごく人数も絞られて

いる中で日頃の業務が多いという中で、多忙な中でこういう改革的なことをどうやって時

勢も含めてやっていくかって非常に難しいと思います。最後マネジメントとおっしゃいま

したけれども、そこやと思うんです。それが全庁的に浸透。じゃあ、今、浸透していると

いうふうにお考えかお伺いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 
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 行財政改革を始める前までは、野洲市の財政の編成は基本的に１件査定方式といいまし

て、各課が必要だと認識したものを全て財政課に要求すると、こういった形式でありまし

た。それはある意味、全てのものが俎上に上がるという意味で、いい面もあるわけですが、

ただ、優先順位であったりとか、どうしても必要なのかというようなところを自ら精査す

るというところが弱かったと思っていまして、結局それが財政の判断で全て決まってしま

うということ。しかも、それも現場を知り切らない財政がどうしても判断しなきゃならな

い、こういった弊害もあったというふうに思っております。 

 そこで、枠予算ということで、直近の予算の状況を見て枠、それぞれを部局ごとの枠を

つくらせていただきました。この枠予算の中で、各部局優先的な順位をつけて、その中で

優先順位をつけるということであります。この優先順位づけも、どうしても必要な固定的

な経費、これは真っ先に必要になると思いますし、その以外の部分につきましては、緊急

性、必要性そういったもので各課のほう、各部のほうでまとめていくという形になってい

ます。恐らく予算がないからそこまで手が回らないというものは、この枠を超えている部

分になってくるというふうに思っています。 

 この枠予算も、当然そこに収まらない突発的な事業があったりとかしますので、そこは

サマーレビューという形で夏に聞き取りをしておりまして、これはもう通常の枠とは別に

それは必要かどうかということも考慮しながら、その枠予算に上乗せする形で措置をさせ

ていただいているというふうに思っております。 

 ただ、そこの各担当課のほうで手が回らない、予算が回らないというものは、やはり枠

に収まらないという部分になっておりますので、課題となってくるのはその枠が適切かど

うか。ここは課題になってくるのかなというふうに思っておりますが、いずれにしまして

も、そういう制度を通じまして、各部局のほうは優先順位づけ、予算には限りがあるとい

うことは制度的に担保し、理解をしていただいているというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ただ、中期財政見通しの中でも、枠予算というのは本当に効

果があるのかというような文言が、中期財政見通し、どこかの資料の中で、についてどう

かというような話があったんですけれども、それについては、どのようにお考えでしょう

か。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 
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 ちょっとその表現が、財政当局が書いているのか、各担当部局で書いているのか、ちょ

っとそこによっても大分変わるとは思うんですけども、ただ、先ほどのご質問でもお答え

しましたけども、様々な物件費が高騰しておりますので、やはりその枠の中で収まらない。

いわゆる同じことをしても収まらなくなって、切らざるを得ない。こういった状況が出つ

つありますということもありますので、やはり行財政改革が始まってもうはや４年、５年

になりますけども、やはりこの枠のあり方というものもちょっと考えていかないと、同じ

ことをしようと思ってもどうしても全てが上がっていますので、できない。これは公共事

業も同じなんですけど、そういった事態がかなり行革以降、急速に進んでおりますので、

その辺の見直しは一定必要かなというふうには考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） まさにおっしゃるとおりで、全てが上がっているので今まで

どおりではいけないということはそうだと思います。だからこそ、まず、マネジメントの

中で、どこに注力していくかという部分だと思うんですが、次の部分に行きます。 

○議長（津村俊二） 暫時休憩します。再開を午後１時１０分といたします。 

            （午後０時０４分 休憩） 

            （午後１時１０分 再開） 

○議長（津村俊二） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） それでは、午前中に引き続き、昼からの質問を再開させてい

ただきます。 

 午前中において、財政のいろんな考え方を質問してきまして、次６番目に移りたいと思

います。 

 経営的な視点でいろんな改善再構築を行っていくことを政策調整部とマネジメントして

いくということでしたが、市長が打ち出している「若い世代から選ばれるまち」、「高齢者

にも安心・安全」、「市民・民間の力を最大限に生かす」。そして、その基にあるこの野洲

市の総合計画。そうしたものを読み解くと、結局、全て網羅されております。もう全ての

ことが。もともと資源がやはり少ない中で、やっぱり全てを均等に振り分けるということ

は実質不可能であります。市民福祉の本当のライフライン、命や尊厳に関わる部分は、も

うこれは絶対守らなければいけない。でも、それ以外のプラスアルファについては、やは

り選択と集中が必要であると考えるが、どのようにお考えでしょう。 
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○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、６点目のご質問にお答えいたします。 

 議員がおっしゃるとおり、選択と集中が必要であるというふうに考えております。限ら

れた財源の中、本市の特徴を踏まえた上で事業を選択し、取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今も限られた財源という言葉があったんですけれども、これ

が、財政が厳しいとかいうところの根本になっていくのかなと思いますが、先ほどからの

流れでもありますが、この限られた財源というのは、もうこれはもうずっと一緒だと思う

んです、昔から。すごくお金があって、使い道が何に使おうかという時代も、野洲町のと

きですかね、あったというのは聞きましたが、でも、少なくとも近年はそうではないと。

というと、もうないのはもう当たり前として、それがもう通常。もう、あるという状態に

なるということは恐らくないだろうと。よっぽど何かが変わらない限りは、大幅にどんと

収入があることもあり得ないし、逆に言うと下がるということも、そんなにないとは思う

んですが、その中で意識として、財政難とか財政が厳しいという意識というよりも、それ

が当たり前というふうに考えて、それがノーマルであると。その中で何をやっていくかと

いう話をしないといけないと思うんですが、この選択集中の健全な状態というのは、櫻本

市政においてはどういう、何が健全で、選択集中、何をもって選択集中していくかという

部分を教えてください。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 最初の質問でもお答えしましたとおり、健全って非常に難しいとい

うふうに思っておりますが、一言言えるとするならば、将来にわたってこの財政運営が持

続できるかどうかという部分は非常に重要だと思っております。この将来もまたどこに置

くか、非常に難しいところではありますが、少なくとも単年度に財政出動が集中いたしま

して、例えば２年後、３年後に予算が組めない。これは健全ではないというふうには思っ

ておりますので、一定、その時々に必要な支出、大きな支出をしても、その翌年度、その

翌々年度等にきちっと予算が組めるということ、これは抑えながら運用していく必要があ

るというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 
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○１４番（田中陽介議員） 財政運営がしっかり続けていけるということだということが

ありましたが、続けていく中で、次行きますけれども、任期３年でいろいろ集中選択して

いくと。それを続けていくことを目的に判断して、続けていけるというのが明確な目標。

続けていけるように指示をしていくということのように今は聞こえるんですが、そういう

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 続けていくこと、これは財政運営の１つの目線でありまして、それとはまた別に、今、

必要なことをしっかりとやるということ。これが重要でありますし、さらに申し上げます

と、将来にわたって、将来に向けて必要なこと、投資等はそうなんですけども、そういっ

たこともしっかりやっていく必要があるということであります。ですので、現状の課題を

解決するために必要なこと、また、将来に向かって必要なこと、ここへの投資、かつ、そ

れをしてもまだ持続できるようなその辺の非常に難しいバランスが財政運営には求められ

ますので、その辺の３つのある意味背反するような部分を、ときには現状に重点を置いた

予算、あるいは時には将来に重点を置いた予算、こういったものも織り交ぜながら、中長

期的に見てきちっと投資、そして将来に向けた蓄え、こういったものが図られる。非常に

難しくはありますけども、そういった財政運営を心がけていく必要があるというふうに考

えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今、市長がおっしゃったように、非常に多様な要素があると

いうか、何とでも言えると言えば何とでも言える話なんです。ですからこそ、この任期と

いうか、この市政運営の中で、何が必要で何を続けるのか。これを明確にしていかないと、

多分、配分ができないと思うんです。 

 この何が必要、何を続けるという部分をお答えください。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） ちょっと抽象的な話をすると非常に複雑になってくるんですけども、

少し分かりやすく言いますと、少なくとも今、私のさせていただいているこの任期におき

まして、すべきことは施政方針の中で位置づけをさせていただいております。私がこの就

任したタイミングで、駅前の開発というようなタイミングがめぐってきております。この

駅前をしっかりとしたものにすることによって、この野洲市の将来にも大きな影響を与え
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ますので、まずはこれをしっかりとして進めるということ。このタイミングにありますの

で、ここを重視して進めているということもあって、市議会でも熱い議論が今あるという

ふうに思っております。 

 この他にも私が就任したタイミングでＭＩＺＢＥステーション。これも重要な施設であ

りまして、これについてもしっかりとやっていこうということ。あるいは、高齢者対策も

重要でありまして、高齢者の移動手段の事業、少し規模は小さくなりますけれども、こう

いったものも今やっておかなければ、将来にとって大きな課題になるということで取り組

みをさせていただいております。 

 また、これも先日来、話題が上がっておりますけども、子どもたちの教育環境の整備。

これも、これまでできていなかった部分を就任後、ＡＬＴ、学校司書、また、小中学校の

トイレ、これもさせていただきました。こういった形で、今、たちまちやらなければなら

ないこと、将来に向けても今やらなければならないこと、これを優先してさせていただい

ておりますし、その辺は施政方針にも示させていただいているというふうなことでござい

ます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今おっしゃったような、何が必要、何を続けるというところ

がきちんと原課に具体的に下りていないと、結局、施策として、今までやっていたことの

踏襲が変わらないというか、ということになってしまうと思います。だから、そこのマネ

ジメントをするのが、本来は市長直轄の政策調整部であったり、そういった部分だと考え

ます。そこのマネジメントが弱いと、結局、全体に市長の考えが下りていかないというこ

とになると思いますが、現状、そこが、市長の感覚です、これはもちろん言いにくい部分

もあるとは思うんですけれども、しっかりとそれが実現できているというふうに思われて

いるんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 まず、何よりもやはりトップがしっかりとした方針を示すことが重要であるというふう

に思っています。まず、これが第１であります。施政方針で示しておりますし、また、事

あるごとに、私はもうまちづくりの方針も繰り返し伝え、そして重要な事業についても

様々なメッセージを送っております。一番分かりやすいところで言いますと、まずやはり

予算、人事、組織。これは一番、市長のメッセージとして大きなものでありまして、予算
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も厚めにそこに充てる。あるいは新しい組織をつくる。人事も、それに伴って配置をする。

こういったことを通じまして、しっかりと組織に対して私は方針を示しているところであ

ります。 

 これを受けまして、政策調整部のほうで、市長のこの指示というものがどれだけ進捗が

図られているのかというものを、これは毎月とかそういうことではありませんけども、年

間何回か、きちっと担当部局のヒアリングの場をつくってくれて、進捗管理をしてくれて

いるというふうに思っております。 

 また、さらに、この進捗を厳しくきつく監視するのかというところまでは、どこまでで

きているのかというのは人によって違うところはあるんですけども、一定、各部局も私の

この方針をもとに動いてくれているというふうに認識をしております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） では、そうやって今おっしゃった、結構できているという話

なんですけれども、ある意味で、もうこれができているとなると、もう完了しちゃってい

るということになるというか、これは後での話でもいろいろ出てくるかと思うんですけど、

行政の無病性みたいなもので、なかなか議会答弁においてできていませんという話を聞い

たことがないんですけど、やっぱりもっとこれが必要だとか、もっとこういうことをして

いかないといけないということが、当局から出てきてもいいのになというのは非常に僕は

いつも思うんですよ。それができていないことは別に悪いことではなくて、ちゃんと課題

を把握して認識しているということがあって、でも、本当にできているのかというのを、

もうここでできていると言っちゃうと、もう何かそれ以上言いようがないというかという

ところがあるので、何かそのマインドというか、もうここで市長ができていると言ったら、

もうみんなこれでいいんやと思っちゃうんですよ。ほんまにできていると思っていらっし

ゃいますか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えします。 

 先ほど少し言いましたけども、できているというものが、どこまでできているのかとい

うのもありまして、これが完璧だとは思っていません。もっと、できれば私としましては、

駅前の話でも言いましたけれども、できるだけ進捗を早めて、また、各部局が有機的に動

いてとか、そういったことをやりたいという思いはありますけども、なかなかこれまでそ

ういう形で進めてこなかった組織というものを一気に変えるというのは、難しいと思って
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います。私はもうこの１年で、全て自分の指示を出したとおり組織が動くという風には思

ってはいません。しかし、様々なやり取りを通じて、時間とともに少しずつできていくと

いうふうに思っておりますので、今、一生懸命やってくれているとは思いますけども、来

年、再来年さらにこの組織的な機能、また、政策調整部の政策調整機能、これは上がって

いくということを考えながら、今としては、それに向けて努力してくれているというよう

な評価をさせていただいております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今上がっていくということを見越してすぐにはできないとい

うことだったんですけれども、そこを上げていくために、今行われていることであったり、

現状、そこのマネジメントに対してコミュニケーション、担当部局にまだできていないと

自分が思っていることをしっかりとコミュニケーションを取っていくことというのは、十

分な時間を取れているでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えします。 

 これはもう正直に申し上げまして、なかなか正直なところ申し上げて、私も公務、庁外

での公務も多いという状況もございますので、私がやりたいと、やるべきだということで

施政方針でも掲げさせていただいた政策にどれだけ時間をかけられているかというと、か

なり限界があるのも確かでありまして、そこは指示を出したから、当然やってくれている

だろうというところも正直あります。もう少し時間をかけて、しっかり進捗管理も含めて

やっていきたいところではあるんですけども、その中でどうやって効率的に関わっていく

のかということは私自身の課題でもありますので、市長としての業務、これをできるだけ

効率化して、この政策推進という部分に対して、もう少し私もコミット、コミットといい

ますか、自分自身の部分であるんですけども、しっかりとその中での関わりというものも

つくっていくということは、私自身の課題として抱いておるところであります。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） まさにそこかなと思います。いろいろ市民から要望があった

ら、いろいろ行かなければいけない、地域に出ないといけないというのも確かに分かるん

ですけれども、やはり内部、市役所の中にいかに自分の理念とかを共感してもらえるか、

そこが非常に大切だと思います。 

 そういった意味で、次に行きたいんですけれども、行政改革、財政改革に必要なのは、
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経費を削るというだけではなくて、価値を生み出すというところにあると思います。市長

も市民・民間の力を最大限生かすというふうに書かれていますけれども、体裁や前例とか

ではなくて、いかに工夫して、効果を最大化するという目的ベースでいかにできるか。そ

のマインドをいかに伝えられるかということだと思います。いろんな人が市中にはいます

ので、そういった個人や事業者、そういった方といかにつながるか。これは、市長もそう

ですし、担当課の皆さんもそうだと思います。そういうところにしっかり出ていく、つな

がっていくということをしていけるような人材をつくっていかないといけない。そうする

と、この行政自身も感受性をしっかり高めないといけないと思いますけれども、市長の考

えはいかがでしょう。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、８点目のご質問についてお答えさせていただきます。 

 まちづくりにおきまして、これまでの行政主体のやり方を柔軟な考え方で見直すととも

に、市民や民間の力を最大限に生かすことが、私も重要であると考えております。 

 また、市政運営を進めるに当たりましては、議員のおっしゃるような潜在的な財産、こ

れを敏感に捉えて意識をより一層高めていく必要があるというふうに考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） まさにおっしゃるとおりなんですけれども、同じ思いだとは

思うんですが、それをしていこうとすると、さっき言ったようにやっぱり内部の幹部職員

であったり、その上長がしっかりとそういう意識を持って、若い職員がちまたに出られる

ようにしっかり、しっかりというか、ちまたに出られるような仕組みをやっぱりつくって

いかないといけないですし、そういったことが奨励されるような権限移譲も含めてやって

いかないといけないと思うんですが、そうなるマネジメントを具体的にどういうふうにし

ていこうというふうに思っていらっしゃいますか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 非常に難しい話かなというふうに思いますけども、一人ひとりの職

員の働き方の部分にはなりますので、なかなか直接私のほうが指示は出せないというふう

に思ってはおりますが、少なくとも、各職員はそれぞれ市役所で最低やらなければならな

い仕事を抱えておりまして、これをどう効率化するかによって外にも出やすく、物理的に

時間を捻出することができると思っております。 

 １つ方法としては、やはり業務の効率化ということでＤＸの推進、これは業務時間をぐ
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っと圧縮できるという部分もありますので、そこで外に出る時間をまず物理的に確保する

ということが大事だと思っておりますし、また、これは財政的な観点からでもあるんです

が、できるだけアウトソーシングしながら、できるだけ職員でしかできないような仕事に

集中するとか、あるいは地域に入るということは、なかなか外注ということよりも職員が

やったほうが望ましいと思いますので、そういった環境整備をまず市として、組織として

やっていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。 

 また、そういった外に出ていってという部分も、しっかりと評価をしてあげるというよ

うな環境の雰囲気といいますか、それもしていかなければならないというふうに思ってお

ります。 

 なかなか手前みそではありますけども、私自ら先頭に立ちまして現場に行って、いろん

な声を聞いています。そういった姿も見てもらいながら、市民の皆様も、職員が市民の皆

さんの声を市長と同じように聞こうというようなマインドが醸成されるように、今後は持

っていきたいというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） まさに、その環境整備をしないといけないわけです。環境整

備をどのようにしていくのか、誰がやっていくのかというのを、今、市長は自分が先頭に

立つことでなっていくんじゃないかという話だったんですけれども、それを具体的に整備

していく動きというのは、これは政策調整部が整備していく。全体を調整しながら整備し

ていくというそういう職務なんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 政策調整部は、どちらかというと政策の横の調整という部分がメイ

ンになってきますので、職員の一人ひとりの働き方という意味で言えば、どちらかという

と総務部になるとは思うんですけども、ただ、これは総務部の所管とか政策調整部の所管

とかいうことではなくて、全体としてそういうマインドというものをつくっていく。環境

整備も含めて、必要ではないかなと思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ちょっとそこは僕ちょっと何か違和感があって、例えば部活

動の地域移行の話もそうなんですけれども、ちょっと飛び火して申し訳ないですけど、同

じように課題があったときに、それを誰がやっていくのかというのは、全員やらないとい

けないのは分かるんですけど、音頭をやっぱり取っていくところというのが必要で、そこ
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がやっぱり責任と権限を持ってやっていかないと、何かふわっとみんなやらなあかんなと

思っていても進まないと思うんです。実際、進んでいないと思うんですが、そこに課題点

というのは、市長、感じていらっしゃらないんですか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） そうですね。これもまた新しい課題として捉えたときに、どこが主

導的にやっていくのかというところが課題になってきます。大抵、一旦どこの部局にも属

さないものは、確かに政策調整部で一旦は整理をして、また、その内容によってしかるべ

き部局に渡すということがありますので、もし、新しいそういう動きでしたら、例えば政

策調整部で一旦検討して、人の働き方ということになると総務部になってくると思います

けども、まず政策調整部で一旦受けて、関係部局と一緒になって検討していくということ

に、流れとしてはなるんじゃないかなというふうに思っております。 

 ただ、これに限らず、本当に特にどこの部局がということになってくるとなかなかあれ

ですので、全体の幹部の会議とかいう形で、みんなで議論をするということも１つ必要で

はないかなというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 幹部の会議とかもそうですし、今おっしゃった政策調整部の

横串の機能をいかに高めていけるかが、本当に重要だと思います。非常に難しい仕事です

し、大変な仕事だと思うんですけれども、それがある意味、市長直結の部局の仕事だと思

いますので、そこをしっかりやっていただくというのが、どういう形でやっているかとい

うのもやっぱり見えてこないといけないと思うんです。市民に対しても、それが説明でき

ないといけませんし、そういったことを踏まえてしっかり説明できるだけの、今こういう

ことをやって、こういうふうに進めていますと、内部の組織改革もこういう形を目指して、

こうなっていますというのをぱっと出てくるような形にできたら、できたらというか、し

ていかないと多分、本当に進んでいかないと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 具体的に何か案件があってのご質問なのかちょっとよく分からない

んですけども、できるだけ今申し上げましたとおり、何か新しい課題があったときには、

どのようなプロセスを経て、政策を組織に落とし込むのかというもの、このルールといい

ますか、流れというものは確認していく必要があるというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 
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○１４番（田中陽介議員） 少なくとも今の議論、対話の中で、私にはちょっとどういう

ふうに改革を進めていけるのかという具体的なイメージがなかなか湧かなかったので、そ

こはちょっと気をつけていただきたいというふうに思います。 

 ９点目です。 

 次に、やっぱり先ほどから言っているように、限りがある財政というのは確かなことで

ありまして、これをいかに国とか、有利な補助金であったりとかを活用していくかという

のは非常に重要でございます。ここで上げているのは、地域おこし協力隊や人材ネット、

プロジェクトマネジャーとか、総務省とか内閣府は、多様な地方財政とか地方分権を見て、

メニューを用意しています。このメニューを野洲市はどれぐらい活用しているのか、これ

らの制度の活用事例を伺います。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、９点目のご質問であります。 

 議員が今回ご提示いただきました、この総務省の提供する制度でありますけども、これ

はそれぞれ我々としましても承知はしておりますが、これまでのところ、いずれも活用は

できていないというような状況でございました。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 活用できていないということで、その次に行きますけれども、

かけたコストに対して効果を発揮する、工夫によってやる価値をつくる、それは結局人な

んです。これら内閣府とかが用意している制度は、主に人をどのように地方に送り出すか

ということなんですけれども、これを使っていないというのは、制度があるのに使ってい

ない、使えていないというのは、潜在的にすごい損失になっていると考えますが、その点

いかが考えられますでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 それぞれ制度、よしあしといいますか、当然いいことばかりではありませんし、また、

気をつけなければならないのは、やはりこういう制度というものを使うことが目的になっ

てはいけませんので、こういった場面、こういった課題に対してはこの制度がふさわしい

というものがあります。そこの見極めが重要だと思っております。 

 仮に、こういう制度があるにもかかわらず利用していなかったということが、これまで

もあったということであるならば、ぜひそこは活用すべきだったと思っております。この
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辺もぜひ含めて、今後、点検をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） では、なぜこれ使えなかったと市長は思いますか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 私が就任をした以前の部分の話になるとは思うんですけども、それぞれ課題がある制度

であるというふうに思っています。そこをどうしても行政としては、リスクのほうを重視

する部分がありますので、そこのリスクのコストという部分を重要視し過ぎたのではない

かなというふうに思っています。ただ、何をするに当たってもリスクはあるものでありま

して、そこをどう捉えるのかというところ、これがこれまではどうしても慎重にし過ぎて

いたのではないかなというふうに思っております。 

 実は、私としましては、こういう外部人材を登用しようというものに対してはかなりポ

ジティブ、前向きに捉えておりまして、就任してからぜひこういったものをこういう課題

に対しては使ってみたいということで、現在も調査研究をさせていただいておりまして、

この活用に向けて、これも手段を目的化してはいけないんですが、ぜひこの分野でこれを

使いたいというのもありますので、それを活用に向けて、今、検討させていただいている

という状況をご報告したいというふうに思います。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 今おっしゃったように、いろんなリスクが当然存在します。

これは多分どんな車とか、包丁とかでも一緒で、手を切るおそれもありますし、車は人を

ひくおそれもありますけれども、それをコントロールして、うまく扱えるようになるから、

それが有意義に使えるわけであります。ですので、これを使えないということは、やっぱ

り内部の力がそこまで充実できていないということなのかなというふうに。これをうまく

使って、市民に利益を持ってくるという発想ができなかったということだと思いますので、

今、市長がおっしゃったように、リスクを取ってそういったところを、まず内部をしっか

り勉強するというか、その制度を使うための勉強をするという、そこにも、ちなみに内閣

府も、こうした総務省は勉強のためにもお金出しているんですよ。人を何回か呼んでレク

チャーするとか、そういったことを積極的に取り入れていこうというお考えはありますか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 
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 今回、田中議員からご提示いただいたいろんな制度がありますけども、これ以外にも、

国のそういった制度、人材派遣を活用しようとした部分も実はありまして、それが広がら

なかったという部分もあるんですが、検討はずっとしておるわけであります。これをぜひ

とも、そういった制度を積極的にまず使って、いい面を特に重要視してトライするという

ことにしていきたいなと思っております。 

 これも、本日の益川議員の質問の中でも言いましたけども、なかなか新しいことをする

に当たって、障壁が非常に、私の感覚では、野洲市役所は非常に高いと思っておりますの

で、まず、そこを打ち破ろうということでユーチューブ動画も作らせていただきました。

これは賛否両論あるんですけど、あえて作らせていただきました。こういった外部人材の

活用についても恐らくリスクもありますので、いろんな意見が出るかもしれませんけども、

そこはできるだけ新しいことをする、トライをしてみると。失敗をしてもそれは１つの次

の投資だというふうに考えられるような形で、私自身が各職員に対しての、背中を押せる

ようにさせていただきたいなというふうに考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ぜひやっていただきたい。そして、その障壁を打ち破る、仲

間じゃないですけれども、それをやっていくやっぱり組織というか、その役割を担う人材

も必要になってくると思いますので、それも併せて、これはほっといてもなかなか破れな

いと思います。それをやろうと思うと、やっぱりそれが人事を持っている市長の強みだと

思いますので、しっかりそこはつくっていただけたらと思いますが、いかがでしょう。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 今のこの組織体制が不十分というふうには思っておりませんので、

それぞれしっかりと役割を果たしてくれていると思いますが、ただ、先ほどから申し上げ

ていますとおり、そのリスクの考え方、取り方ということで、そこはリスクは一番負うの

は私だと思っておりますので、それぞれの職員の背中を押せるように、しっかりと私とし

ては職員の管理という意味でやっていきたいと、このように思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 最後に、このコストに対して効果を発揮するという意味で、

この制度を工夫しないといけないというこの流れで、内閣府で、ＰＦＳという制度があり

ますよね、ペイ・フォー・サクセス。要は、成果型の行政のいろんな委託の方法であると

か、そういったことというのは、この野洲市において今取り組まれたり、取り組もうとさ



 －179－ 

れたりといったことはあるんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 ちょっと調査しておりませんので、過去やったかどうかは正確にはお答えできませんが、

私の知る限りでは、実績はないのではないかなというふうに思っています。 

 私も一度、行革のときにその手法は検討したことがあったんですが、十分どこにそれを

当てはめられるかという部分がちょっとなかなか見つけ出せずに採用には至らなかった、

そういった経緯はございます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 市長は１度検討されたということですので、それがいかに活

用できるかも含めて、いろんな国の新しい制度がありますので、そこを充当していってい

ただきたいなと思います。 

 ということで、次に、いきます。次は野洲市を魅力的な職場にするためにはということ

で、本年度、今回の議会の報告等でありましたが、十数名の職員が退職されているという

ことで、それはキャリアアップのためとか、よりよい条件で働くためとか、いろんな理由

がありますという話だったんですけれども、新規採用も非常に厳しい状況というのを聞く

中で、どのように職員のキャリアアップを含めて魅力的な職場にしていけるかということ

は、非常に大切だと思います。九州大学の教授とかが言っているのは、自治体職員はもう

日々業務に忙殺されていると。そして、そのために十分に発揮できないと、力を発揮でき

ないというような言い方をされていますが、これは極端やと思いますけれども、ただ、私

たちが接している職員の皆さんも、みんな市民のために頑張っているというのは非常に伝

わります。ただ、やはり表情は結構疲れていらっしゃる方も多いですし、非常に忙しいと

いうことで、本来やりたい仕事がなかなか手をつけられていないという状況をよく聞きま

すが、やはり職員も幸せな状態で働いていないと、やっぱり市民も幸せにはなれないのか

なと思います。 

 そこで、１番、中堅の職員が辞めていったり、採用が芳しくない。そうしたことを考え

ると、これからは、公務員になろうという方が持っている、この地域のため住民のために

何かしたいというこの思いを最大限に生かせるような環境、これをつくっていかなければ

いけないと思いますが、現状認識はいかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 
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○市長（櫻本直樹） それでは、田中陽介議員の２つ目のご質問、野洲市を魅力的な職場

にするためにはということでございます。 

 まず、１点目の、地域のため、市民のためという思いを生かせる環境を構築することで、

現状変革をしなければというところのご質問でございます。 

 まず、公務員が、地域のため、住民のために何かしたいという思いを生かせる環境の構

築につきましては、議員がおっしゃるとおりであると考えております。職員にとって安全

で働きやすい職場環境を構築することで職員のモチベーションを上げ、やりがいを持って

仕事ができ、ひいては市民サービスの向上につながり、市民満足度が高まるようなよいサ

イクルが実現できれば理想的であると考えております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） そう思っているということですが、現状の認識はいかがでし

ょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再質問にお答えいたします。 

 現状は、確かに人員も限られている中で、多くの業務を抱えて職員としては頑張ってく

れています。プラスアルファで自分で自由に発想をして動ける余裕があるかということは、

なかなか全ての職員がそういう状況でないというふうには思っておりますが、ただ、それ

ぞれの職員が与えられた職務をしっかり果たすことで、きちっと市民のために働いている、

そういった実感を持ちながらやってくれているという部分もあるというふうに考えており

ます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） 残業時間とかそういうことだけでもなくて、本当に今言った

ように、市民のためにやりがいを感じられて、職員を摩耗させない。そういうような働き

方改革に現状、何か取り組めていることというのはありますでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） ２つ目の、働き方改革に取り組むことができているかという質問に

ついてご説明をいたします。 

 職員は職務に使命感を持って忠実に向かい合っておりまして、やる気とやりがいを持っ

て業務を遂行していると認識をさせていただいております。先月、今年度実施しておりま

す庁内のＤＸ推進リーダー研修、この成果発表会におきまして、職員から様々な業務改革
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の提案をいただきました。そういったことを通じまして、もう日々の業務を分析して改善

しようというような、前向きな姿勢がしっかりとあるんだということで、その姿勢が熱く

伝わってきたというような事例をご紹介したいと思います。 

 また、１０月に市民の方から頂きました市長への手紙でございますが、職務に当たって

の職員の対応、姿勢などに関しまして、お褒めの言葉を頂戴いたしました。こういったこ

とは職員に達成感を与え、意欲を持って仕事に取り組む原動力となります。職員にとって

は大きな励みとなったということでございます。 

 一方で職員が疲弊しているとのご指摘についてでありますが、これについては、全部否

定はできないというふうに思っております。しかし、現場の肌感覚で申し上げますと、主

にこれは外的要因によってもたらされているものが多いのではないかなというふうに分析

をさせていただいております。これは、例えば今、国のほうでも物価高騰対策等の給付金

事務でありましたりとか、あるいは昨今の急な国政の解散の動き、あるいは各種法改正、

こういった外的要因がございまして、こういった国が主導する事務事業に係る部分で、地

方の職員としましては、国民のニーズに応えるために、迅速な対応が余儀なくされるとい

うことでございます。これらの業務は非常に大量化、複雑化、困難化しているというよう

な傾向がございまして、本市に限らず全国の市町村の職員というものが、非常に大きな負

担を強いられているというような、そういった外的要因が非常に大きいというふうに認識

をしております。 

 また、市民からのニーズも非常に多様化しております。窓口、電話での市民対応が長時

間にわたるということもございますし、時には厳しいご口調でご意見をいただいたりする

ということもございます。 

 こういったことも考えますと、やはり働き方改革、これは内部だけではなくて、社会全

体でも課題として取り組む必要があるというふうに認識しておりまして、一方で市の組織

としては、安全で働きやすい職場環境を整備しまして、職員のモチベーションを上げる取

り組みを推進していかなければならないというふうにも考えているところであります。 

 また、人事戦略の観点で申し上げますと、外部人材の活用、アウトソーシング、ＤＸの

推進、こういったもので業務の効率化を図るということ、これによって生産性を向上させ

るということでございます。創意工夫する余地はまだまだあるというふうに認識しており

ますので、こういったことも織り交ぜながら働き方改革、これを進めていきたいというふ

うに考えております。 
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○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） いろいろとありがとうございます。その中で、今おっしゃっ

たＤＸリーダー研修ですかでいろんな意見が出て、すごくよかったということですけれど

も、こういった中堅の職員の方が出ていらっしゃるんですかね。そうなってくると、やっ

ぱりその方々の出してきた意見であったり提案が、先ほど市長もおっしゃっていましたけ

れども、チャレンジできるちゃんと土台に乗っているのかということなんです。これ例え

ば聞きました。でも、できませんって一番これは最悪ですよね。じゃなくて、それを実際

に試せる舞台であったりとか、それを市長が応援するなり、そういった取り組みというの

はできているんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 職員のやる気を引き上げるような取り組みというものは、制度としては２つございまし

て、これまでは職員提案制度というものがございました。これは総務部で所管しておる部

分でございますけども、職員が、とある取り組みなんかを提案をするというような制度が

ございました。これに加えまして、令和、ちょっと何年からか忘れましたけども、私がち

ょっと行革で来たときに、県でやっている政策提案制度というものがございまして、それ

を野洲市役所でもやっていこうということで、これは非常に柔軟な制度になっておりまし

て、通常ではなかなか財政課も認められないような、トライアル的なものもやっていこう

というような制度を設けさせていただきました。今、「ゴイッショ」、「つれだし隊」、これ

もそれでやっているものでありますし、いろんな事業を、その先までうまくいくか分から

ないけど、取りあえずやってみようと、３年間やってみようと、こういったものを制度と

して設けさせていただきまして、この２つの制度がございます。 

 １つ直近の事例を申し上げますと、実はこの政策提案制度に、とある新採職員さんが提

案をしてくれました。これは生涯学習課の職員さんなんですけども、２０歳の集いを少し

改めたいということで提案をしてくれまして、いろいろ課題なりありましたけども、これ

をしっかりと受け止めさせていただいて、採用をして、今、予算化に向けて調整をさせて

いただいています。こういった制度がございますので、ぜひともそこを、中堅職員さんに

は限らないわけでありますけれども、提案を前向きに、そしてそれをサポートする形で、

ぜひとも引き上げていきたいと、このように考えているところであります。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 
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○１４番（田中陽介議員） それは非常にすばらしいことだと思いますし、それがいいこ

とになろうが、結果、悪いこともあるとは思いますが、それは経験になっていくと思いま

す。そういった中で、やっぱり育っていくということが必要だと思います。 

 次、行きますけれども、人事には、この野洲市職員能力向上のための基本方針がありま

して、これは平成２７年に策定されていると記憶していますが、これがどこまで根づいて

いるのか、その検証はどこまで行われているのか、これを伺います。 

○議長（津村俊二） 川尻総務部長。 

○総務部長（川尻康治） それでは、３点目のご質問にお答えいたします。 

 野洲市職員の能力向上のための基本指針につきましては、今申されましたとおり平成２

７年に策定しておりますが、基本方針の根幹であるべき目指すべき職員の姿につきまして

は、「市（まち）を愛し、広い視野を持って行動し、改革・改善に取り組む職員」として

おりまして、年月が経過し時代が変わっても普遍的な職員像であると考えております。 

 また、基本方針が、働き方改革につながっているのかということですが、基本方針には、

業務改革の取り組み強化、また、働きやすい環境の整備といった方策も位置づけておりま

す。 

 また、どこまで根づいているかという点につきましては、基本方針自体、人事評価制度

に取り込みまして、職員に求められる行動、役割、意識を明確にしているところでござい

ます。 

 さらに職員の研修の計画を立案する際も、その基本方針の目指すべき職員像を踏まえた

研修メニューとして位置づけているというところでございます。 

 このように、各種制度に基本方針の内容を取り込むことから、一定根づいているものと

は認識をしております。 

 また、先ほど市長が申し上げましたとおり、現在、職域ごとにＤＸの人材育成を進めて

おります。これは国が示す方針にも合致しているところでございまして、今後、社会全体

で、若年労働力が不足するということが想定される中で、重要な取り組みの１つであると

いうことを職員自身が意識して、研修に参加しているものと思っております。 

 また、職員採用に当たりましては、本市が求める職員像を明確にした上で、人材確保に

取り組んでいきたいと考えております。 

 なお、基本方針につきましては、国の指針についても一部改正がございましたことから、

今後、ブラッシュアップについては図っていきたいと考えますが、その過程におきまして、
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基本方針の趣旨をさらに浸透させていくというような流れを考えているところでございま

す。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ありがとうございます。総務部長が今言っていただきました

けれども、やっぱり方針しっかりしたものがあって、それが徐々に根づいているとはいう

ものの、それをしっかり、しっかりというか、中身を充実させていくためには予算も必要

ですし、研修の機会等ももっと必要だという話をしていたような気もしますけれども、そ

この人材育成に関しても、これは人事部が主導となって、人材育成をしっかりしていく、

進めていく。この人の組織のあり方をつくっていくという認識でいいんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 川尻総務部長。 

○総務部長（川尻康治） 人事で全てできるかという点につきましては、人事では全てで

きるものではございません。こうしたことから、人事評価制度におきましても、それぞれ

の目標をトップダウンであったりボトムアップであったり、それぞれ所属、また部で目標

を統一するというのか意思統一して、それぞれの職員がそれの実現するために、その年に

何をするかということをそれぞれ捉えて進めていっていますので、そうした中で人材育成

は図られていくと、これが人事評価制度だと思っています。 

 そういうことでその取りまとめであったりとか、また、研修のあり方であったりとか、

どういった研修が必要であったりとか、仮に言うたらキャリアデザインの研修を進めるに

当たっては、働き方の振り返りを考えるであったりとか、そういう意識づけきっかけづけ

については、人事当局が担うものなのかなというふうなことを思っております。 

 以上でございます。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ありがとうございます。そういったことに今、人事部でも取

り組んでいただいているということだと思います。 

 その上で、最後にお聞きしたいんですけれども、今の現状を踏まえて、そうやって実際、

中堅の職員さんが辞めていってしまっているということも、いろんな捉え方があると思う

んですが、その上でこれから市役所が魅力的な職場にしていくために、今取り組んでいる

ことなのか、これから取り組もうとしていることなのか、具体的な何かがあれば教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（津村俊二） 市長。 
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○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 確立したものはございませんけども、今始めておりますのは、できるだけ私自身がまず

は実践をしているんですけども、若い方、若い方たちというのもあれですけども、比較的

まだ管理職に至っていない方の思いを積極的に私は聞いていきたいというふうに思ってい

まして、彼らが思っているようなことを発出、出してもらいたいなというふうに思って、

まずは始めさせていただいております。 

 これまでなかったと思うんですけども、新規採用職員さんとの面談、あるいは中堅職員

さんとの面談、これは例えば８人ぐらい市長室に来てもらって、それぞれ、どんなことで

仕事しているの、これについてどう思うとか、それは面接ではなくて、自由闊達にいろん

な思いを言ってもらうということをさせていただいて、この組織というものがそういった

自分たち職員の声を聞いてもらえる組織なんだというようなマインドを少しずつ出してい

きたいなというふうに思っております。 

 この後、そういった職員さんたちが次、何を望んでいるのか、自分がやりたいことをや

らせてもらいたいと思っているのか、いや、では違うのか、そこもそれぞれニーズがある

と思いますので、そういったニーズに応じてどういったフォローができるのかということ

は考えていかなければならないかなと思っておりますが、今回の田中議員のご質問は、ど

ちらかというといろんなことを地域のためにやりたいと思っている職員に対して、どのよ

うな形でそれを実現させて上げるのかという観点でのご質問かなと思っておりますので、

そういった点では、非常にやる気のある、そしていろんなアイデアを持っている職員さん

の思いが形できるような、そんな仕組みづくりというものは、今後考えていく必要がある

のかなというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 田中陽介議員。 

○１４番（田中陽介議員） ありがとうございます。非常にこれから前向きなお話になっ

たかなと思いますし、これを聞いていただいているいろんな多くの職員さんたちが、よっ

しゃ頑張ろうと思っていただけたら一番いいなと思いますし、もし何かあったら、また言

っていただいたら、直接こういう場でお話しできたらいいなと思います。 

 最後なんですけれども、先ほどからずっと財政のときでも、この話題でも一緒なんです

けれども、この無病性というのをいかに打破していくかというのが、結構、この人材にし

ても財政にしても、非常に重要かなと思っております。 

 この無病性を打ち払うためには、何が必要かということを最後お伺いして、終わりたい
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と思います。お願いします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 無病性の話でございますけれども、やはり行政は間違うこともある

よということをみんなが、市長だけでは駄目で、議員の皆様も、そして市民の皆様もそこ

を理解がないとなかなか、そこは前に進めないというふうに思っております。最大限の努

力をした上での失敗、これは次への糧であって、また投資であるというような認識がしっ

かりとみんなの間に根づくことが大事だと思っております。これもほっておいても根づく

ものではありませんので、私としては、まず市長のほうから、そのトライをして失敗した

職員に対しては、むしろ評価するような、そんなマインドを少しずつ広めていくことが大

事だと思っておりますし、今、私が申し上げていることを皆が理解していただくことが重

要ではないかなというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 次に、通告第９号、第６番、岩井智惠子議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 第６番、清明会、岩井智惠子でございます。高齢化社会の課

題対策についてお伺いをいたします。 

 令和５年には野洲市の高齢者数は１万３，５５８人。６５歳以上が人口に占める割合の

高齢化率は２６．８％であり、年々増加傾向にあります。ちなみに滋賀県の高齢化率は、

令和７年で２７．５％であります。ＷＨＯ世界保健機構の定義では、高齢化率７％以上を

高齢化社会、１４％以上を高齢社会、２１％以上を超高齢社会と呼ぶことから、本市は超

高齢社会であり、介護人材の確保や地域の実情に応じたサービスの人的確保が喫緊の課題

であります。 

 では、質問に移ります。問１、滋賀県の高齢化対策は、レイカディア滋賀高齢者福祉プ

ランに基づき、地域包括ケアシステムの構築を推進されていますが、それに伴う野洲市と

しての具体的な対策をお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、岩井議員の１点目のご質問にお答えいたし

ます。 

 地域包括ケアシステムの構築は、本市では第９期野洲市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画に基づき進めております。 

 まず、地域包括支援センターを中心に、医療、介護、福祉機関との連携を強化し、相談

支援体制の充実を図っております。また、介護予防や生活支援の充実、フレイル予防教室
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の出前講座などにより、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援をしており

ます。 

 さらに、認知症施策、権利擁護、高齢者虐待防止など、複雑化する課題に対応するとと

もに、在宅医療との介護連携強化、介護人材の確保・定着にも取り組んでおります。今後

も本市の実情に応じた施策を計画的に進め、高齢者が安心して暮らし続けられる地域づく

りに努めてまいります。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ただいまは、多方面な面からいろいろ手を携えて、高齢者の

方を守っていただけるいろんな道があるということで、私もちょっと安心をいたしており

ますが、次に、移ります。 

 問２、２０２５年、団塊の世代とは、昭和２２年から昭和２４年にかけての第一次ベビ

ーブーム期に生まれた世代が、全員、７５歳以上の後期高齢者になり、２０２５年問題と

呼ばれ、社会全体に大きな影響を与えると予測されてきました。ちょうどこの２０２５年

に当たるわけですが、この年を迎えた今、福祉・介護の分野におきましては、３８万人と

も言われる人材が不足していると試算されています。それは、福祉・介護に限ったことで

はなく、その影響力は大きいと言わざるを得ません。福祉に関して、たちまちの課題や対

策についてお伺いをします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、２点目のご質問にお答えいたします。 

 全国的に介護人材の不足が深刻化する中、本市におきましても、介護人材の確保と定着

は喫緊の課題であると認識しております。このため本市では、介護事業所意見交換会を実

施いたしまして、人材確保対策や、働きやすい職場環境づくりに向けた施策の検討・推進

に取り組んでいるところでございます。 

 また、通所介護施設の送迎業務につきましては、委託によりまして共同化いたしまして、

介護職員の負担軽減を図り、利用者のケアに専念できる体制整備を進めております。 

 さらに、フレイル予防の出前講座や通いの場の支援など、介護予防施策の充実により、

将来的な介護ニーズの増加抑制に努めている他、介護ロボットやＩＣＴの導入支援により

まして、現場の業務効率化と負担軽減も併せて図っているところでございます。 

 今後も介護事業所と連携を図りながら、人材の確保と定着、業務負担の軽減に継続して
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取り組み、地域で安心して暮らし続けられる介護提供体制の確保に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） フレイズ予防と言われたんですが、私のちょっと勉強不足か

ら、ちょっと分かりかねますが、詳しく説明願います。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、再質問にお答えいたします。 

 フレイルと申しますのは介護になる前の段階で、少し、何というかな、生活に支障が少

し出始めた頃かと思います。そういったところで、介護状態になるのを防いでいくといっ

たところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ありがとうございます。私も今言われたようなフレイズ予防、

この期間の方の老人の方にも相談を受けたり、また、夜中にピンポンピンポンがよくなる、

寝られない、鍵を５回も６回も確かめに行くんだという訴えを再々と聞かされたりしてお

りますが、本当に認知症に完全になってしまうまでと、それから、それまでの間のこの期

間に、本人が一番いろいろ分かっているんだと思うんですが、大変そこらで悩んでおられ

る。完全に認知症になったというのならまだあれですけど、その手前では、たくさん苦し

んでおられる方を担当しているというか、見てもおりますので、そういったフレイズ予防、

これも大きな施策の１つとして力を入れていただいているのはありがたいと思います。 

 では、次に行きます。再質問なんですが、令和２年全国都道府県別生命表が公表され、

滋賀県の男性の平均寿命が８２．７３年で全国１位、女性は８８．２６年で全国２位で、

全国トップクラスの長寿県としてなっております。ある資料によりますと、滋賀県の長寿

の理由として、低い喫煙率、適度な飲酒、適度な運動といった健康的生活習慣と、それを

支える行政の健康施策、さらには地域ぐるみの活動、良好な生活環境など、また、目標に

向かって一丸となる県民性が複合的に作用しているためで、特にがん、脳血管疾患の死亡

率は全国最下位で、平均寿命の長さに貢献しているとされています。 

 野洲市ではどのような健康施策をされているのか、お伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 
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○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、岩井議員の再質問にお答えいたします。 

 滋賀県が長寿でありますのは、やはり健康寿命の長さにも関係しているんじゃないかと

考えております。 

 健康寿命の延伸には、議員の質問にもありましたように食生活の改善であったり、適度

な運動、禁煙の他、フレイル予防やボランティアなどの社会活動や仲間づくりなどが重要

となっております。 

 野洲市におきましては、介護予防のためのいきいき百歳体操ですとか、おたがいさまサ

ロン、また、筋力が弱くなった、部屋に閉じ籠もりがちといった方には、筋力アップを目

標といたしました短期の通所サービスなど、地域包括支援センターを中心に、一人ひとり

に合った支援を提供できるよう様々な取り組みを行っております。 

 今後も引き続き地域や各機関と連携をしながら、高齢者の方が地域で自分らしく安心し

て暮らしていくための取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 再質問なんですが、質問というよりも今の返答に対しまして、

本当に百歳体操、あるいはおたがいさまサロン、そして筋力アップなど一人ひとりに合っ

たそういうケアをして、きめ細やかなお世話をしていただいている、あるいは支援をして

いただいているおかげが、こういったトップクラスの地位にいるのではないかなと思って

おります。 

 今後とも、こういった連携プレーというのをしっかりとやっていただいて、今に続いて

さらに、老人の健康について、高く支援をしていただきたいと思っております。 

 では、次、問３に行きます。厚生労働省の簡易生命表によりますと、２０２４年の日本

の平均寿命は男性が８１．０９年、女性が８７．１３年で、女性は４０年連続で世界一を

維持しているとのことですが、私はそれでも、そもそもいまだに６５歳を基準に高齢者と

していることに、いささか疑問を感じております。むしろ高齢者呼ばわりされることはナ

ンセンスと思っているくらいです。個人差はあるものの、６５歳はまだまだ現役で働ける

年齢層であり、人材不足と相まって、定年を６０歳から６５歳へ、６５歳から７０歳へと

引き上げる企業も少なくないと聞いています。私自身もつくづくその年齢になってみて、

照らし合わせて実感しているところでございます。平均寿命が延びる中、当然、７０歳ま

で働く人口の増加も人口増もあると思いますが、野洲市の現状としては、私はまだはっき
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りつかんでいるわけではありません。制度自体にすぐに変えるということはできませんけ

れども、後追いではなく、先手必勝、退職後も経験を生かすなど、また、新しいチャレン

ジとして資格を習得できる、生きがいを持っていただけるような受皿を増設するとともに、

また、ある程度の先行投資をしても、積極的な施策が必要であると考えます。その点をお

伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、３点目のご質問にお答えいたします。 

 退職されました方々が、これまで培われた経験や技術を地域で生かしていただくこと、

また、地域を支える担い手として活躍していただくことは、人口減少や人材不足が進む中

で、地域力を維持強化する大きな力になると認識しております。 

 本市での取り組みの１例といたしまして、国土交通大臣認定の運転者講習を実施してお

りまして、シニア世代の方々にも受講のほうをしていただいております。この講習により

まして、福祉有償運送のドライバー資格を取得したシニア世代の方々に、本市で行ってお

ります通所介護施設の共同送迎事業や、高齢者の移動支援のドライバーとして活躍をして

いただいております。 

 また、本市では、これまで介護と関わりのなかった未経験の方が、自宅での介護や、介

護分野での業務に携わる上で必要な基礎的知識や技術の習得ができる、介護に関する入門

的研修を実施しております。厚生労働省の規定に沿った研修であるため、介護分野で就業

される場合に、初任者研修の一部を免除される修了書が交付されます。 

 研修終了後、市内の介護施設や在宅サービス事業所で活躍していただけるよう、就労支

援のほうにも取り組んでいるところでございます。こうした取り組みを通じまして、介護

分野におけます新しい担い手の確保と、シニアの人材が活躍できる場づくりの双方を進め

ているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ただいま聞かせていただいて、担い手不足のあるところ、こ

ういったケアをしていただいている。そして、運転手さんが足らんということを私もよく

聞かされておりますけれども、こういった中から、せっかくお仕事があっても、あるいは

企業があっても、運転者さんが足りない。担い手不足であるというのは、１つは動かして

いけないわけですから、お年を召しているから役に立たないみたいな考えでもなくて、や
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はり６５歳、これからだという元気な年齢、高齢者をたくさんこの野洲のまちにつくって

いかないと、病院ばかり医療費がかかるようでも駄目ですし、ご本人が一番苦しいのは分

かり切ったことですので、元気な老後をということを私も切に願っております。 

 では、４問に行きます。ちょっと内容が変わりますが、先日、ボランティア観光ガイド

の担当といたしまして、野洲中学校の裏手から峠越えをし、希望が丘までの散策、そして、

希望が丘のカエデのところをずっと回りまして、約１１キロ健脚コースを務めてまいりま

した。そのときに、野洲市のお客様で、９０歳近い方がそれに参加されておりました。そ

して、歩きながらいろんな話を進めてきたんですけれども、その参加された方は２０年、

本当にこの２０年ずっとこの山道を歩いていると言われました。そして、ちょうど紅葉シ

ーズンでもあり、マイクロバスのピストン輸送やキッチンカーのグランプリなどが行われ

ておりまして、家族連れて大変にぎわっておりました。道々話では、市内のイベント事は

大概日曜日、土曜日、祭日などにされるが、私らみたいな免許を返上している者、高齢者

には、バスの本数も少なく、「おのりやす」も走っていない。大きいイベントには臨時バ

スも走らせてもらえないのか。そうすれば、高齢者も参加できるのにと言われました。ま

た、以前にもバス停が遠過ぎる、本数が少ないという声は多々聞いております。 

 団塊の世代の中、せめて大きなイベントと野洲挙げてのイベントなどになりましたら、

高齢者への交通アクセスの配慮をどのように考えておられるのか、市長にお願いをいたし

ます。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、４点目の高齢者の方への交通アクセスの配備についての

考えのご質問でございます。 

 まず、大規模な各種イベントの来場者の輸送につきましては、やはり主催者においてご

検討いただくということが、そちら側の課題であるというふうに考えておるところであり

ます。したがいまして、本市が主催いたします大規模なイベント等につきましても、この

点に留意いたしまして、パークアンドライド等によります交通手段の確保等の検討が必要

であるというふうに考えております。 

 また、本市のコミュニティバス「おのりやす」での臨時的な運行は、運転手の確保など

運行業務に余裕がないことから、困難な状況であると確認をしております。 

 なお、コミバスの再編につきましては、令和９年３月に開院予定の野洲市民病院に合わ

せまして、市内公共交通全体で利用者の利便性を確保しつつ、最適な運行となるように検
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討を進めているところでございます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ということは、病院の開院に向けての見直しというんですか。

バスの見直しはするけれども、主催者が交通の便は図ったらいいというお考えでしょうか。

やはり希望が丘でされるものにいたしましても、野洲は無関係ではないと思うんです。何

か大きな、そういうイベント事があったときには、せめて臨時のバスを出していただける

とか、野洲には何とかたどり着いても、駅には、そこからがなかなか各会場に行けない高

齢者の方が多いかと思うんですが、私はとにかく何を狙っているかいうと、元気な高齢者

を増やしたいんです。やっぱり歩いて会場にも行きたい、元気にいてもらわな、病気の高

齢者がいても、それは少しも、何ぼ長生きしてもうれしいことではない、そう思っていま

すので、できたら市長、そういうあたりのことを今後、財政的なことはもちろんあります。

運転手さんの不足もありますのでかなわないと思いますけれども、そこを何とか考える気

持ちだけでも一歩前進してもらえたらありがたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 課題を今、たくさん言っていただきましたので、そういった課題あることも認識しつつ、

ただ、高齢者の方の社会参加、これは非常に重要でありますので、それをどのような形で

行政がお支えできるのかということ、幅広い議論が必要だと思っておりますので、課題と

しては認識をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ありがとうございます。認識をしていただいて一歩でも進む

ことがあらば、私も幸いでございます。 

 では、再質問に移ります。先ほども言いましたが、高齢者への交通アクセスは、市民の

高齢者間では一番多く聞かれる要望で、野洲市にかかわらず全国的な課題であります。誰

でも運転ができる、バイクや自転車に乗れるうちは気づかない、考えてもいないことが、

いざその立場になると、ひしひしと身にしみるものだと私は思っています。かといって、

交通機関の人手不足や、また、財政難の壁が大きくはだかります。 

 また、今年の２月１７日には、その一翼を担う一般社団法人、やす地域共生社会推進協

会の、野洲市北に古民家を利用して、ホビーハウスをオープンされました。野洲市の多世

代の交流拠点で、市内の介護施設の送迎や、とても好評なお買物の送迎支援など、それが
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少しずつ結びつきつつあり、私も先日、平和堂の広場でちょっとその集団の方にお会いい

たしまして、本当に喜んでいると、本当にこうしてしていただけることはうれしいと言っ

て、もう全員がにこにこと笑って買物に参加して、そこでお茶を飲んではりました。その

光景を見たときに、こうした支援の仕方というのもこれからは重要だなと、本当にもう介

護になり切るまでの方なので、まだまだ元気がありましたけれども、本当に皆さんにこに

ことして誰ひとり嫌だとは言われません。７人、８人おられたんですけども、みんな元気

でそういうふうに答えてくださいました。高齢者にとって重要な拠点であります。 

 また、同時に、病院への通院など個人の交通アクセスとしてデマンド交通の利用などは

重要課題だと思いますが、このデマンド交通にもいろんな問題はあるかと思いますが、そ

のあたりの交通アクセスについて、答えていただけますでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 岩井議員からのデマンド交通のご質問でございますので、

私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 ご承知のように現在の地域交通の主体は、民間バス路線、それを補完する形でコミバス

が市内を全部循環しているというような交通体系でございますし、あとは乗用タクシーが

運行いただいているというような体系になってございます。ただ、そういったことで、高

齢者の方で、自ら乗れないような方については、高齢者の福祉運送・輸送の観点で、タク

シーの運賃助成等を福祉のほうでさせていただいているという状況でございますけれども、

新たな地域公共交通の動向という意味で、市長のほうからも、今年度、都市政策課のほう

に、このコミバスの運行を所管替えをいただきまして、都市建設部のほうで対応させてい

ただいているという状況ですけれども、その中で、予約型デマンド交通の検討についても、

１つの検討課題であるというふうな認識をさせていただいております。 

 ご承知かと思うんですけれども、このデマンド交通ですけれども、そもそも全国的にも

増加しているというような状況があるんですけれども、予約制の乗り合いということでご

ざいます。つまり、予約をいただいて初めて運行しますよというような体で、課題といた

しましては、輸送車が少なくなるということ。さらには、いくつか課題があるんですけれ

ども、予約制になりますので予約の手間が発生をするというようなことですとか、乗り合

い率も低くなってしまうと。乗り合いといいましても、なかなかその調整も難しくて、１

台に乗り合いができる状態が非常に少ない状態が他市でも見られるというようなことも聞

いておりますし、あと既存の交通事業者さんとの兼ね合いですので、タクシー運行事業者
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さんとどこまで折り合いをつけるのかと、どこまで頼んでいくのかといった、そういった

課題があるというふうな認識をさせていただいております。 

 一方で、どこのルートを走らせるのかというようなこともありますし、継続した検討課

題であるというふうな認識をさせていただいておりますが、新病院のオープンに当たりま

しては、コミバスの今の路線、定期方式で、ルートを見直していこうということを基本に

置きつつ、現在検討を進めておるというふうな状況でございます。 

 なお、ご承知いただいているかと思いますけれども、このデマンド交通につきましても、

近隣でも、竜王町さんでありますとか守山市さんでも運行されておるという認識をさせて

いただいております。様々なそうした地域の実例も勘案しながら、課題も踏まえて新たな

交通体系として情報収集、さらには継続した検討を進めてまいりたいというふうに思いま

すので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（津村俊二） 駒井病院事務部長。 

○市立野洲病院事務部長（駒井文昭） 岩井議員のほうから、病院のデマンドというよう

なご趣旨のご質問があったと理解しておるんですが、そういうことでよろしゅうございま

すよね。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 病院ということではない。そのときに見直されるんですよね。

病院をきっかけにそういうバスを系統的にもいろいろ増やすというのは聞いていますけど

も、その時しか、していただけないんですかと。 

○議長（津村俊二） 駒井病院事務部長。 

○市立野洲病院事務部長（駒井文昭） この際、ちょっと申し上げておきますと、令和４

年の病院事業基本計画にも、病院のできた暁にはデマンドを走らせるというのは申し上げ

ておりますので、そのことに関してかと解釈させていただいたところなんですが。 

 一応計画通り、新病院、新しいところができましたら、そこに対しては、大体今現在、

自家用車なり、車でアプローチされておられない外来患者、全体の２割程度でございます

ので、恐らく人数的に計算しますと、数十名というところ以下というところかと思うんで

す。ですから、それほどのボリュームはないわけなんですけれども、ただ、計画に掲示し

た事項でございますので、実現の方向で調整はさせていただいております。 

 デマンド交通は、今、都市建設部長が申し上げましたように、非常に設計が難しいんで
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すけれども、それは乗るところも異なれば行くところも異なるから設計が難しい。ところ

が、病院デマンドという話になりますと、乗るところは異なっても到着する先は一緒。あ

るいは帰りに関しては、乗るところは同じということになりますので、市中を走り回るデ

マンド交通よりは比較的設計が簡単であるというふうになってまいります。性質が若干違

うのは、病院が運行するデマンドは白ナンバーになりますので、その辺も若干違うんです

けど、いわゆる送迎バス、送迎交通ということになるんです。 

 来年度の予算の案、当院のほうから市長のほうに提出する案においては、トライアルと

して、まず、どの地域とは申し上げられませんけれども、一定、課題があるような地域を

選定して、トライアルで利用者が、今の現病院を当然、起点・終点にするわけですけど、

そこに対してどれぐらいの本当に利用していただける方がおられるのかということをトラ

イアルでやってみたいなというふうに思っています。もう本当に少なければ、これも新病

院ではもう実行する価値がないという判断になるでしょうし、多ければそれなりに、他の

地域にも広げていく必要があるというふうに考えております。当院においては本当のトラ

イアル、実証実験も本当の実証実験をやろうと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ありがとうございます。団塊の世代、２０２５年が１番と言

っておりますけど、本当にこれから不自由になる。明日、自分の身が分からないですよね。

どんなことでこけて骨折して、そういう身にならなきゃならないか分からん。だから、そ

うして利用される方はたくさん、ただ知らないだけで、そういう口が開いたら、またデマ

ンド交通も利用してみたいと、病院の送迎であっても、そういうなんで、病院もやっぱり

足を運んでくれるようになる。交通アクセスが一番老人の方のネックになっていると私は

常々お話を聞いている中では思っております。また、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（津村俊二） 暫時休憩します。再開を午後２時５５分といたします。 

            （午後２時３３分 休憩） 

            （午後２時５５分 再開） 

○議長（津村俊二） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 質問に入りますまでに、２か所ちょっと訂正をしたいと思い

ます。私が先ほどフレイズと申し上げましたのはフレイルの間違いということを指摘され
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ましたのと、それから、表現の中で６５歳以上の方を病気というふうに言ったのは、決し

てそういう病気のことを非難したのではなくて、病気でない健康な老人、年を取っても健

康で長生きしてほしいという意味で、そういう老人層を増やしたいという意味で言ったん

ですけれども、病気といったそのことがちょっと傷つけてしまう場合もございますので、

ここであえて訂正をしたいと思います。申し訳ありませんでした。 

 それでは、続けていっていいですか。 

 では２番目、野洲市シルバー人材センターの今後の展開についてお伺いをいたします。 

 先日、野洲市シルバー人材センターに行き、お話を伺いました。今や人生１００年時代、

現在の会員は５６０人だそうで、たくさんの会員さんですが、就労は現実的に厳しい現状

ではないかなと思っています。その受注についてお伺いをいたします。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、岩井議員の野洲市シルバー人材センターの今後

の展開についての、１点目のご質問のほうにお答えさせていただきます。 

 野洲市シルバー人材センターのほうに確認させていただきましたところ、会員数につき

ましては、令和６年度末現在５６９名であります。事業実績につきましては、同一人物に

よる複数回の就業も含まれますが、請負と派遣を合わせた就業率として約８割の会員様に

就業していただいているとのことでございました。 

 受注状況につきましては清掃業務等の依頼が多く、手引き除草などは就業可能な会員が

不足していることから、発注が集中する時期においては、作業日程の変更等によりまして

対応しているということでございます。 

 また、業務内容が危険を伴う作業と判断される場合については、安全面やリスク管理に

万全を期すため、必要に応じて業務の依頼をお断りしているとのことでございました。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ただいまは、私は厳しい状態だと思いましたが、８割方、複

数、１人でも請け負っておられる方がいらっしゃるということですが、そのように運営さ

れているということは、誠によかったなと思っております。 

 それで、次に、２問目に入ります。会員さんには２か月ごとに発行でした今までのお知

らせ、業務情報、会員一人ひとりにということだったんですが、このたびパソコン等を通

じて提供される「Ｓｍｉｌｅ ｔｏ Ｓｍｉｌｅ」の効果についてお伺いいたします。 
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○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、２点目のご質問のほうにお答えさせていただき

ます。 

 これも、野洲市シルバー人材センターさんのほうに確認させていただきました。「Ｓｍ

ｉｌｅ ｔｏ Ｓｍｉｌｅ」につきましては、パソコンやスマートフォンからアクセスで

きる会員専用のコミュニケーションツールとのことでございます。このツールについては、

シルバー人材センターからのお知らせ、それから就業情報の確認、就業依頼、配分金明細

の確認などを行えることから、情報提供が迅速かつ効果的に行われ、従来の郵送や掲示板

に比べて効率的な会員様への情報伝達が可能となるツールとのことでございます。 

 現在の利用状況は約６割の会員が利用されておられまして、今後もデジタル化の普及を

進め、利用促進が図られるようにお伝えさせていただいたところとのことでございます。 

 以上、ご回答とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ただいまお伺いいたしましたら、今までは２か月ごとに情報

を流していたというお話が、結果的にはもうその来た都度、依頼が来た都度にパソコンを

通じて会員の皆様に、パソコンを扱っておられる会員の皆様には、情報提供がスムーズに

できるということで、この「Ｓｍｉｌｅ ｔｏ Ｓｍｉｌｅ」の効果は大変大きいかと思

います。 

 そして、自分に合ったお仕事があれば、やはり積極的に、体がもちろん大事ですから、

無理をしないように生きがいを持ってやってほしいなと思います。 

 では、再質問をいたします。新たなチャレンジをしたい方や経験・技能をさらに深めた

い方は、どのような指導や支援をされているのかお伺いします。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） 岩井議員の再質問のほうにお答えさせていただきます。 

 シルバー会員様向けのほうに、特に技能系のほうの受注に対しまして、障子・襖、それ

から網戸の張り替えとか、それから、植木や生け垣の剪定、また、機械刈りの除草とか、

あとはパソコンの操作の講座、そういうような講座を開いて、各会員の技術力向上を支援

しておられるということでございます。 

 また、直接これは技能の向上にはつながるものではないんですけれども、職員でもそう

なんですけれども、接遇とかマナーアップの研修というのも併せて実施されておられると
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のことで、資質向上に努めておられると、このように伺っております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） ということは、それは支援の形でされているのか。やはり講

習等となりますと、一般の方と同じように、私もパソコンを習いに行ったことがあるんで

すけど、しばらくの間、そういうふうに習うという形になるのか、全くの支援で教えてい

ただけるのか、どういうことでしょうか。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） 今回のこの講習については、あくまでもシルバーの会員様

向けで限定でございまして、特に就業に際して、いろんなそういう場面に当然、不向き不

得手というんですか、なかなか今までやったことがないであるとか、そういうときのため

の講習会ということで受講されておられると、このように伺っております。 

 以上、ご回答とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 分かりました。大変いい支援だと思います。支援なのか、ち

ょっと有料になるのか、私もはっきりそこはあれなんですが、非常に挑戦してみたい方も

あるはずですし、もともとそういう技能を持っていらっしゃる方もあるはずですので、や

はり、求めるほうとしては、発注先としては、きちっとやってもらいたいというのは頭に

ありますので、やはり技能を磨いていただくということ、そして、あらゆることに挑戦し

ていただけるということはいいことだと思いますし、そういう仲間づくり、これはまた、

かけがえのないものだということで非常にいいことだと思います。 

 では、問３に行きます。先日、行ったときにもお伺いしたんですが、ちょっと難しいの

で、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号を適用する随意契約とシルバー人材セ

ンターの関わりについて具体的にお伺いをいたします。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、３点目のご質問のほうにお答えさせていただき

ます。 

 本市のほうでは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定に基づきまして、

高齢者の雇用促進、それから及び就業機会の創出を目的といたしまして、野洲市シルバー

人材センターさんとの随意契約により、業務のほうをできるだけ発注するようにというこ
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とでさせていただいております。今後につきましても、高齢者の雇用機会の拡充につなが

りますよう、この規定を全庁的に活用、また、周知させていただいて、業務の発注を行っ

てまいりたいと、このように考えてございます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 分かりました。雇用促進のためにということで、この条項の

随意契約をシルバー人材センターとつないでおられるということですね。分かりました。 

 では、問４にいきます。会員募集チラシに目を通しておりますと、経験を生かしてのカ

ーポートや雨どいの修理、庭の剪定や、普段家庭ではなかなか手の届きにくい箇所やある

いは空き家の管理など、多種多様で、かゆいところに手が届く内容に、正直、圧巻でした。

例えば、除草などは、今年のように大変猛暑が長期化されるなど、生命にも関わってくる

ような場合はお断りするということもあろうかと思いますが、受け入れられないケース、

先ほども、高いところだとかいろんな内容によって受け入れないということを言われまし

たけれども、具体的にはどんなものがそれに当たるのか、そういうケースがあればお伺い

します。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） ４点目のほうのご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、除草作業に限定してのご回答になるんですけれども、シルバー人材センターさん

のほうに確認させていただきましたところ、除草作業の発注に関して、猛暑を理由に、お

断りをしたことはないとのことでございました。 

 シルバー人材センターでは、全会員さんに向けて、熱中症予防５則カードというのがあ

るんですけども、それを配布させていただいて、熱中症防止の啓発活動を積極に行ってお

られるとのことでございます。 

 また、野外作業を行うチームには、熱中症アラートが発出された際の緊急対応グッズを

貸し出すなど、対策を強化されていると、このように伺っております。その結果、今年度

は熱中症を発症した会員様は１人もおられなかったとのことでございました。 

 以上、ご回答とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 本当に年齢がいっていらっしゃるとはいえ、やはり自分の体

をしっかりとサポートしながら、また、このような外での除草、これは大変つらいもので
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すが、誰も病気とか倒れることもなくさせていただいていたということは、非常にうれし

いことだと思います。本当にきちっと仕事をしてくださっているということ、私も仲間の

方に何人かおられますけれども、本当によく仕事してくださっていることに感謝を申し上

げます。 

 では、次の、最後になりますが問５、家事、買物、家庭のごみ整理などもされていると

か、本当に頭が下がる思いです。ただ、一方では、高齢者が収入面だけでなく、地域のた

め、そして健康や生きがいのために、また、先ほど来言っております仲間づくりのために、

シルバー人材センターで働く方が増えることは、健康増進にもつながるよいことだと思い

ます。 

 担当課として課題や今後の展望についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、５点目のご質問のほうにお答えさせていただき

ます。 

 課題といたしましては、会員様の高齢化が進み、十分な就業機会に応じられない状況が

一部見られるということがございます。また、担い手不足によりまして、受注できる業務

の幅が限定される場合があることが上げられます。あわせて、地域ニーズの多様化に対し、

センターが保有する技能や体制が追いつきにくいといった点も認識しているところでござ

います。 

 一方、今後の展望といたしましては、定年延長や多様な働き方の広がり、また、生きが

いの醸成や健康増進につながることから、シルバー人材センターさんの役割は一層重要に

なると考えております。 

 市といたしましても、センターと連携しながら、地域のニーズに合った事業展開が可能

となるよう、必要な支援を行い、持続可能な運営体制の確立を後押ししてまいりたいと、

このように考えてございます。 

 以上、回答とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子議員） 行き届いたいろんな支援、それから対処の仕方をしていただ

いていて、ありがたいなと思っております。私も繰り返すようですけれども、やはりここ

は仲間づくりとしても、管理人、空き家をお掃除されている方もお友達でたまたま出会い

まして、もう２人がコンビで仲ようされていたんですけれども、ああいう生き生きとした
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姿はとても朗らかで、働くことに生きがいを持ってくださっている方は何人か知っており

ますので、繰り返すようですが、やはりこのシルバー人材センター、ますます内容的に、

研修も深められたり仲間づくり、こういった輪をまた会などで寄せて、皆さんがいろんな

ことを話せるそういう老後をやっぱり送っていただきたい。そして、しっかりと健康増進

にもつなげていただきたいと思っております。ありがとうございました。 

 そして、ちょっと今日はお聞き苦しい声でございましたので、おわびを申し上げます。

ありがとうございました。終わります。 

○議長（津村俊二） 次に、通告第１０号、第１２番、工藤義明議員。 

○１２番（工藤義明議員） 第１２番、日本共産党、工藤義明です。よろしくお願いいた

します。早速、質問に入らせていただきます。 

 最初の質問といたしまして、アルプラ前三差路への信号機設置について問います。 

 市長は施政方針の中で、交通安全の推進として通学児童をはじめとする歩行者等の安全

確保を図り、道路安全施設等を整備することにより、交通事故の防止、注意喚起を図りま

すと述べられています。アルプラ前三差路、ここはＪＲ野洲駅から国道８号線へつながる

県道にアルプラ前の市道が交差しています。ここでは２０２０年７月１９日に右折する乗

用車とバイクの事故によりまして、高校生が残念ながらお亡くなりになりました。その後、

今日までも野洲市で一番危険な三差路状態ということが続いています。特に県道を渡る、

歩いて渡る横断歩道がありますが、利用者は駅側から国道へ向かう直進車と、駅側からの

右折車とに危険を感じ、信号機があれば安心して渡れるのにという声が以前から多くあり

ました。 

 一方、車運転で直進される方からは、歩道利用者が見えづらく危険な場所なので、信号

機設置は互いに安全確保が図れると聞きます。 

 市長も交通事故防止対策で安全第一のまちとして、信号機の設置実現を図るために質問

いたします。 

 まず、質問１点目です。この三差路の危険性を取り除くため、過去にも対応を依頼し、

地元自治会からも改善提案が行われてきましたが、今日まで現状改善の兆しは見えていま

せん。県道はもちろん県管轄の公安となりますが、ここで一旦失礼します。この私の質問

の中では公安とか警察とか、ちょっといろんな使い方の違いがありますけども、ご容赦願

います。県道はもちろん県管轄の公安となりますが、行政側として、市民の安全確保第一

の立場から、早急なる対応を講じるべきと考えますが、市長の見解と行政としての取り組
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み経過を伺います。 

○議長（津村俊二） 西村市民部長。 

○市民部長（西村拓巳） それでは、１点目のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ご質問をいただいております県道野洲停車場線と市道中畑小篠原線の交差点であります

アル・プラザ野洲店東側の三差路交差点については、交通量も多く、令和２年７月の痛ま

しい事故を含め、過去５年間で人が死傷した事故が３件、物損事故が２０件発生している

こともあり、市といたしましても、信号機の設置の必要性が高い場所であると認識をして

いるところでございます。 

 このことから、当交差点への信号機の設置については、市が実施をしております予算施

策に向けた国県要望といたしまして、令和３年度以降、滋賀県警本部長に面談にて要望活

動を実施しており、今年度におきましては、８月に実施をしたところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 今お答えいただきまして、初めて予算要望ということで要請

をされたということをお聞きしたんですが、ここまでもう月日がたつんですけども、その

後の状況で何か変化が起きていないのかということで、再質問をいたします。 

○議長（津村俊二） 西村市民部長。 

○市民部長（西村拓巳） 再質問にお答えをさせていただきます。 

 要望につきましては、本年８月１９日に県警本部におきまして、県警本部長並びに交通

部長に対しまして、市長、私どもが要望させていただいたところでございます。 

 その中で、当然、この交差点の危険性をまず説明をさせていただいております。事故発

生が多数あるという状況、また、懸念される点といたしまして、１５０メートル以内に信

号がある状況ではありますが、当然、連動した対応にすれば、これはいけるのではないか

というような提案もさせていただいた上、先方には、ご説明をさせていただいたところで

ございます。 

 先方のほうといたしましては、当然のことながら県内各地、各市町村から要望が上がっ

てきておるということでございますので、それらを踏まえて、優先順位をつけて対応を検

討するというような回答は得たところではございますが、残念ながら、今現状、設置する

というようなご報告をいただいていないというのが現状でございます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 
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○１２番（工藤義明議員） 今答えていただいたのが、後で質問させていただく中身の一

部分にも関係してくるわけですけども、引き続いて、あとの関連もありますので、質問の

２番目に移らせていただきます。 

 警察のほう、公安は信号機設置の指針というのを定めております。ご存じのとおりかと

思いますが、この中に、信号機設置の必要条件４項目、さらにはその４項目全てがクリア

できれば、次の択一条件といたしまして、また４つの項目。この４つの項目の中にどれか

該当しなければ、信号機がつけられないような規定がされております。もちろん今言って

いただいた、近くに信号機、１５０メートル以内にないことというのも、はっきりと規定

はされております。この該当しないということに対しては、非常に厳しい条件であると言

わざるを得ません。横断歩道の利用者の安全確保ということから言えば、もう非常にかけ

離れております。もう既に回答いただきましたけど、１年間で２件以上の人身事故、これ

が発生していなければ、条件がクリアされないというようなことになってはいます。しか

し、今お答えいただきましたように、もう既に人身が３件、そして物損が２０件と、非常

に野洲市内では事故としては、多いというふうに思います。 

 市民の方が被害に遭うのを待つというような姿勢が、今、この公安といいますか警察の

ほうには見られます。とんでもないことです。安全対策を一日も早く図るために、県の管

轄課に強くこれからも要請するということを求めるといたしまして、以下３点を質問させ

ていただきます。 

 まず、１つ目には、この三差路について、市としてできる安全対策というのは検討され

た経緯というのはあるんでしょうか。あれば、どのような方向性や対応策というのを取っ

ておられたのかをお聞きします。 

○議長（津村俊二） 西村市民部長。 

○市民部長（西村拓巳） それでは、２点目のご質問にご回答させていただきます。 

 まず、前提といたしまして、市民の方が被害に遭うのを待つというようなことはあり得

ないという考えにつきましては、当然、市としても同様でございます。ここで議員がご説

明いただきました１年間で２件以上の人身事故が発生すれば、一部条件がクリアされると

いう表現は、混乱を招くおそれがありますので、少し補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 信号機設置指針には信号の設置の条件といたしまして、１つ目に必要条件が５項目ござ

います。 
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 ２つ目に、択一条件が４項目ありまして、信号機を設置しようとする場合、まず必要条

件の５項目に対しましては、全て該当する必要があります。さらに択一条件の４項目のう

ちいずれかの条件に該当した場合に、信号機を設置するための条件が満たされるというこ

ととなっております。議員がご説明いただいた択一条件の４項目のうちの１項目でござい

まして、その他にも３項目ございます。２つ目といたしましては、学校園や病院、福祉施

設の付近で交通の安全を特に確保する必要がある場合や、３つ目といたしましては、車両

の通行量の要件、４つ目といたしましては、歩行者の通行需要が多いと認められるなどの

要件がありますので、補足とさせていただきます。 

 それでは、安全対策に検討された経緯はあるのかというご質問についてでございますが、

こちらにつきましては、先ほどの答弁と一部重複をするところではございますが、当該交

差点につきましては、令和３年度以降、毎年、交通量調査を実施した後、滋賀県警察本部

長に対しまして、面談で信号機の設置を要望しておるところでございます。その他にも、

秋の全国交通安全運動期間中において、アル・プラザ野洲前の横断歩道や当該交差点横断

歩道付近におきまして、守山警察署交通課、守山野洲交通安全協会、さらに市役所との３

者合同によりまして、死亡事故ゼロ運動の啓発活動を行っており、この運動期間中以外で

も、３者合同によりまして、横断歩道利用者ファースト運動として、直近で先月１５日に、

同じ場所におきまして、通行車両に対し、歩行者優先を促す啓発活動を行ったところでご

ざいます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 今お答えいただいた中で、特に私が申し上げたいのが、１５

日に実施をされたということを今おっしゃっていただきました。実はこの日に、後で資料

を示しますけども、私も調査をした日なんですよ。ところが、今おっしゃっているように、

今回指摘している三差路に警察の方等が立たれたことはありません。私１時間立っていた

んですけども、私が去る１１時前にはもう既に皆さん引揚げておられたんですよ。ですか

ら、この歩道を警察の方が指導したということはありません。これは私はっきりと申し上

げておきます。これは市の責任どうのこうのじゃないんです。ここまでアルプラ前で車の

方々に歩道を渡る人たちの安全を守ってほしいという、そういうことは年に２回ぐらいは

平均的に実施されているかと思うんです。しかし、この交差点の歩道を監視するというよ

うなことはありません。これは私が家すぐそこですから、歩いて１分もたたないところで

すから、そういったことが現実にあるということは、ぜひ知っておいていただきたいと思
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います。 

 それでいろんな項目が他のことと重なりますので、合わせて再質問はまた、いたします。 

 まず、資料１をご覧いただきたいと思います。この資料を見ながら私の質問を聞いてい

ただきたいと思います。 

 この資料は、私、１週間にわたって５日間、実施をいたしました。できるだけ同じ時間

帯に測定しようと思いましたところ、１日だけ、どうしても別の時間ということで調査を

したわけです。この中の資料といたしまして、皆さんに特に申し上げたいのは、この歩道

を利用されている方の人数、そして駅側から８号線へ走って行く直進車の車の台数、さら

に一番、今回危険と思われるのが、右折だまりに最大何台がこの１時間にたまったかとい

うことを、この３点を調査した資料なんです。 

 １日目は雨でした。この雨の１０時から１時間、計りましたところ、直進した車が１１

６台、これは片側だけですよ、駅から国道８号へ向かう車が１１６台。そして、右折だま

りに止まったのが最大６台止まったわけです。その間、横断歩道を利用された方は、雨と

いうことで１２名ということで、少ない人数ではありました。これと同じ調査をこの５日

間行ってきました。これから見えてくるのが、右折だまりに４台、少ない日でも４台、多

い日は６台、こう行って右折だまりに車が止まっています。ここで、この右折だまりに車

が止まっているときに、横断歩道を渡ろうとする人が見えないということで、信号機の設

置でこの事故を防ぐことができるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（津村俊二） 西村市民部長。 

○市民部長（西村拓巳） それでは、３点目のご質問にお答えをさせていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、右折だまりに複数台車両が滞留している場合、国道８号へ直進で

向かう車からは、歩道を渡っている人、渡ろうとして待っている人が見えにくい状況にな

るというところでございます。これらにつきましては、信号機があることにより、現状よ

りも危険性が低減されるものと考えておるところでございます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 再質問の中で私が聞くべきことを、もう先に答えを、もう最

初の時点でおっしゃっているので、それは承知の上で再質問をさせていただくわけですけ

ども、この三差路、今日出席の皆さんでも危険だと思っておられる方はたくさんおられる

かと思うんですよ。そういったことで、今、令和３年に要請をされたということですけど
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も、はっきり言いまして、今の公安といいますか警察のほう、簡単には信号機をつけてく

れないという実態が現実のものになっているわけです。ですから、これからも人が大きな

事故に遭うということを待つのかというような、私はことを強く言いたいということを申

し上げたいと思うんです。 

 再質問の中で申し上げたいのが、私、民間企業で数十年働いていた中では、社内ではＫ

Ｙ運動というのを盛んに行ってきました。これはもちろんご存じのように、危険予知運動

です。こういったことが、本来であればもっと早く、この野洲市でもこの三差路のところ

が課題に上るべきだったと思いますが、今回、令和３年に要請されたと言いますが、この

ことについての運動というのは、具体的にはできなかったのか。また、庁舎内でもこのこ

とが話題にならなかったのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（津村俊二） 西村市民部長。 

○市民部長（西村拓巳） それでは、再質問にお答えをさせていただきます。 

 令和３年度から県警本部長に要望しておるというところで、先ほどご説明させていただ

いたところでございます。 

 それ以前におきましても、交差点における信号の必要性というのは、市としても当然認

識をしておりまして、また、地元よりの要望もいただいておったというところでございま

す。本部長への要望ではございませんが、守山署に対しまして交通に係る要望といたしま

して、当該交差点につきましては、平成１６年以降、市になって以降ずっと記録の残ると

ころによりますと、続けておるというところでございます。 

 先ほど申し上げました令和３年から本部長要望にということになったのは、先ほど議員

ご説明いただきましたように、やはり死亡事故が発生したというような状況を踏まえ、よ

り早く、確実に信号が必要な交差点であるということで、そういった形で本部長要望に、

させていただいておるというところでございます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 要望を１度して、その後の、私は督促と言いますか、私らの

言葉で言ったら、それをやっていかないと本当に公安は動きません。本来、公安は今、信

号機をできるだけ減らそうという動きが現実にあるわけですから、もう行政、市長を先頭

に行政から本当にこれを言ってもらわないと、もう後回しということになるということで、

ぜひ、今後も強く訴えていただきたいと思います。 

 ３点目に入ります。資料２をご覧いただきたいと思います。この資料につきましては、
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先ほど部長からもおっしゃっていただきました条件の中に、１５０メートル離れてないと

いけないというような項目があります。それで、このことにつきましても、私、実測をし

てきました。ここで特に見ていただきたいのは、新幹線の下に信号機があります。そして、

今アルプラ前の三差路、こことの距離は測り方にもよりますけども、歩道から歩道の間が

１１２メートルありました。そして、今回申し上げたいのが、小学校前、野洲小学校前の

信号機、新しく２年ぐらいですか、まだたってから、信号機が設置されて。あそこがどう

いう位置にあったかというのを測定いたしました。それが、（２）の小学校近くと既存信

号間の資料です。この信号と小学校前、つまり病院前の信号との間が９４メートルしかな

いんです。さらに、文化ホールに向かってのＪＡの近くの信号、こことの間が１０５メー

トル、さらには市役所前の大きな信号、こことの距離が１１４メートル。この３か所それ

ぞれが、指定されている１５０メートル以下で、実際２年前に信号機が設置されたわけで

す。ですから、規定にある１５０メートルというのは、全くこれは設置できない基準では

ないということを申し上げたいわけです。小学校に新しくつくられた信号機は、もちろん

小学生の安全を守るということから早くつけられたということでは、保護者の方も一旦安

心をされているかと思います。この今回問題にしている三差路については、多くの市民の

方が歩道を利用され、また、車で通行されているというところで、一日も早い信号機の設

置というのが必要だと思います。それで何度も同じ答えになるかと思いますが、一日も早

い信号機の設置ということをお願いしたいというふうに思います。 

○議長（津村俊二） 西村市民部長。 

○市民部長（西村拓巳） それでは、４点目のご質問にお答えをさせていただきます。 

 議員ご指摘いただきましたとおり、当該交差点につきましては、隣接信号との距離が１

５０メートル以内であるというところでございます。このことにつきましては、市として

認識しておるところでございますが、先ほど申し上げました本部長への要望の際には、当

然１５０メートル以内であったとしても、隣接する信号と連動するという形を取ることに

よりまして、車両交通の円滑化が図れれば、危険性が低減されるのではないかということ

をお伝えし、要望しておるところでございます。 

 警察庁が示しております設置基準の、設置の一般指標、一般的な指標でありますので、

実務上は、地域の事情や緊急性を踏まえ、基準を満たさなくても設置が検討されるケース

があるというふうに聞き及んでおるところでございます。市といたしましても、信号機の

設置の必要性が高い場所であると認識しておりますので、引き続き要望してまいりたいと
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いうふうに考えておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 時間があまりないので、今回のこの場所の信号機の設置につ

いては、本当に多くの人が一日も早い設置ということを望んでおられます。このままいけ

ば、今日、明日にでも大きな事故という発生の危険性が今ここにはあるということを、再

度、市長も認識をしていただきたいと思います。市長も、失礼ながら今年、事故というの

に遭われたかというのを聞いていますけども、もう事故が起きれば被害者も加害者も、こ

れは非常に大変な事態になっていきます。ぜひ一日も早い取り組みというものを市を挙げ

て行っていただきたいと思いますが、最後に市長のちょっと見解をお聞きしたいんですが、

よろしいですか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 再質問についてお答えいたします。 

 実際問題、市民がこのような形で被害に遭われておられるわけでありますから、私自身

も今年は初めて８月に本部長まで要望にまいりましたが、また来年度も、今年以上の熱を

入れてしっかりと実情をお伝えし、切実なる地域の声というものを届けていきたいと、こ

のように考えております。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） この問題で最後に、資料３をご覧いただきたいと思いますけ

ども、これは見ていただくだけでも結構ですけども、今回の５日間の調査の中で、実際、

歩道を利用している方、約１０名の方からお聞きしました。１０名の方全ての方が、やは

り信号機の設置、本当に早くつけてほしいという要請があるということで、この資料３を

つけさせていただきましたので、ぜひ何らかの形で参考にしていただきたいと思います。 

 それでは、引き続きまして、質問の２点目に移らせていただきます。 

 私のほうからは、公共交通、この市内循環バス「おのりやす」、こちらの改善について

私のほうから質問させていただきます。 

 ここまで、昨日も今日も質問を議員のほうからしていただきました。昨日は永島議員、

そして、先ほどは岩井議員ということで、同じような答弁にならざるを得ないかと思いま

すが、改めて私のほうから質問させていただきます。 

 今年９月議会におきましては、日本共産党の小菅康子前議員が一般質問させていただき
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ました。その後も市内各地から、交通弱者の方中心に、もっと市民に優しい改善を願う強

い要望が引き続き寄せられています。前回の回答の中には、この１２月、年内には一旦い

くつかのルートをもって、骨子案をまとめるというふうにありました。そのことも含めま

して、質問をいたします。 

 まず、１点目、野洲市地域公共交通会議で示し、審議を得た上で、来年１月、年明けに

各学区に向け説明会を行う計画を示されました。しかし、説明会の開き方では、１回説明

したから地域全体に説明ができて完了したというような形ではなく、説明会の曜日、また

時間帯、このように異なる日程というのも設定をしていただきまして、できる限り多くの

方が参加できるという、そういうような説明会というものを行っていただいて、ぜひ小さ

い声、切実な声を聞き取る、このような対応を検討していただきたいと思います。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） それでは、工藤議員の２点目のご質問でございます。公共

交通の改善についてというご質問の中での、説明の機会のご質問でございます。 

 まず、各学区との説明会に向けまして、令和８年の来年の年明け、２月２日で開催の決

定を今、調整させていただきましたけれども、野洲市地域公共交通会議の開催をさせてい

ただきたいというふうに思っております。その中で複数案の再編ルートを審議いただく予

定です。 

 その後、２月の中旬までに、本市の公共交通をテーマにいたしました市民懇談会をまず、

開催をさせていただきたいというふうに検討しているところでございます。市民懇談会に

おきましては、課題を共有化した上で、本市のコミュニティバス「おのりやす」の再編に

ついてもご意見を賜り、皆様とともに考えを練り上げてつくり上げていきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 これらを踏まえまして、各学区の自治連合会を主体としました説明会、この開催につき

ましては、各自治連合会ともご相談した上で開催をさせていただきたいというふうに思い

ます。本市におきましては、こうした機会を通じまして、できる限り多くのご意見をいた

だき、市内公共交通全体が最適に運行されるよう、検討してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 当初といいますか、今年の９月の議会におきまして先ほど申
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し上げましたように、年内には一旦いくつかのルートをもって、骨子案をまとめるという

ふうな議事録が残っております。それが今遅れているということになるんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 庁内での検討という意味合いで年内に取りまとめをさせて

いただくということを申し上げたところでございまして、このスケジュールに合わせた形

で現在、調整を図っておるというところでございます。 

 また、この案の提示につきましては、公共交通会議が主たる検討会議でございますので、

その会議の調整について２月２日で調整をさせていただいたというところでございます。

この前段で１月中には、庁内での議論を踏まえて、当該会議のほうに付議をしてまいりた

いというスケジュールでございます。 

 以上でございます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 引き続き、２点目に入ります。 

 現在利用されている方々からは、もう先ほど他の議員からもありましたように、今現在、

この「おのりやす」は２時間に１本という運行になっているわけです。本当に急に利用し

たいという方からしたら、今、バスが行ったらもう２時間待たなきゃならんと。こういっ

た状態の運行では非常に不便である。せめて１時間に１本という運行、こういったことに

改善していただければもっと利用しやすくなるし、今利用していない方でも利用をしてい

こうかということになるわけですけども、この運行計画、１時間に１本というのを机上に

載せていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 工藤議員の２点目のご質問でございます。 

 本市のコミバスにつきましては、民間路線バスを補完するという形で、１コース当たり

６便から１０便を運行させていただいているところでございます。そのため、路線バスや

他のルートと並行して運行する地域におきましては、トータルの運行本数として一定確保

されている地域もありますが、一方で、地域住民唯一の移動手段としてご利用いただいて

いるという一面もございます。可能な限り多くの方のニーズに応える必要があるというふ

うには考えておりますが、しかし、一方で便数増便のご要望をいただく中で、全国的な乗

務員不足の状況がございますし、運行経路の複雑化、１便当たりの運行時間の長時間化な

ど複数の課題も抱えておるというふうな状況もございます。 
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 こうした課題を踏まえまして、１０月６日に開催をいたしました第２回の公共交通会議

におきましては、その課題を整理し対応するための再編コンセプトを確認いただいたとこ

ろでございます。 

 これらを踏まえまして、令和９年の３月に予定をしておりますコミバス再編に当たりま

しては、利用者の利便性を確保しつつ、過度な財政的負担が生じないことを前提に最適な

運行となるよう、総合的に検討を進めているというふうな状況でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 確かに、２時間に１本をさらに１時間に１本にするというこ

とが、非常に財政的には大変な状態になるというのは、それは当たり前です。しかし、大

事な税金というものが、この弱き交通弱者の方にお金が、また税金が使われるということ

が起きたとしても、市民の方はそれによって不満を訴えるということはないというふうに

私は確信しております。ぜひ、この１時間に１本というのを、財政上や運転手の不足とい

うことを前提にして取り入れないようなことがないようにしていただきたいということを

申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問は、これも岩井議員のほうから出ていましたデマンド交通の導入について質問

させていただきます。 

 固定したルートを走るバス路線は、定められた路線、停留所を使うものとは違うデマン

ド交通には、運転方式、これはＡ、定路線型、これは予約があった場合のみ運行。Ｂとい

たしまして、迂回ルート・エリアデマンド型。そしてＣ、として自由経路、ミーティング

ポイント型。最後に、Ｄとして自由経路、一般に言われるドア・ツー・ドア型などがある

ということはご存じのとおりだと思います。現在、このコミバス等を利用するのには非常

に交通弱者の人は、その停留所まで行くのが困難だというのが現実に困っておられる方が

おられます。こういった人のために、ぜひともデマンド型を取り入れて、市民誰でもが外

出できる、こういう野洲市を求めます。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） 先ほどの２点目のご質問にもちょっとお答えできていない

ということで、できてないといいますか、お答えを求めていただけませんでしたけれども、

２時間に１本という議員のご質問の中で、利用者の方の声も我々十分承知をしてございま

す。アンケート調査におきましても、運行本数をいかに増便してほしいというような声も
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非常に高い割合でいただいているという認識をさせていただいておりますけれども、一方

で、増便をするための課題というのもいくつかございますので、最適な運行体制はいかに

あるべきなのかということを含めまして、現在検討させていただいているという状況でご

ざいます。 

 ３点目のご質問でございますけれども、デマンド交通でございます。ご意見をいただき

ましたデマンド交通につきましては、路線バス、コミバスの現行の運行体制が路線定期型

の交通体系でございますけれども、これに代わる運行形態ということで、全国的にも増加

をしておるということで注目も多い中でございます。 

 一方で、このデマンド交通についても課題もございます。そもそも予約があった場合の

み運行をするという方式でございますので、この運行方式については複数ございますけれ

ども、一方で、その他にも時間当たりの輸送路に限りがあるというような課題もあります

し、コスト負担が大きくなるといった課題もございます。コミバスの見直しに際しまして

は、幅広い年代の方が利用しやすい利点を踏まえる必要がございますし、今年度のコミバ

ス利用者が年間約７万人を超える見込みであるということも念頭に置きながら、今回の見

直しにつきましては、本市の再編のコンセプトとしましては、定時定路線のバス運行体系

が適しているということについても確認をさせていただいたところでございます。 

 一方で、工藤議員にご質問いただいておりますとおり、デマンド交通につきましては、

課題も踏まえつつ、新たな交通体系として情報収集と継続した検討が必要であるという認

識をさせていただいておるところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） ありがとうございます。ここで、各議員から「おのりやす」

の問題が出てくるというのは、今、布施部長のほうからおっしゃっていましたように、大

変多くの方がやはり今の改善というのを望んでおられるというのは、もうお聞きだという

のが今分かりました。私が特に言いたいのが、例えば、野洲三上学区のほうの南桜・北桜、

あそこは急な坂というのが大変多いんです。上のほうにおられる高齢者の方が、簡単に上

り下りを停留所までできるかということが困難だ。その点を十分考慮していただいて、こ

のデマンドタクシーのことも含めて再検討、財政面だけから検討するのでなくて、まず、

弱者の方を救うということを念頭に入れて検討を加えていただきたいというふうに思いま

す。 
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 それでは、質問として次の３点目に移らせていただきます。 

 ３点目なんですが、ちょっと今、手元に文書が。ちょっと止めていただけますか。 

○議長（津村俊二） 暫時休憩します。 

            （午後３時５３分 休憩） 

            （午後３時５４分 再開） 

○議長（津村俊二） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 失礼しました。３点目の質問をさせていただきます。 

 ３点目は、産廃処理場、これは甲賀市の土山町に建設が計画されているところで、これ

は野洲川下流域への影響という問題について質問させていただきます。 

 甲賀土山町に安定型産業廃棄物処分場、これの新設計画が進められています。２０２３

年２月から隣接する市町への説明会が開設されてから、今年７月には住民説明会まで行わ

れております。 

 廃棄物の種類には、１つ、廃プラスチック類、２つ目、ガラス・陶磁器のくず、３点目、

瓦礫類。この瓦礫類には石綿含有産業廃棄物が含まれております。これらが処理されます。

また、埋め立てられる廃棄物は、県内から１割。９割は県外からの搬入であり、県内最大、

これは埋立て容量が約２１５万立方メートル、この施設竣工から約２０年間の運用がされ

ていくようになっております。この建設予定地は野洲川上流地域であり、下流域への影響

が大変心配されています。 

 先日の１１月１８日には、私ども日本共産党といたしまして、山下よしき前参議院議員、

そして県会議員２名とともに、湖南６市の議員団が参加して、県に対して、この開発につ

いては慎重に行うべきと交渉も行いました。 

 以下、将来的に下流域に当たるこの野洲市としての対応が必要として質問に入ります。 

 まず、質問１つ目、野洲市として、この安定型産業廃棄物処理場新設計画については、

どこまで状況を把握されているのかを、まず、問います。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、工藤議員の産廃処理場（土山町）の野洲川下流

域への影響についての、１点目のご質問のほうにお答えさせていただきます。 

 ご質問いただいております処理場につきましては、産業廃棄物処理施設であり、設置に

つきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条の規定に基づきまして、滋賀
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県知事の許可を受ける必要があるところです。そのため、本市では、当該処理場の計画に

つきまして、滋賀県がホームページで公表されています滋賀県環境影響評価審査会の結果

等で、その概要や進捗状況を確認しており、その内容を把握しているというのが現状でご

ざいます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） この産業廃棄物処理場については、先日も私ども、現場を見

に行ってきました。大変広大な、皆さんもびっくりするような広大な土地が埋め立てされ

るというところなんです。 

 それで、２点目のほうの質問にもすぐ移りますが、野洲川下流域に当たるこの野洲市へ

の水質汚染というのが大変心配されます。建設予定地が近畿の水がめとしての琵琶湖に流

れる最大河川である野洲川上流に設置され、環境の影響は水道・農業用水として利用する

下流住民にとって、水質汚染は重大な問題です。許認可を行う県に対して許可は慎重に行

うべきと関係市町とも連携をして、求めるべきとして質問いたします。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） それでは、２つ目のご質問で、許可を行う県に対して許可を慎重に

行うべきと、関係市町と共に求めるべきだというご指摘、ご質問についてお答えをさせて

いただきます。 

 本市は、当該処理場計画に係ります滋賀県環境影響評価条例に規定いたします環境影響

を受ける範囲と認められる地域には、本市は該当していないということでございます。ま

た、計画段階環境配慮書に対します滋賀県知事意見の中で、水質に対しましても明記され

ていることから、滋賀県において下流域自治体にも配慮した指導が行われているものと認

識をしております。 

 今後におきましても、滋賀県及び甲賀市が周辺地域に影響が生じないように指導等がな

されますので、その動向を注視したいと考えております。 

○議長（津村俊二） 工藤議員。 

○１２番（工藤義明議員） 県のことを今おっしゃいましたけども、それをそのまま受け

入れて心配がないのかと。野洲のほうは影響がないようなことを、今、市長はおっしゃい

ましたけども、今これは映していただけますか。これがないとなかなか説明、皆さんに分

かりにくいかと思いますけども。 
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 現在、甲賀市には、２か所がもう既に埋立地として完成をしております。そして、今回

建設予定されるのは３か所目になるんです。この３か所目が、最近できた埋立地の約倍近

い面積のところが埋め立てられるということになるわけです。そして、ここ隣接している

川が、名前は次郎九郎川と言います。この次郎九郎川がどこへつながるか。田村川という

ところにつながっていきます。この田村川はどこへ流れるか。野洲川に接続されていくん

です。こういったことで、野洲に全く影響がないということが言えるのかということは、

私は不思議で仕方ありません。 

 この埋立てによって、公害が発生するとしたら、もし発生したら３０年、４０年、５０

年後に初めてその影響が及んでくるんです。もうそのときには気がついても遅い。そのた

めに、非常に今、公害というものが心配されているんです。 

 すいません、ちょっと見ていただきたいんですが、この、こことこの下の２か所がもう

既に終わっているところ。黄色い丸がございます。これが今回の新しい埋立地。その右横

に線が見えます。これが次郎九郎川。そして、それがつながるのが田村川。田村川から野

洲川へと、こういった経路なんです。全て、今回の建設される予定地も全て、この次郎九

郎川への傾斜地に埋立てがされているんです。また、今回、受注する会社の名前は言いま

せんが、その会社は今まで一切、産業廃棄物の処理、そういった仕事はされたことはない、

実績のない会社が受け取っております。 

 今回のこの問題については、私のほうも資料をたくさん取り寄せています。大変、驚く

ような内容になっています。 

○議長（津村俊二） 工藤議員、時間です。 

○１２番（工藤義明議員） すいません、時間超過で。 

 以上、これを紹介して、終わります。 

○議長（津村俊二） 次に、通告第１１号、第１７番、稲垣誠亮議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） ４期目の稲垣でございます。一般質問を始めさせていただき

ます。 

 １件目は、野洲駅南口周辺整備位置における容積率の引き上げと、観光案内所の設置提

案について行わせていただきます。 

 １つ目です。野洲駅南口周辺整備を成功させる重要なポイントは、容積率の緩和である

と考えます。少なくとも現在の４００％から、６００％以上に引き上げ、高度利用による

経済的成長の促進を提案いたしますが、ステータスを含めてお伺いいたします。 
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○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） それでは、稲垣議員の１点目のご質問についてお答えをさ

せていただきます。 

 ご提案いただきました容積率の変更に限らず、今ある都市計画を変更し、都市構造を変

えていくためには、本市の総合計画や都市計画マスタープラン等との上位計画との整合性

とともに、具体的かつ確実性のある事業計画等が必要になってまいります。 

 そのために、野洲駅南口周辺整備の具体的な事業計画等が形になってまいりましたら、

必要に応じて容積率等の都市計画の見直しを積極的に検討してまいりたいというふうに思

います。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 事業計画という言葉が出ましたので、市長、ちょっと重複す

るかもしれないんですけど、ちょっと市長にもお伺いしたいと思います。 

 野洲駅南口周辺整備を成功させるためには、土地の高度利用を可能とする、私、容積率

の緩和が不可欠であると考えております。現在の４００％では十分な都市機能の集積が難

しく、少なくとも６００％以上への引き上げが必要であると判断しております。これによ

って商業、公共機能の拡充や人口減少対策に伴う居住人口の増加を通して、地域経済の成

長を促進できると期待いたしますが、市長の見解はいかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） お答えいたします。 

 まだ容積率等の議論は庁内でもしておりませんので、ちょっとなかなか私もどれぐらい

必要なのかというのは、正直、分からないというところが実際のところであります。ぜひ

稲垣議員のこの４００では駄目な理由、なぜ６００が必要なのかということも、ご提示い

ただけると、今後の議論にも参考になるというふうに思っております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 市長、ありがとうございます。議論を都市建設部長のほうに

ちょっと戻しますけども、容積率の引き上げを実現するための、ちょっと先ほどの部長答

弁と重複するところがあるかもしれませんけど、実現するための課題や、都市計画上の制

約とか、そういったものは何かございますでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 
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○都市建設部長（布施篤志） 制約ということについてですけれども、今現在の容積率は

４００％の当該エリアでございますし、これは商業地域となってございます。この地域の

エリアですけれども、この都市計画図をご覧いただいたらそれが分かるということになる

んですけれども、現在の駅前構想のＡブロック、Ｂブロック、Ｃブロックが含まれたエリ

アが商業エリアで４００％でございます。それ以外のＤブロック、Ｅブロックにつきまし

ては近隣商業で２００％というさらに低い率になってございます。 

 今現在、構想の見直しを実施していただいております南口周辺整備につきましては、こ

のＤブロック、Ｅブロックも含めた形で検討いただいておりますので、今後の土地利用の

活用に検討に当たりましては、構想エリア全体の容積率の見直しも検討する必要があるか

というふうに思いますので、そうした考えを持ちながら、事業計画が形になってまいりま

したら、庁内連携を図りながら進めてまいりたいというふうに思っている次第でございま

す。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 今度は政策調整部政策監にお伺いしたいんですけど、容積率

の緩和イコール高度利用の可能性というのは密接なつながりがあると思うのですが、多様

な都市の機能の集積というふうにも捉えることができると思うんですが、例えばどのよう

な方向が考えられるか。お伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 小池政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（小池秀明） すいません、都市の集積、どのような形が見込まれる

か。先般、特別委員会でご提示させていただいた、あれはあくまでも案ではございますが、

３案、示させていただいた中で、例えばＢブロックのところに宿泊施設であるとか、そこ

に係りまして、単なる宿泊施設ではなくて、飲食機能であるとか、商業機能とか、それが

重なったものが入るということで、例として挙げさせていただいておりますが、例えばの

例示で申しますとそのような形になるかと考えております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 今、Ｂブロックのお話が出たんですけど、特別委員会で、Ｂ

ブロックだけ単体を見れば、私、一部、全部ではないんですけど、Ｂブロックであれば一

部賛同できる部分はゼロではないのかなというふうに私思っていまして、あくまでもＢブ

ロックの案はモデルケースということだと思うんですが、そこの高度化利用によってあら
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ゆる可能性があると。この案は絶対あり得ないと。今そういうステータスにあると考えて、

政策監よろしいでしょうか。 

○議長（津村俊二） 小池政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（小池秀明） 現在、構想の見直しを進めさせていただいておりまし

て、これは平成２７年に策定しました構想に基づきまして、これまでの経済情勢の変化と

か、市民意向のニーズの変化も含めた中で今年度中に整えてまいりますが、その中で市民

が求めるべきまちづくりというのは、一定、方向性は出ておりますので、これを踏まえた

中で、あらゆる可能性は、これから民間さん主導で動いていただくことが多くなると思い

ますので、民間の需要とか、供給の状況も見ながら、定まってくるのかなと考えておりま

す。 

 これについては、来年度、各ブロックごとの計画を定めていくということでございます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 先ほど、市長に居住人口の増加というワードも使って、これ

から庁内で固めていくということなんですが、市民からの要望で、居住人口の増加という

ようなワードが出てきた場合、それは今後の計画に影響を及ぼすのか、黙殺するのか、そ

のあたりはいかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 小池政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（小池秀明） そこにつきましては、これまでの市民の意向も踏まえ

た上で、我々現在、構想の分析、取りまとめ、まずはＤブロックをコアとしまして、人を

動かしたいという思いが、今お示しをさせていただいておりますが、この中で、どういう

ふうに各ブロックに機能を持っていくのかというのは、今年度中に明らかにしてまいりた

いと考えております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 分かりました。政策監並びに市長に期待してまいりたいと思

います。 

 あと、都市建設部長にあとちょっともう１点お願いいたします。 

 この高度利用の活用に関して、容積率の今回通告を出しているんですが、こちらは理論

上、滋賀県の慣習とか多々あろうかと思いますが、どこまで、事業計画自体にもよると思

うんですけど、都市計画上はどこまで引き上げが可能なんでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 
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○都市建設部長（布施篤志） 理論上といいますか、具体的な計画があって、その計画を

実現するためにどれぐらいの容積率が必要なのかということが再度問われますので、その

説明ができるかどうかということに尽きると思います。ですので、先ほど来申し上げてい

ますのが、具体的な計画がどこまでの構想があって、それを実現するために、これぐらい

の容積が必要なんですというような説明がどうしても付きまといますので、卵が先か鶏が

が先かという議論になってしまうんですけれども、やはり具体の計画があって、それを実

現するということに尽きるということでございます。 

 なお、近隣のまちづくりの例、駅前の例でいきますと、県内では６００がいくつかござ

いますので、それもあるかなというふうに思いますけれども、今現状では野洲市が４００

ですので、いきなり６００がいいのか、５００で収めるべきなのかということも議論の余

地はあるかなというふうな認識をさせていただいておりますけれども、先ほど来申し上げ

ておりますように、その状況を踏まえながら検討していくというような状況でございます。 

 なお、都市計画マスタープランにおきましては、駅前の南口周辺につきましては、高層

利用していくということを明記しておりますので、そこは積極的に我々取り組んでまいり

たいという認識でございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） ということは、理論上は計画そのものがそろえば青天井とい

うことですか。滋賀県内ではマックス６００というのは分かったんですが、計画次第では、

それを超えることは理論上は可能ということで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） それの説明をどこまでできるかということになりますので、

それと周辺の容積率の兼ね合い、日陰の問題ですとか様々な課題がございますので、そう

したことも、十分説明が耐え得る計画なのかどうかということでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） なので、その辺の整理がきちんと、条件整理なり事業計画の

整理ができれば、理論上ですよ、６００を超える計画も可能なのかというのを端的に先ほ

どからお伺いしているんですけど、無理なら無理でおっしゃっていただいたらいいんです

けど、お願いします。 
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○議長（津村俊二） 布施都市建設部長。 

○都市建設部長（布施篤志） そのエリアを仮に６００を超えるエリアとしたところで、

その周辺が２００であったり４００であったりしますので、その辺の兼ね合いもあります

ので、現実的にどうかと言われますと、現実的には厳しいのかなという認識をさせていた

だいております。したがいまして、６００というのが県内の実例でございますので、それ

を見合いながら、どういったことが実現可能なのかということを議論していくということ

でございます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） この容積率の引き上げを検討する場合、先ほども従来から述

べているとおり、経済的促進の効果を最大限にするということが必要になってくるかと思

います。政策調整部政策監にお伺いしたいんですけども、やはりそうなってきますと、都

市基盤のところでも話題になっていましたけど、交通インフラとの整合性、タクシーとか

いろんな問題を含めて検証することが不可欠と考えられると思うんですが、今後の検証で

は、それも当然入ってくるというふうに理解してよろしいですか。 

○議長（津村俊二） 小池政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（小池秀明） 野洲駅南口周辺整備事業につきましては、通常の一般

的な開発ではございません。市域のまちづくりに大きな影響を与える事業だという認識を

持っております。ですので、区域だけでなく周辺に与える影響と市域全体に与える影響も

考えた都市計画、先ほどの容積率の話もありますが、都市計画とかインフラ整備は必要で

ありますので、庁内関係各課と連携した上で、次年度の計画につなげてまいりたいと考え

ております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） Ｂブロック、いいものの提案が上がってくることを期待して

おります。以上、容積率の引き上げについてお伺いしました。 

 続いて、次の論点に移りたいと思います。あわせて野洲市ボランティア観光ガイド協会

からも要望が上がっている観光案内所の設置を提案いたしますが、ステータスを含めてお

伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） それでは、稲垣議員の２点目のご質問のほうにお答えさせ

ていただきます。 
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 令和７年度のボランティア観光ガイド協会さんの総会時に、会員様から野洲駅南口周辺

に観光案内所を設置してほしいと、こういう旨のご意見があったと担当職員のほうからは

お聞きしております。 

 観光案内所のほうは、本市を訪れます観光客さんが、地域の情報を簡単に取得していた

だいて、スムーズに観光を楽しむための役割を果たす施設であると、このように考えてご

ざいます。担当部局としてもその必要を認識しているところから、次年度以降に実施され

ます野洲駅南口整備事業基本計画の策定段階におきまして、設置の是非も含めて、関係部

署で情報を共有しながら協議を進めてまいりたいと、このように考えてございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 私もこの観光案内所の設置については、恐らく本会議で２回

ほどは発言しているんですけど、設置について。直接ボランティア観光ガイド協会さんか

らもお伺いいたしました。岩井議員、すいません。 

 やはり難しい案件だと思ってはいるんです。設置に当たって想定される課題、場所の確

保であったり、運営の体制であったり、財源であったり、大変難しい問題ではあると思っ

てはいるんですが、どのように考えていらっしゃるか。これは割と何回もその議論に載せ

る中で、商工観光課さんの中で積み重ねていただいているかなと思うので、答弁を求めた

いと思います。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） 非常にちょっとお答えが難しいところなんですけれども、

先ほどちょっとご回答させていただきましたとおり、野洲駅の南口の整備事業基本計画の

策定段階で、新たに今後設置の是非も含めて検討してまいるということでございます。そ

のときに、もし仮に設置する方向で動くということであれば、当然、運営団体さんはどう

するのかとか、その費用についても策定段階の中で議論していくのかなと、このように考

えてございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 今の答弁を聞いていると、設置する可能性も含めてというこ

とは、設置する方向で、南口の一体開発で、以前の、今までの答弁では南口の整備の中で、

設置する方向でというふうに私は理解はしていたんですが、それはまだ方向も、考えてい
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ないということですか。 

○議長（津村俊二） 中塚環境経済部長。 

○環境経済部長（中塚誠治） 私のほうで全てをちょっと申し上げるのにはちょっと権限

が足りてなくて、当然、小池政策監のほうが主導で、野洲駅南口整備事業基本計画の中で、

どういうような形で、３案の中でいろんな配置計画があったように伺っております。その

中で、観光案内所としてどうあるべきかというのを決めるとなると、当然、所管部局とし

ては、当然その必要は認識しているということでご答弁をさせていただいておりますので、

そういう方向で協議を進めさせていただけたらいいなというふうには考えております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） ご指名のありました政策監、補足説明いただけますか。 

○議長（津村俊二） 小池政策調整部政策監。 

○政策調整部政策監（小池秀明） すいません。野洲駅南口周辺整備構想、これを今見直

しを進めているわけですが、これまでの構想の中で、駅前の土地に観光案内所機能は必要

だということ、ここはもう明確にうたってありますで、ここについては、配置はする。現

構想、これから見直ししますので、それをまた、議会にもご協議いただくことにはなりま

すが、その方向については大きく変わらないと認識しております。 

 ただ、その観光案内所というイメージ、かねてから古い、古いというか、これまでのイ

メージと、やっぱり駅前のこの場所の中で、どのような行政機能が必要であるのか。観光

案内だけじゃなしに他にも、必要な機能が出てきますので、それらとどう兼ね合いを持っ

てどのような形で場所というか、その機能を確保するのかというのはこれから検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 市長、期待してよろしいですか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 先ほどから稲垣議員がおっしゃっているのはちょっとなかなかイメ

ージが湧かなくて、容積率をお聞きになったりとか、具体的にどういうことをイメージし

てお聞きになっているのか、ちょっと全然お示しいただけないので、ちょっと何かこう宙

に浮いたみたいな議論になってしまっているんですけど、今の話をトータルして考えます

と、稲垣議員は、Ａブロックにそういう行政機能も持った複合的な建物を建てて、その中

にこういう観光案内所を設けたらいい、そのようなご主張だなというふうにちょっと私は
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推測したんですけども、今のところは３案示させていただきましたけども、Ａブロックに

そういう公共的な機能を持った６００％ということは案には上がっておりませんし、今現

段階ではそれは考えておりませんので、基本的には、現段階ではですよ、３つの案の中の

どこかにそういう機能を設けるかどうかということを考えていきたいというふうな認識を

させていただいております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 僕、場所は特にこだわってはいないです。都市基盤の２案の

中で、公園のところに小屋みたいな、小屋じゃないな、Ａブロックに建物があったじゃな

いですか。あそこでもいいだろうし、Ｂブロックの中に入るのでもいいだろうし、特に場

所についてはこだわってはいないんですが、その辺は、共有していただける部分というの

はありますか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） 今、稲垣議員が前提として考えていただいているのは、Ａブロック

には市民広場があって、そこに店舗なりがあるという案を示させていただいていますけど

も、そこに入れるという案、それからＢブロックは複合的な建物が提示されていたと思い

ますけど、そこに入れる案、こういったことを想定して、お話いただけているんだなとい

うふうに思っておりますので、そのような共通認識ができたなというふうに思っておりま

す。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） ちょっと一旦持ち帰りたいと思います。ありがとうございま

す。以上、観光案内所についてお伺いいたしました。次の質問について移ります。 

 ２つ目です。みんなのヒーロー病児保育室とう太について、第２回目の質問をさせてい

ただきます。 

 １つ目です。本年度の全国病児保育研究大会における、野洲市の病児保育の取り組みに

おける発表内容の成果についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、稲垣議員の病児保育室とう太についての１

点目のご質問にお答えいたします。 

 本年度の全国病児保育研究大会では、本市で病児保育事業を実施されております病児保

育室とう太の上田医師が、「鼻かみ指導の医学的有用性に関する考察～鼻かみは中耳炎の
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予防に有効か～」をテーマに、また、同病児保育室の保育士さんが、「地域に根づき、共

に育つ病児保育室～みんなをつなぐうさじろう～」をテーマに、講演のほうをされておら

れることは存じ上げておりますけれども、資料のほうが入手できませんでしたので、詳細

につきましては把握できておりませんが、今後、発行されます「とう太通信」の中で、講

演の内容を取り上げられるというふうに聞いておりますので、発行されましたら、ぜひ拝

見させていただきたいと思っております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 政策監、私も直接現場で講演を聞いたわけではないので、先

生からの聞き及びなんですけど、当日は、立ち見が出るほど満員の聴衆の中で、野洲市の

病児保育の取り組みを講演、発表されて、反響がとても大きくて、一緒に発表したとう太

さんの保育士さんも全国から数多くの問い合わせをいただいているそうなんです。中耳炎

の予防に有効とするデータも出ていることから、これこども課としても情報精査の収集を

行う価値が非常に私は高いのかなと思うんですが、所管としていかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、稲垣議員の再質問にお答えさせていただき

ます。 

 先ほど申し上げましたとおり、残念ながら講演の内容につきましては、私どものほうで

も出席のほうさせていただいておりませんので存じ上げませんけれども、今のお話から、

先生はじめスタッフの皆様が、病児保育のみならず子どもたちの支援にも熱意を持って取

り組んでいただいているというふうに感じております。そのことが、今、提供いただいて

いる質の高いサービスにつながっているものと認識しておりますし、高く評価のほうをさ

せていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 原課さんとともに、議会の立場からも、一生懸命僕も勉強し

てまいりたいと思います。 

 では、次に参ります。現在、当該施設は年間１，５００名近くの利用がある一方で、人

件費、社会保険料等の負担が重く、年間約２，８００万円の赤字を抱えております。長期

化すれば、事業の存続自体が困難になることから、慢性的な赤字や職員確保、これは例え
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ですが、勤務保育士の広域入所の加点対象や保育料の補助等ございますが、の課題をどの

ように認識し、市独自の支援を含めて検討されているのか、お伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、稲垣議員の２点目のご質問にお答えいたし

ます。 

 病児保育事業は、国の交付金を活用しておりますけれども、この交付金は、本事業の利

用者数に応じて増減をいたしております。現状といたしまして、本事業の運営経費は、国

の交付金、県の補助金及び市の負担金だけでは賄い切れず、病児保育室とう太さんの負担

が生じている現状でございます。このため、安定して事業を運営するための収入確保が課

題であると考えているところでございます。 

 また、職員の確保につきましても、保育園やこども園と同様に保育士不足の影響を受け

ておられまして、保育士の確保が課題となっております。 

 市としましては、病児保育室とう太さんが安定的に運営できるよう、保育士の確保に向

けた施策を検討する必要があると認識しております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 今、答弁ありました保育士の確保という点で、大変、とう太

さんは悩まれていて、先般、病児保育室とう太の近江八幡市在住の保育士さんが、育休明

けまして、地元の保育所に入所できなくて待機児童になった場合を想定して、野洲市内の

保育所で、広域入所において優先入所の加点対象となるかを確認されたんです。そうする

とこども課さんからは保育士を優遇しても野洲市内の待機児童解消にはつながらないから、

野洲市内勤務の保育士のカウントにはならないとする回答が来たとのことです。 

 また、野洲市では市内在住の保育士のお子さんの保育料を補助する制度もありますが、

病児保育室とう太さんの保育士は対象外と言われて、その職員さんは守山市に転居されて、

新居を構えられてしまったんです。私はこれ、課題解決等かなり必要なのではないかと思

うんですが、政策監の見解はいかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、稲垣議員の再質問にお答えいたします。 

 保育士に対する加点や補助金の制度など、市で行っております保育士の確保の施策につ

きましては、先ほど議員もおっしゃいましたように、待機児童対策を前提に実施している
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ものでありますため、現状のままでは病児保育室の保育士さんを対象にすることができな

い制度となっております。 

 ただ、病児保育室の保育士さんにつきましても、公立園や民間園の保育士と同様、本市

の子育て支援を担っていただいている保育士さんでありますし、人材確保もまた本市の同

様の課題であると考えております。 

 病児保育室の安定した事業運営のためには、人材確保は必要不可欠であると認識のほう

させていただいておりますので、すぐに制度のほうの変更というのは難しいところもあり

ますけれども、制度のあり方につきましては、今後、検討していく必要があると認識をさ

せていただいているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） それが、そんな悠長に言ってられないんです。現実は、常勤

保育士さんが７名在籍されているんですけど、来年３名が同時に妊娠されて、復職予定の

保育士さんが万が一待機児童になってしまえば、本市の病児保育の事業の存続が不可能に

なるんですよ。そのあたりの危機感がまるで感じられないんですが、大丈夫ですか。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、再質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。 

 病児保育室とう太さんの事業というのは、市にとって大変重要なものであると認識させ

ていただいておりますし、質の高いサービスを提供いただいていることに関しましては、

感謝申し上げているところでございます。 

 こういった事業ができなくなるということにつきましては、市のほうでも大変危機感を

持っておりますが、今現状としてすぐここで制度のほうを変えますといったようなお答え

ができませんので、うちのほうでも検討させていただきまして、病児保育室とう太さんの

経営が安定的に行えるような施策については、検討させていただきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 信じております。これはちょっともし市長が答弁可能だった

らお伺いしたいんですけど、市長もたしかとう太さんのほうにお伺いされたことがあると
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思うんですけど、簡単な内容なんですけど、この常勤保育士の方々から、今の件の延長な

んですけど、これほどまでに真摯に野洲市の病児保育に向き合ってきても、私たちは野洲

市の保育士としては認めてもらえないんですと、医院長に言われたそうなんですよ。医院

長も返す言葉がなくて、こちらの常勤保育士さんが野洲のスタッフがいなくて、開院以来

７名のスタッフがいらっしゃるんですけど、３名が守山、２名が竜王、同じく２名が近江

八幡に住居を構えていらっしゃって、配偶者はＪＲ沿線に勤務しているにもかかわらず、

誰ひとり野洲市内に新居を構えていらっしゃらないんです。理由はこれすごくシンプルで

簡単で、子育てにこれといった魅力を感じないからということだそうです。たまたまこの

７名の方々が、そういう考えをお持ちなのかもしれませんけど、政策監との話の流れから

続けて、市長もとう太さんにお伺いされたということを聞いたので、この危機感なりを市

長の見解をお伺いできればと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（津村俊二） 市長。 

○市長（櫻本直樹） ご質問にお答えいたします。 

 確かに行かせていただきました、きめ細やかなサービスを行っていただいていまして、

実は、この病児保育につきましては、この市町の首長会議のほうでも議題になりました。

この辺のサービスが手薄な守山、湖南市、こういったところから、やはり広域的な対応を

してほしいという声もありました。これはまさに野洲市がとう太さんのご努力、ご尽力に

よってできたものでありますが、野洲のまさに売りであるというふうに思っております。

これはどこにでもない。それが野洲にしかない。これが、私は子育てについては、野洲市

の魅力の１つだと思っておりまして、決して魅力が何もないから他市に行ったということ

はちょっと違うんじゃないかなと。こういった特徴的な制度がしっかりあるわけなので、

ということなので、また別なところに原因があるのではないかなというふうに私は感じて

おります。 

 とはいえ、この制度を本当に、子育てする保護者、お父さんお母さん、また子どもにと

っては大変心強いものでありますので、何としてもこれは残す形で、我々も努力できるこ

とをしていきたい。ポイントは、運営面とあと人材の確保ということでありますので、そ

の両面をどうやって解決をしていくのかということ。なかなかすぐには答えが見つかりま

せんが、できる限りのことをしていきたいと、このように考えております。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 政策監、すぐに、制度設計の問題ですから、すぐに何か即断
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できるものではないとは思ってはいるんですが、やはり今後、期待したいんです。本来で

あれば、先ほど近江八幡市の保育士さんは、自身のお子さんが待機児童になって、今、復

職できていない状況なんですけど、おとといの８日、判明したことなんですが、来年４月

の保育所の入所もかなわなかったそうなんです。当然、そこで定員が、先生の保育士さん

の人数が１人そろえられなくなったということは、結構大きな影響だと思うので、情報提

供として、お渡ししておきます。 

 では、次行きます。県民であれば、誰もが等しく病児保育を利用できる体制を構築する

ことは、経営安定だけではなく、子育て世帯の安心にもつながります。野洲市における病

児保育の利用率は全国平均の約４倍と突出しており、これは健康福祉部こども課と、病児

保育室とう太さんが連携しまして、積極的に周知活動を行ってきた成果であると考えてお

ります。 

 一方で、広域化で他市を申し込むことが可能となれば、野洲市民にとっても大きなメリ

ットがあります。広域連携による当該施設の経営安定化と県民サービス向上の観点から、

政策監にお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、稲垣議員の３点目のご質問にお答えいたし

ます。現在、本市の病児保育事業を利用できる方は、市内在住と市内在勤の方となってお

りますが、広域連携になりますと市外在住の方も利用できるようになります。病児保育事

業の経営的な観点からいたしますと、収入確保の機会が増え、より安定した運営に寄与す

るものと考えております。 

 また、県民サービス向上の観点からいたしますと、利用できる施設が増えることになり、

例えば、野洲の市民の方が通勤途上にある市外の施設を利用できるようになるなど、利便

性の向上につながるものと考えております。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） ということであれば、本市としては、広域連携化に関しては

賛成の立場ということで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、稲垣議員の再質問にお答えいたします。 

 少子化が進む中ではございますけれども、共働き世帯の増加ですとか、パートからフル
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タイムへといった働き方の変化によりまして、保育ニーズが高まっているという現状を考

えますと、病児保育事業につきましてもニーズは高いと考えております。非常に重要な事

業であると認識をしております。 

 今後、事業継続のためには、経営の安定は不可欠でありますし、保育事業の広域化につ

きましては、前向きに検討していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 広域連携化はいまだ実現できていないわけですが、平成３０

年から病児保育室とう太さんからこども課さんを通じて、滋賀県の子ども若者部子育て支

援課に、広域化の要望を繰り返し毎年伝えていただいていると思うのですが、反応につい

て時系列で詳細にお伺いします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） ４点目のご質問でよろしかったでしょうか。 

 それでは、稲垣議員の４点目のご質問にお答えいたします。 

 確認できます範囲で調べましたところ、令和４年に行われました病児保育室とう太さん

と市の協議で、近隣市町との広域利用を求める要望がなされているということを確認して

おります。市のほうでは、同年、滋賀県主催の子ども政策担当部長会議におきまして、病

児保育の広域利用を議題に上げまして、各市町の考え方と県の意向を確認しております。

県は既に市町間で協定を締結して実施している例があるため、それぞれの事情に応じた対

応が必要であるとしております。 

 その後、県におきましては、広域化に向けた検討を進め、令和７年１月１４日に開催さ

れました首長会議では、現場の実情や課題を踏まえて、広域連携を推進することで合意の

ほうをいたしております。 

 さらに、２月に開催されました子ども政策推進会議で協議が行われ、病児保育広域連携

推進会議が設置されまして、翌３月に会議のほうが開催されております。 

 今年度も会議を開催するとともに、県内事業所へのアンケートを実施し、広域化の実施

に向けた検討を引き続き進められているところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 先般、施設側から、本当に県に届いているのかというその不
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安のお声をいただいたんです。施設側が県側に伺ったところ、そのような要望は存在しな

いというふうに、とう太さん側に返されたようで、その辺は、実際のところは正確には分

からないんですけど、この不安があったということを重く受け止めて、その不安のことは、

こども課、原課のほうも聞いていらっしゃると思うんです。職員の変更とかいろいろあり

ますけども、これを重く受け止めて、この伝達とか情報共有のあり方を恐らくペーパーで

残したりとかされていなかったと思うので、そういったところの反省点というのは僕はあ

ろうかなとは思うんですが、その辺の反省については、原課の対応は問題なかったもしく

はちょっと一部不手際があったというふうに思っていらっしゃるのか、答えられる範囲で

お願いします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 

 先生とのやり取りにつきましては、そういった記録のこともご指摘いただいております

ので、現状としてはきちんと残させていただいているところでございますけれども、以前、

どの時点でどうであったかというところまでは、ちょっと今、把握できませんのでお答え

はできませんけれども、先生が聞いていないとおっしゃっているようなこともございます

ので、きちんと連絡を密に取りまして、情報共有のほうは今後もさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） ぜひ、いい関係を構築して病児保育を発展させていただけた

らと思います。 

 では、５番に行きます。病児保育施設整備事業費補助金、財産処分に係る補助金返還額

の償還免除期間の制度運用についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、５点目の質問にお答えさせていただきます。 

 補助金の償還免除期間とは、補助金を受けた事業者が返済義務を免除されるために、一

定期間その施設を継続して運営しなければならない期間を指しております。子ども・子育

て支援施設整備交付金を活用して病児保育施設を取得した場合、こども家庭庁の基準に基

づく処分制限期間は２４年とされております。 

 以上、お答えといたします。 
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○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 最新の制度運用に関わる資料等、情報提供等については、原

課でいつでも提供できるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） 議員お見込みのとおり、先生のほうから要望がござい

ましたら提供のほうはさせていただきたいと思います。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） では最後の質問に参ります。 

 健康福祉部こども課の後押しのもと、病児保育室とう太さんの看護師と、保育士が市内

の認可教育・保育施設に積極的な訪問型循環支援事業を行っていらっしゃいますが、その

成果についてお伺いいたします。 

○議長（津村俊二） 北田健康福祉部政策監。 

○健康福祉部政策監（北田一栄） それでは、６点目のご質問にお答えいたします。 

 現在、病児保育事業の一環といたしまして、病児保育室とう太さんの保育士、看護師の

方が市内の各園に訪問いただきまして、保育士の方からは、園児に対しまして、手の洗い

方、鼻のかみ方、排便習慣を、また、看護師の方には、各園に勤務する職員に、子どもの

病気に関する研修会を行っていただき、顔の見える関係づくり及び子どもの健康を支える

取り組みを実施していただいているところでございます。 

 本市といたしましても、児童及び職員に対しまして、専門的な知見でご指導いただく効

果を期待しているところでございます。 

 また、保育士の方が各園にご訪問いただくことによりまして、病児保育室を利用する際

の子どもたちへの不安軽減にも大きな効果があると考えております。 

 病児保育の事業を運営いただくに当たりまして、国交付金、県補助金及び市負担金で補

えず負担が発生している状況の中で、積極的にいろいろな工夫、提案をいただきながら、

巡回指導を行っていただいていることにつきまして、大変感謝申し上げているところでご

ざいます。 

 以上、お答えといたします。 

○議長（津村俊二） 稲垣議員。 

○１７番（稲垣誠亮議員） 今後も重要パートナーとして、原課として常に連携して、よ

い病児保育をつくっていただけたらと思うので、期待しております。 
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 以上です。 

○議長（津村俊二） お諮りいたします。 

 本日の会議はこれにてとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（津村俊二） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決

しました。 

 なお、１１日は午前９時から本会議を再開し、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて延会いたします。お疲れさまでした。（午後４時５５分 延会） 
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